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足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』（
中
）

─
天
童
如
浄
・
永
平
道
元
の
源
流
に
位
置
す
る
祖
師
─

佐　

藤　

秀　

孝

聞
庵
嗣
宗
に
随
侍
し
て
雪
竇
山
資
聖
禅
寺
に
赴
く

足
菴
… 

宗
遷
二

雪
竇
一、
挽
レ

師
偕
行
、
荷
二

負
衆
事
一。
会
法
堂
新
飾
、
且
命
レ

師
為
レ

衆
普
説
。
宗
嘆
曰
、
吾
生
有
レ

耳
、
未
二

嘗
聞
一

也
。
叢
林
愈
加
レ

敬
焉
。

宗
乃
宏
智
高
弟
。

補
続
… 

宗
遷
二

雪
竇
一、
挽
レ

師
偕
行
、
荷
二

負
衆
事
一。
時
法
堂
新
飾
、
命
レ

師
普
説
。
宗
竊
聴
歎
曰
、
吾
生
有
レ

耳
、
未
二

甞
聞
一

也
。

祖
燈
… 

宗
遷
二

雪
竇
一、
挽
レ

師
偕
行
。
時
法
堂
新
飭
、
命
レ

師
普
説
。
宗
竊
聴
レ

之
、
歎
曰
、
吾
生
有
レ

耳
、
未
二

嘗
聞
一

也
。

全
書
… 

宗
遷
二

雪
竇
一、
挽
レ

師
偕
行
。
時
法
堂
新
飾
、
命
レ

師
普
説
。
宗
竊
聴
レ

之
、
歎
曰
、
吾
生
有
レ

耳
、
未
二

嘗
聞
一

也
。

四
明
… 

嗣
宗
主
二

雪
竇
一、
挽
レ

鑑
同
行
、
荷
二

負
衆
事
一。
会
法
堂
新
飭
、
命
レ

鑑
普
説
。
宗
歎
曰
、
吾
生
有
レ

耳
、
未
二

嘗
聞
一

也
。

　

聞
庵
嗣
宗
（
宗
白
頭
）
が
明
州
奉
化
県
の
雪
竇
山
資
聖
禅
寺
に
遷
住
す
る
際
、
智
鑑
は
嗣
宗
に
随
侍
し
て
雪
竇
山
へ
と
赴
い
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
智
鑑
と
雪
竇
山
と
を
結
ぶ
最
初
の
繋
が
り
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
後
に
晩
年
に
至
っ
て
智
鑑
自
身
も
雪
竇
山
の
住
持
に
迎
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
遠
縁
が
結
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
は
「
宗
、
雪
竇
に
遷
り
、
師
を
挽
い
て
偕
に
行
き
、
衆
事
を
荷
負

せ
し
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
雪
竇
山
に
遷
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
嗣
宗
の
方
か
ら
積
極
的
に
智
鑑
に
対
し
て
同
行
す
る
よ
う
求
め
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
雪
竇
山
内
で
嗣
宗
は
多
く
の
職
位
を
智
鑑
に
任
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
衆
事
と
は
沢
山
の
事
柄
の
こ
と
、
荷

負
と
は
物
を
背
に
担
う
、
物
事
を
引
き
受
け
る
意
で
あ
る
。
智
鑑
が
こ
の
と
き
嗣
宗
の
会
下
で
担
当
を
任
さ
れ
た
職
位
が
何
で
あ
っ
た
の
か

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す
で
に
受
具
し
て
正
式
な
比
丘
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
侍
者
や
知
事
・
頭
首
な
ど
雪
竇
山
に
お
い
て
叢

林
両
班
の
主
要
な
職
位
を
歴
任
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
硏
究
紀
要
第
八
十
一
號　

令
和
五
年
三
月
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二

　

嗣
宗
の
伝
記
史
料
で
あ
る
『
羅
鄂
州
小
集
』
巻
六
「
宗
白
頭
嗣
宗
伝
」（『
淳
煕
新
安
志
』
巻
八
「
宗
白
頭
嗣
宗
伝
」
も
同
様
）
や
『
嘉
泰
普
燈
録
』

巻
一
三
「
慶
元
府
雪
竇
聞
庵
嗣
宗
禅
師
」
の
章
に
お
い
て
は
、
嗣
宗
が
雪
竇
山
に
遷
住
入
院
す
る
経
緯
や
年
時
な
ど
細
か
な
記
載
は
何
も
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
十
二
世
紀
中
葉
に
嗣
宗
が
雪
竇
山
に
陞
住
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
曹
洞
禅
僧
と
雪
竇
山
と
の
関
わ
り
が

俄
か
に
密
接
に
な
っ
て
お
り
、
智
鑑
自
身
も
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
後
に
雪
竇
山
に
住
持
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
嗣
宗
と
雪
竇
山
と

の
因
縁
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
雪
竇
山
に
は
雲
門
宗
や
臨
済
宗
黄
龍
派
の
禅
者
が
数
多
く
住
持
を
務
め
て
い
た
が
、

嗣
宗
が
雪
竇
山
に
入
寺
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
十
二
世
紀
中
葉
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
真
歇
派
や
宏
智
派
の
曹
洞
禅
者
が
相
次

い
で
雪
竇
山
に
住
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
南
宋
代
の
初
期
か
ら
中
期
に
雪
竇
山
に
住
持
し
た
曹
洞
禅
者
（
ゴ
シ
ッ
ク
が
住
持
者
）
を
系
図
で

示
す
な
ら
ば
、
お
よ
そ
左
記
の
よ
う
な
禅
者
の
名
が
知
ら
れ
る
。

丹
霞
子
淳
─
真
歇
清
了
─
大
休
宗
珏
─
足
庵
智
鑑
─
長
翁
如
浄
─
永
平
道
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　

聞
庵
嗣
宗

海
印
徳
雲

　
　
　
　

宏
智
正
覚
―
自
得
慧
暉
―
明
極
慧
祚
―
東
谷
妙
光
―
直
翁
可
挙
―
雲
外
雲
岫
―
無
印
大
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　

雪
竇
清
萃

雪
竇
文
煥

雪
竇
□
瑞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
窓
法
恭
―
古
巌
如
璧

　

こ
の
よ
う
に
嗣
宗
が
雪
竇
山
に
陞
住
し
た
こ
と
で
そ
の
後
に
多
く
の
曹
洞
禅
者
が
雪
竇
山
に
住
持
す
る
因
縁
が
結
ば
れ
、
一
時
期
、
雪
竇

山
は
曹
洞
宗
の
拠
点
寺
院
の
ご
と
き
感
を
呈
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
端
緒
を
開
い
た
嗣
宗
の
功
績
に
は
大
き
な
も
の
が
存
し
た
と
い

っ
て
よ
い

）
1
（

。
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
数
多
く
の
曹
洞
禅
者
が
雪
竇
山
に
住
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
十
四
世
紀
中

葉
に
宏
智
派
の
無
印
大
証
（
自
鏡
叟
、
仏
日
円
明
慧
辯
禅
師
、
一
二
九
七
―
一
三
六
一
）
が
住
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

ち
な
み
に
『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
九
「
明
州
天
童
覚
和
尚
真
賛
」
に
よ
れ
ば
、

　
　

雪
竇
宗
長
老
、
茲
写
二

師
像
一、
以
授
二

天
童
知
事
一、
壁
龕
而
掛
レ

之
乞
レ

語
、
書
二

其
上
一。

　

妙
蔵
絶
隣
、
畢
竟
無
レ

身
也
、
清
虚
之
理
真
。
幽
霊
独
神
、
須
臾
返
レ

色
也
、
自
照
之
智
親
。
雲
寒
有
二

雪
意
一、
天
遠
連
二

秋
津
一。
縁
起
佛
種
、
覚

生
幻
塵
。
語
細
音
柔
、
丹
山
鳳
鶵
之
韻
、
目
深
眉
重
、
檀
林
師
子
之
顰
。
借
二

位
途
中
賓
主
一、
借
二

功
門
裏
君
臣
一。
洞
水
逆
流
、
望
二

雲
巌
而
半
肯
一、
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三

曹
山
顚
酒
、
知
三

清
税
未
二

全
貧
一。
曲
木
床
頭
握
二

麈
尾
一、
心
伝
一
句
付
二

其
人
一。（
大
正
蔵
四
八
・
一
〇
二
ａ
）

と
題
す
る
真
賛
（
頂
相
自
賛
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
嗣
宗
が
雪
竇
山
に
入
寺
し
た
の
に
因
み
、
本
師
で
あ
る
宏
智
正
覚
に
天
童
山
の
知
客
を

介
し
て
頂
相
の
自
賛
を
依
頼
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
正
覚
に
と
っ
て
も
年
長
の
弟
子
嗣
宗
の
存
在
は
頼
も
し
い
も
の
が
存
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
そ
ん
な
晩
年
の
嗣
宗
を
智
鑑
が
助
化
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

　

嗣
宗
が
住
持
す
る
直
前
に
、
黄
龍
派
の
牧
庵
行
持
と
い
う
禅
者
が
雪
竇
山
の
住
持
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
行
持
は
黄

龍
慧
南
─
東
林
常
総
─
象
田
梵
卿
─
牧
庵
行
持
と
嗣
承
す
る
臨
済
禅
者
で
あ
り
、
越
州
（
浙
江
省
）
上
虞
県
西
南
の
象
田
興
教
禅
院
（
象
田
寺
）

に
住
持
し
た
象
田
梵
卿
（
？
─
一
一
一
六
）
の
法
を
嗣
い
で
い
る
。
越
州
山
陰
県
出
身
の
陸
游
（
字
は
務
観
、
号
は
放
翁
、
一
一
二
五
―
一
二
〇
九
）

の
『
老
学
庵
筆
記
』
巻
三
「
僧
行
持
」
の
項
に
、

僧
行
持
、
明
州
人
。
有
二

高
行
一

而
喜
二

滑
稽
一。
嘗
住
二

餘
姚
法
性
一、
貧
甚
。
有
レ

頌
曰
、
大
樹
大
皮
裹
、
小
樹
小
皮
纒
、
庭
前
紫
荊
樹
、
無
レ

皮
也
過
レ

年
。

後
住
二

雪
竇
一。
雪
竇
在
二

四
明
一、
与
二

天
童
・
育
王
一

倶
号
二

名
刹
一。
一
日
同
見
二

新
守
一。
守
問
二

天
童
覚
老
一、
山
中
幾
僧
。
対
曰
、
千
五
百
。
又
以
問
二

育
王
諶
老
一。
対
曰
、
千
僧
。
末
以
問
レ

持
。
持
拱
手
曰
、
百
二
十
。
守
曰
、
三
刹
名
相
亜
、
僧
乃
如
レ

此
不
レ

同
耶
。
持
復
拱
手
曰
、
敝
院
是
実
数
。

守
為
撫
掌
。

と
い
う
興
味
深
い
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

）
2
（

。
行
持
は
明
州
鄞
県
の
盧
氏
の
出
身
で
あ
り
、
高
行
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
が
、
ま
た
滑
稽
を
好

む
戯
け
た
面
を
持
つ
禅
者
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
天
童
の
覚
老
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
天
童
山
景
徳
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
曹
洞
宗
の
宏
智

正
覚
の
こ
と
で
あ
り
、
育
王
の
諶
老
と
は
明
州
鄞
県
の
阿
育
王
山
広
利
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
黄
龍
派
の
無
示
介
諶
（
一
〇
八
〇
―
一
一
四
八
）

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
介
諶
の
系
統
は
無
示
介
諶
―
心
聞
曇
賁
―
雪
庵
従
瑾
―
虚
庵
懐
敞
―
明
庵
栄
西
と
次
第
相
承
し
て
入
宋
僧
の
明
庵

栄
西
（
千
光
房
、
一
一
四
一
―
一
二
一
五
）
に
よ
っ
て
十
二
世
紀
末
に
日
本
に
導
入
さ
れ
、
や
が
て
日
本
の
黄
龍
派
（
千
光
派
）
を
形
成
し
て
い

る
。
当
時
、
天
童
山
の
正
覚
の
も
と
に
は
一
五
〇
〇
人
も
の
修
行
僧
が
参
集
し
て
お
り
、
阿
育
王
山
の
介
諶
の
も
と
に
も
一
〇
〇
〇
人
の
修

行
僧
が
身
を
寄
せ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
二
大
禅
刹
に
比
し
、
行
持
は
自
身
が
住
持
と
し
て
化
導
を
敷
い
て
い
た
雪
竇
山
に
居
す
る
修
行

僧
の
人
員
が
一
二
〇
人
で
あ
る
と
太
守
に
答
え
て
い
る
。
太
守
が
さ
ら
に
「
三
刹
、
名
相
は
亜
ぐ
に
、
僧
は
乃
ち
此
の
如
く
同
じ
か
ら
ざ
る
か
」

と
述
べ
、
雪
竇
山
の
名
が
天
童
山
や
阿
育
王
山
に
準
ず
る
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
の
に
修
行
僧
の
数
に
大
き
な
差
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
訝
る

と
、
行
持
は
「
敝
院
な
れ
ば
是
れ
実
数
な
り
」
と
答
え
、
こ
れ
が
雪
竇
山
の
実
数
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
。
太
守
は
行
持
の
臨
機
応
変
な
答

え
に
手
を
叩
い
て
満
足
し
納
得
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
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黄
龍
派
の
行
持
の
後
席
を
継
い
だ
か
た
ち
で
、
新
た
に
嗣
宗
が
曹
洞
禅
者
と
し
て
入
寺
し
た
こ
と
で
雪
竇
山
に
掛
搭
す
る
修
行
僧
の
数
が

ど
れ
ほ
ど
増
加
し
た
の
か
は
明
確
で
な
い

）
3
（

。
し
か
し
な
が
ら
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、
嗣
宗
が
法
堂
を
新
飾
し
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
雪
竇
山
に
参
集
す
る
修
行
僧
が
増
加
し
た
た
め
に
手
狭
と
な
っ
た
法
堂
な
ど
堂
宇
の
規
模
を
拡
充
整
備
し
た
と
も

解
さ
れ
よ
う
。

　

法
堂
が
刷
新
さ
れ
た
際
、
嗣
宗
は
智
鑑
に
対
し
て
僧
衆
（
大
衆
）
す
な
わ
ち
修
行
僧
た
ち
の
た
め
に
法
堂
の
座
位
を
分
か
っ
て
立
僧
普
説
を

行
な
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
と
き
智
鑑
が
修
行
僧
ら
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
普
説
を
行
な
っ
た
の
か
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
何
ら
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
住
持
に
代
わ
っ
て
普
説
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
首
座
か
西
班
（
頭
首
位
）
な
ど
そ
れ
な
り
の
職
位
に
就
い
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
嗣
宗
が
智
鑑
を
か
な
り
抜
擢
し
、
要
職
を
任
せ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
修
行
僧
ら
と
と
も
に
智
鑑
の
普
説
を

拝
聴
し
た
住
持
嗣
宗
は
感
嘆
し
て
「
吾
れ
生
ま
れ
て
耳
有
る
も
、
未
だ
嘗
て
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
賛
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

嗣
宗
と
し
て
は
生
ま
れ
て
こ
の
方
、
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
普
説
を
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
智
鑑
の
説
法
を
絶
賛
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
嗣
宗
の
評
価
も
あ
っ
て
か
「
叢
林
愈
い
よ
敬
を
加
う
」
と
あ
り
、
近
隣
の
諸
禅
刹
で
は
智
鑑
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
一
段
と
高

ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
嗣
宗
は
宏
智
正
覚
の
筆
頭
の
高
弟
で
あ
り
、
そ
の
嗣
宗
を
し
て
「
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
素
晴
ら
し
い
内
容

で
あ
っ
た
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
智
鑑
の
普
説
が
如
何
に
卓
越
し
た
内
容
で
あ
っ
た
の
か
が
偲
ば
れ
、
そ
の
説
示
の
一
文

も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
誠
に
惜
し
ま
れ
よ
う
。

天
童
山
景
徳
禅
寺
で
宏
智
正
覚
に
参
ず
る

足
菴
…
師
因
造
二

宏
智
室
一、
動
輒
深
契
。

　

わ
ず
か
に
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
の
み
に
「
師
、
因
み
に
宏
智
の
室
に
造
る
に
、
動
輒
深
く
契
う
」
と
い
う
記
事
が
存
し
て
お
り
、
き

わ
め
て
簡
略
な
が
ら
智
鑑
が
明
州
鄞
県
の
天
童
山
景
徳
禅
寺
に
赴
い
て
宏
智
正
覚
に
参
学
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
当
時
、
正
覚
は
天
童

山
で
化
導
を
敷
い
て
四
半
世
紀
に
も
及
ん
で
お
り
、
そ
の
接
化
に
は
絶
大
な
も
の
が
存
し
た
。
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
正
覚
は
嗣
宗
の
本
師

で
あ
っ
て
『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
九
「
明
州
天
童
覚
和
尚
真
賛
」
に
は
「
雪
竇
宗
長
老
茲
写
二

師
像
一、以
授
二

天
童
知
事
一、壁
龕
而
掛
レ

之
乞
レ

語
、

書
二

其
上
一

」
（
大
正
蔵
四
八
・
一
〇
二
ａ
）
と
題
し
た
真
賛
の
語
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

真
歇
清
了
は
紹
興
二
一
年
（
一
一
五
一
）
一
〇
月
に
六
四
歳
で
示
寂
し
て
お
り
、
こ
れ
を
追
う
か
の
ご
と
く
そ
の
法
姪
に
当
た
る
雪
竇
山
の
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五

嗣
宗
も
紹
興
二
三
年
（
一
一
五
三
）
一
〇
月
に
六
九
歳
で
示
寂
し
て
い
る
。『
羅
鄂
州
小
集
』
や
『
淳
煕
新
安
志
』
の
「
宗
白
頭
伝
」
に
、

将
レ

終
書
レ

偈
曰
、
全
心
自
照
、
無
レ

仏
無
レ

人
、
諸
縁
不
レ

共
、
時
至
便
行
。
其
全
身
建
二

塔
於
雪
竇
一、
翠
巌
取
二

其
大
衣
一、
蔵
二

於
無
際
菴
一。
閲
世

六
十
九
、
坐
夏
五
十
四
。

と
あ
り
、『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
一
三
「
慶
元
府
雪
竇
聞
庵
嗣
宗
禅
師
」
の
章
に
、

二
十
三
年
十
月
朔
、
示
二

微
恙
一。
初
三
与
二

得
法
上
足
翠
巌
宗
静
一

言
レ

別
、
泊
然
而
逝
。
是
月
十
三
日
、
塔
二

全
身
於
寺
之
西
南
隅
一。（
卍
続
蔵

一
三
七
・
一
〇
一
ｃ
）

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
両
記
事
を
合
わ
せ
る
と
、
嗣
宗
は
紹
興
二
三
年
一
〇
月
朔
日
（
一
日
）
に
微
恙
を
示
し
、
三
日
に
世
寿
六
九
歳
、

坐
夏
（
法
臘
）
五
四
齢
に
し
て
雪
竇
山
で
示
寂
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
嗣
宗
は
得
法
の
高
弟
（
上
足
）
で
翠
巌
山
宝
積
禅
院
の
後
席
を
継
承

し
て
い
た
宗
静
に
別
れ
を
告
げ
て
、

全
心
自
ら
照
ら
し
て
、
仏
無
く
人
無
し
。
諸
縁
共
な
わ
ず
、
時
至
れ
ば
便
ち
行
か
ん
。

と
い
う
遺
偈
を
残
し
て
示
寂
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
嗣
宗
の
全
身
は
一
〇
月
一
三
日
に
は
雪
竇
山
資
聖
寺
の
西
南
隅
に
塔
さ
れ
、
ま
た
明

州
鄞
県
西
南
七
〇
里
の
翠
巌
山
宝
積
禅
院
（
移
忠
資
福
禅
寺
）
に
存
し
た
嗣
宗
ゆ
か
り
の
無
際
庵
に
も
翠
巌
寺
住
持
と
な
っ
て
い
た
宗
静
に
よ

っ
て
嗣
宗
が
生
前
に
着
用
し
て
い
た
大
衣
（
袈
裟
）
が
奉
納
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

）
4
（

。

　

智
鑑
に
と
っ
て
参
学
の
師
と
仰
い
だ
真
歇
清
了
や
聞
庵
嗣
宗
が
相
継
い
で
遷
化
し
た
こ
と
は
大
き
く
動
揺
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
智
鑑
が
嗣
宗
の
最
期
ま
で
席
下
に
随
侍
し
て
い
た
の
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、
状
況
か
ら
す
る
と
嗣
宗
の
遷
化
を
看
取
っ
た
後
、

一
〇
月
以
降
に
雪
竇
山
を
離
れ
て
天
童
山
の
宏
智
正
覚
の
も
と
を
訪
ね
、
方
丈
に
入
室
し
て
親
し
く
薫
陶
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
。

　

智
鑑
が
天
童
山
に
上
山
し
て
正
覚
に
参
学
し
た
こ
と
を
伝
え
る
の
は
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
の
み
で
あ
り
、
ほ
か
に
こ
れ
を
傍
証
す
る

史
料
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
お
い
て
も
両
者
の
や
り
取
り
を
僅
か
に
「
動
輒
深
く
契
う
」
と
伝
え
る
に
す
ぎ

な
い
。
動
輒
と
は
動
く
こ
と
と
動
か
な
い
こ
と
、
動
静
や
所
作
な
ど
と
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
智
鑑
が
語
る
禅
旨
の
み
で

な
く
、
そ
の
威
儀
作
法
の
さ
ま
な
ど
を
含
め
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
智
鑑
が
天
童
山
の
方
丈
で
正
覚
と
相
見
し
た
際
、
智
鑑
は
正
覚
の
示
す
宗

旨
に
深
く
契
当
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
や
り
取
り
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
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六

明
州
奉
化
県
の
棲
真
禅
院
に
初
住
す
る

足
菴
…
二
十
四
年
、
遂
挙
住
二

棲
真
一。

補
続
…
出
世
為
二

大
休
一

焼
香
。
前
後
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

祖
燈
…
凡
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

四
明
…
歴
二

住
棲
真
・
定
水
・
広
慧
・
香
山
・
報
恩
一。

　

紹
興
二
四
年
（
一
一
五
四
）
に
五
〇
歳
に
達
し
た
智
鑑
は
漸
く
明
州
内
の
棲
真
院
（
ま
た
は
棲
真
寺
）
と
い
う
小
禅
刹
に
出
世
開
堂
し
て
お
り
、

「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
「
二
十
四
年
、
遂
に
挙
し
て
棲
真
に
住
せ
し
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
智
鑑
を
住
持
に
推
挙
す
る
特
定
の

檀
越
が
存
し
た
の
か
否
か
は
明
確
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
天
童
山
の
正
覚
が
こ
れ
に
関
わ
っ
て
智
鑑
を
推
挙
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
智
鑑

が
初
め
て
住
持
を
務
め
た
棲
真
と
い
う
寺
院
に
つ
い
て
は
、
状
況
か
ら
し
て
明
州
奉
化
県
東
七
〇
里
に
存
し
た
棲
真
院
（
棲
真
寺
と
も
）
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
五
「
奉
化
県
志
巻
二
」
の
「
寺
院
〈
禅
院
〉」
に
よ
れ
ば
、

棲
真
院
、
県
東
七
十
里
。
晋
天
福
八
年
置
、
名
二

棲
鳳
一。
皇
朝
治
平
二
年
、
改
二

今
額
一。
常
住
田
二
百
七
十
畝
、
山
三
百
四
十
九
畝
。

と
あ
り
、『
延
祐
四
明
志
』
巻
一
七
「
釈
道
攷
中
」
の
「
奉
化
州
寺
院
」
に
も
、

棲
真
禅
寺
、
州
東
七
十
里
。
晋
天
福
中
置
、
又
名
二

棲
鳳
一。

と
簡
略
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
は
晋
の
天
福
八
年
（
九
四
三
）
に
創
建
さ
れ
、
当
初
は
棲
鳳
院
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
北
宋
の
治
平

二
年
（
一
〇
六
五
）
に
棲
真
院
の
勅
額
を
賜
っ
て
い
る
。『
宝
慶
四
明
志
』
に
よ
れ
ば
、
棲
真
院
に
は
常
住
田
が
二
七
〇
畝
、
山
が
三
四
九
畝

ほ
ど
存
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

）
5
（

か
ら
、
そ
れ
な
り
の
禅
刹
で
あ
っ
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
智
鑑
が
開
堂
す
る
以
前
に
棲

真
院
に
住
持
し
た
禅
者
の
名
は
禅
宗
燈
史
な
ど
を
通
し
て
具
体
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ

ば
、
棲
真
院
が
宏
智
派
の
石
窓
法
恭
と
関
わ
り
深
い
禅
刹
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
法
恭
は
地
元
奉
化
県
の
林
氏
の
出
身
で
あ
り
、
棲

真
院
の
住
持
で
あ
っ
た
嗣
承
未
詳
の
則
韶
の
も
と
で
剃
髪
得
度
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

）
6
（

。
一
方
、
日
本
の
南
北
朝
期
に
刊
行
さ
れ
た

『
仏
祖
正
伝
宗
派
図
』
や
江
戸
期
の
『
正
誤
仏
祖
正
伝
宗
派
図
』
に
よ
れ
ば
、
辛
う
じ
て
智
鑑
の
後
に
棲
真
院
に
住
持
し
た
と
見
ら
れ
る
禅
者

と
し
て
、
大
慧
派
の
浙
翁
如
琰
（
仏
心
禅
師
、
一
一
五
一
―
一
二
二
五
）
の
法
曾
孫
に
当
た
る
古
帆
□
遠
と
方
山
海
印
と
い
う
二
禅
者
の
名
が
知

ら
れ
る
。
古
帆
遠
は
浙
翁
如
琰
─
大
川
普
済
─
石
門
善
来
─
古
帆
□
遠
と
嗣
承
し
て
お
り
、
海
印
は
浙
翁
如
琰
─
偃
渓
広
聞
─
一
峰
妙
斉
─
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七

方
山
海
印
と
嗣
承
し
て
い
る

）
7
（

。
こ
の
両
禅
者
は
状
況
か
ら
し
て
南
宋
最
末
期
か
ら
元
代
初
期
に
か
け
て
棲
真
院
に
住
持
し
て
い
た
も
の
と
見

ら
れ
、
こ
の
頃
の
棲
真
院
の
状
況
が
偲
ば
れ
る
。

　

一
方
、『
補
続
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
棲
真
院
に
開
堂
し
た
際
に
智
鑑
が
大
休
宗
珏
に
嗣
承
香
を
焚
い
た
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
が
、「
雪

竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
で
は
そ
の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
智
鑑
は
紹
興
二
四
年
に
棲
真
院
に
住
持
し
た
時
点
で
は
い
ま
だ
正

式
に
宗
珏
に
嗣
承
香
を
焚
く
こ
と
は
せ
ず
、
曹
洞
禅
者
と
し
て
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔

銘
」
に
よ
れ
ば
、
智
鑑
を
住
持
に
推
挙
し
た
特
定
の
官
僚
士
大
夫
が
存
し
た
も
の
ら
し
い
が
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ち
な
み
に
嗣
宗
の
後
席
を
継
ぐ
か
た
ち
で
雪
竇
山
に
住
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
大
休
宗
珏
と
見
ら
れ
、「
天
童
大
休
禅
師
塔
銘
」
に

「
二
十
五
年
、
尚
書
王
公
俣
、
請
住
二

雪
竇
一

」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嗣
宗
が
示
寂
し
て
一
年
以
上
を
経
た
紹
興
二
五
年
（
一
一
五
五
）

に
尚
書
の
王
俣
の
要
請
を
受
け
て
宗
珏
が
雪
竇
山
に
住
持
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
8
（

。『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
巻
五
「
住
育
王
広
利
禅
寺

語
録
」
に
よ
れ
ば
、

到
二

雪
竇
一

請
上
堂
。
平
常
無
生
句
、
妙
玄
無
私
句
、
体
明
無
尽
句
、
一
鏃
破
二

三
関
一、
他
家
有
二

本
拠
一。
作
麽
生
是
他
家
本
拠
。
莫
レ

怪
従
前
多
二

意

気
一、
他
家
曾
蹋
二

上
頭
関
一。
復
挙
、
僧
問
二

明
覚
禅
師
一、
如
何
是
諸
仏
本
源
。
明
覚
云
、
千
峯
寒
色
。
僧
云
、
未
審
、
向
上
還
有
レ

事
也
無
。
明
覚
云
、

雨
滴
二

巌
華
一。
師
云
、
千
峯
寒
色
、
雨
滴
二

巌
華
一。
今
日
不
レ

妨
二

応
レ

時
応
一レ

節
。
若
是
諸
仏
本
源
、
不
レ

得
二

動
著
一。
為
二

甚
麽
一

不
レ

得
二

動
著
一。
自

有
二

雪
竇
主
人
一

在
。（
大
正
蔵
四
七
・
八
三
一
ａ
）

雪
竇
に
到
り
て
請
う
上
堂
。「
平
常
無
生
の
句
、
妙
玄
無
私
の
句
、
体
明
無
尽
の
句
、
一
鏃
も
て
三
関
を
破
る
、
他
家
に
本
拠
有
り
。
作
麽
生
か
是

れ
他
家
の
本
拠
。
怪
し
む
こ
と
莫
か
れ
、
従
前
に
意
気
多
き
こ
と
を
、
他
家
、
曾
て
上
頭
の
関
を
蹋
む
」
と
。
復
た
挙
す
、
僧
、
明
覚
禅
師
に
問
う
、

「
如
何
な
る
か
是
れ
諸
仏
の
本
源
」
と
。
明
覚
云
く
、「
千
峯
は
寒
色
な
り
」
と
。
僧
云
く
、「
未
審
、
向
上
還
た
事
有
り
や
」
と
。
明
覚
云
く
、「
雨

は
巌
華
に
滴
る
」
と
。
師
云
く
、「
千
峯
は
寒
色
な
り
、
雨
は
巌
華
に
滴
る
。
今
日
、
時
に
応
じ
節
に
応
ず
る
こ
と
を
妨
げ
ず
。
若
し
是
れ
諸
仏
の

本
源
な
ら
ば
、
動
著
す
る
を
得
ず
。
甚
麽
と
為
て
か
動
著
す
る
を
得
ざ
る
。
自
ず
か
ら
雪
竇
主
人
有
れ
り
」
と
。

と
い
う
上
堂
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
梅
州
（
広
東
省
）
配
流
を
終
え
て
明
州
に
到
っ
た
大
慧
宗
杲
は
天
童
山
の
宏
智
正
覚
の
推
挙
で
紹
興
二
六

年
（
一
一
五
六
）
一
一
月
二
三
日
に
明
州
鄞
県
の
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
に
住
持
し
て
い
る
が
、
年
が
改
ま
っ
た
紹
興
二
七
年
（
一
一
五
七
）
歳

旦
を
経
て
一
月
中
に
雪
竇
山
な
ど
近
臨
諸
刹
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
雪
竇
山
の
住
持
を
務
め
て
い
た
の
は
時
期
的
に
宗
珏
で
あ
り
、
か

つ
て
真
歇
清
了
を
相
手
に
黙
照
禅
批
判
を
な
し
た
宗
杲
に
と
っ
て
、
清
了
の
高
弟
で
あ
る
宗
珏
の
も
と
を
訪
ね
て
新
任
住
持
の
挨
拶
を
な
し
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八

た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
の
状
況
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
宗
珏
と
当
時
の
雪
竇
山
の
集
い
を
宗
杲
は
「
他
家
」
と

表
現
し
て
お
り
、
他
家
で
あ
る
曹
洞
黙
照
の
禅
に
も
本
拠
す
な
わ
ち
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
、
雪
竇
山
の
主
人
で
あ
る
宗
珏
の

立
場
を
認
め
て
い
る
。
宗
杲
が
雪
竇
山
の
宗
珏
の
も
と
を
訪
れ
た
事
実
は
、
当
時
、
棲
真
院
の
住
持
と
な
っ
て
い
た
智
鑑
に
と
っ
て
も
大
き

な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

智
鑑
が
棲
真
院
に
住
持
し
て
い
た
期
間
は
紹
興
二
四
年
か
ら
隆
興
二
年
（
一
一
六
四
）
ま
で
実
に
一
一
年
間
に
も
及
ん
で
お
り
、
智
鑑
に
と

っ
て
最
も
長
期
に
わ
た
る
住
持
期
間
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
間
に
浙
江
禅
林
で
は
南
宋
初
期
に
活
躍
し
た
諸
禅
者
が
相
次
い
で
示

寂
し
て
お
り
、
禅
宗
各
派
も
新
た
な
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

　

隰
州
古
仏
と
称
え
ら
れ
た
宏
智
正
覚
が
紹
興
二
七
年
（
一
一
五
七
）
一
〇
月
八
日
に
六
七
歳
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。「
宏
智
禅
師
行
業
記
」

な
ど
に
よ
れ
ば
、
天
童
山
で
正
覚
が
示
寂
し
た
訃
報
を
受
け
、
阿
育
王
山
の
住
持
で
あ
っ
た
大
慧
宗
杲
は
直
ち
に
天
童
山
に
赴
い
て
正
覚
の

葬
儀
を
取
り
仕
切
り
、
正
覚
の
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
大
洪
法
為
を
つ
ぎ
の
天
童
山
第
一
七
世
の
住
持
に
据
え
て
い
る
。
法
為
は
宗
杲
の

推
挙
で
天
童
山
を
継
承
し
、
本
師
正
覚
の
た
め
に
天
童
山
の
東
に
塔
頭
東
谷
庵
と
墓
塔
妙
光
塔
を
創
建
し
、
紹
興
二
八
年
正
月
に
「
東
谷
無

人
燈
碑
」
を
立
石
し
て
い
る
。
同
じ
二
月
に
は
亡
き
正
覚
に
対
し
て
宏
智
禅
師
の
勅
諡
号
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
、
宗
杲
が
賛
を
付

し
た
正
覚
の
頂
相
が
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る

）
9
（

。

　

孫
覿
（
字
は
仲
益
、
鴻
慶
居
士
、
一
〇
七
八
―
一
一
六
九
）
の
『
鴻
慶
居
士
文
集
』
巻
三
二
「
銘
」
に
載
る
「
径
山
妙
空
仏
海
大
師
塔
銘
」

に
よ
れ
ば
、
雲
門
宗
の
径
山
智
訥
（
妙
空
仏
海
大
師
、
一
一
七
―
一
一
五
七
）
が
紹
興
二
七
年
一
一
月
二
六
日
に
世
寿
八
〇
歳
で
示
寂
し
て
お

り
、
こ
の
智
訥
の
後
席
を
継
ぐ
か
た
ち
で
宗
杲
が
阿
育
王
山
か
ら
杭
州
（
浙
江
省
）
餘
杭
県
の
径
山
能
仁
禅
院
（
後
の
興
聖
万
寿
禅
寺
）
に
赴
き
、

紹
興
二
八
年
三
月
一
五
日
に
再
住
入
院
を
果
た
し
て
い
る

）
10
（

。
一
方
、
そ
の
後
ま
も
な
く
法
為
は
住
持
職
を
退
い
た
か
遷
化
し
た
も
の
ら
し

く
、
紹
興
二
九
年
（
一
一
五
九
）
に
宗
珏
が
雪
竇
山
か
ら
新
た
に
天
童
山
に
迎
え
ら
れ
、
第
一
八
世
住
持
に
就
任
し
て
い
る
。
宗
珏
が
天
童

山
で
な
し
た
功
績
と
し
て
、
亡
き
正
覚
の
た
め
に
同
年
七
月
望
日
に
「
宏
智
禅
師
妙
光
塔
銘
」
を
東
谷
庵
に
立
石
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆

さ
れ
る

）
11
（

。

　

紹
興
三
二
年
（
一
一
六
二
）
八
月
上
浣
に
は
智
鑑
の
本
師
で
あ
る
宗
珏
も
世
寿
七
二
歳
で
示
寂
し
て
お
り
、「
天
童
大
休
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

時
城
中
湖
心
辯
公
宗
師
、
与
レ

師
生
之
年
月
皆
同
、
三
十
二
年
八
月
上
浣
、
辯
以
二

遺
書
一

来
。
師
初
無
レ

恙
、
覧
レ

書
笑
曰
、
斉
年
既
行
、
吾
亦
逝
矣
。

翌
日
迎
レ

賓
如
二

平
時
一。
晩
欲
二

小
参
一、侍
僧
以
為
レ

暮
矣
。
即
令
レ

集
二

優
婆
塞
一、衆
人
知
二

其
有
一レ

異
。
挙
レ

寺
咸
会
。
師
従
容
普
説
、
多
致
二

垂
別
之
意
一。
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九

師
帰
二

丈
室
一、
濯
レ

足
就
レ

座
、
整
レ

容
跏
趺
、
泊
然
而
逝
。
又
八
日
、
学
徒
奉
二

全
身
一、
葬
二

于
南
谷
一。
寿
七
十
二
、
臘
五
十
四
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
身
は
参
学
の
徒
に
よ
っ
て
天
童
山
の
南
谷
庵
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
智
鑑
は
宗
珏
遷
化
の
訃
報
を
受
け

て
棲
真
院
か
ら
天
童
山
に
駆
け
付
け
、
先
師
宗
珏
に
別
れ
を
告
げ
た
は
ず
で
あ
り
、
あ
る
い
は
智
鑑
は
こ
の
と
き
真
に
宗
珏
の
法
を
嗣
ぐ
こ

と
を
決
意
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
宗
珏
が
示
寂
し
た
同
じ
紹
興
三
二
年
に
は
、
や
が
て
智
鑑
の
法
を
嗣
ぐ
こ
と
に
な
る
如
浄
が

越
州
（
浙
江
省
）
紹
興
府
山
陰
県
の
毛
氏
に
生
ま
れ
て
い
る
。
宗
珏
の
葬
ら
れ
た
南
谷
庵
に
は
後
に
法
孫
の
如
浄
の
墓
塔
も
合
祀
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
も
因
縁
深
い
も
の
が
あ
り
、
間
に
立
っ
た
智
鑑
が
久
し
く
長
命
を
保
ち
曹
洞
宗
旨
を
継
承
し
て
両
者
を
繋
い
だ
功
績
に
因
る
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
宗
珏
の
後
席
を
継
い
で
天
童
山
第
一
九
世
に
住
持
し
た
の
は
臨
済
宗
虎
丘
派
の
応
庵
曇
華
（
一
一
〇
三
─
一
一
六
三
）
で

あ
っ
た
が
、
曇
華
も
ま
た
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
六
月
一
三
日
に
六
一
歳
で
示
寂
し
て
い
る
。
さ
ら
に
曇
華
の
後
を
追
う
か
の
ご
と
く
、
同

じ
隆
興
元
年
八
月
一
〇
日
に
は
大
慧
宗
杲
が
径
山
の
明
月
堂
で
七
五
歳
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
で
黙
照
・
看
話
の
対
峙

に
揺
れ
た
南
宋
禅
林
の
一
つ
の
時
代
が
こ
の
宗
杲
の
遷
化
に
よ
っ
て
一
応
の
終
焉
を
迎
え
た
か
の
感
が
あ
る
。

　

智
鑑
が
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
奉
化
県
の
棲
真
院
で
な
し
た
活
動
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
定
か
で
な
い
が
、
そ
の
間
に
南
宋
初
期
の
浙
江

禅
林
を
彩
っ
た
臨
済
・
曹
洞
・
雲
門
の
各
派
禅
者
が
相
次
い
て
示
寂
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
を
智
鑑
は
奉
化
県
の
棲
真
院
の
丈

室
に
在
っ
て
俯
瞰
な
い
し
静
観
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
宗
珏
の
墓
塔
が
天
童
山
の
一
隅
に
立
石
さ
れ
、
そ
の
塔
頭
と
し
て
南
谷

庵
が
創
建
さ
れ
る
際
に
も
、
お
そ
ら
く
高
弟
智
鑑
が
果
た
し
た
功
績
に
は
大
き
な
も
の
が
存
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
宗
珏
の
示
寂

と
南
谷
庵
建
塔
を
機
に
智
鑑
は
正
式
に
宗
珏
の
法
を
嗣
い
で
曹
洞
禅
者
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
自
ら
に
決
意
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

明
州
慈
渓
県
の
定
水
禅
寺
に
開
堂
出
世
す
る

足
菴
…
隆
興
二
年
、
移
二

定
水
一。
侍
郎
趙
公
子
潚
聞
二

師
名
一、
属
二

侍
御
王
公
伯
庠
一

製
レ

疏
、
備
二

開
堂
礼
一、
嗣
二

法
大
休
一。
寔
曹
洞
十
一
世
孫
也
。

補
続
…
出
世
為
二

大
休
一

焼
香
。
前
後
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

祖
燈
…
凡
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

四
明
…
歴
二

住
棲
真
・
定
水
・
広
慧
・
香
山
・
報
恩
一。

　

隆
興
二
年
（
一
一
六
四
）
に
智
鑑
は
久
し
く
住
持
し
た
奉
化
県
の
棲
真
院
の
住
持
を
退
き
、
同
じ
明
州
内
の
慈
渓
県
に
存
し
た
定
水
寺
に
遷

住
し
て
い
る
。
定
水
寺
と
は
明
州
慈
渓
県
に
位
置
す
る
定
水
禅
寺
の
こ
と
で
あ
り
、『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
七
「
慈
渓
県
志
巻
二
」
の
「
寺
院
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一
〇

〈
禅
院
〉」
に
よ
れ
ば
、

定
水
寺
、
県
西
北
五
十
里
、
近
二

鳴
鶴
山
一。
唐
乾
元
二
年
建
、
名
二

清
泉
一。
世
以
為
二

虞
世
南
故
宅
一。
皇
朝
改
二

今
額
一。
紹
興
七
年
、
更
為
二

禅
刹
一。

寺
有
レ

泉
甘
、
寒
宜
二

煎
煮
一、
暑
月
汲
レ

之
、
久
停
不
レ

腐
。
有
二

大
蔵
経
殿
唐
京
兆
韓
杍
材
記
一。
常
住
田
九
百
七
十
畝
、
山
六
百
三
十
九
畝
。
廬
陵

僧
徳
璘
嘗
住
レ

寺
、
以
下

蒸
二

木
犀
一

香
上、
送
二

誠
斎
楊
文
節
公
一。
公
遺
二

之
五
詩
一。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
延
祐
四
明
志
』
巻
一
八
「
釈
道
攷
下
」
の
「
慈
渓
県
寺
院
」
に
も
、

定
水
教
忠
報
徳
禅
寺
、
県
西
北
五
十
里
。
唐
乾
間
、
僧
一
華
建
、
名
二

清
泉
一。
宋
嘉
煕
初
、
袁
枢
密
増
レ

田
建
レ

寺
、
請
二

於
朝
一

改
賜
二

今
額
一。

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
寺
の
大
ま
か
な
変
遷
や
智
鑑
当
時
の
状
況
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
定
水
寺
は
明
州
慈
渓
県
西
北
五
〇
里
に
位
置
し
、
近
く

に
は
鳴
鶴
山
が
存
し
て
お
り
、
寺
院
が
創
建
さ
れ
る
以
前
は
古
く
書
家
と
し
て
も
名
高
い
虞
世
南
（
字
は
伯
施
、
五
五
八
─
六
三
八
）
の
故
宅
で

あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
唐
の
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
に
伽
藍
が
建
立
さ
れ
、
寺
内
に
甘
泉
が
涌
い
て
い
た
こ
と
か
ら
清
泉
寺
と
名
づ
け

ら
れ
た
。
北
宋
代
に
至
っ
て
定
水
寺
の
寺
号
を
賜
り
、
さ
ら
に
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
に
は
禅
刹
に
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
智
鑑
が

入
寺
す
る
二
〇
数
年
前
に
当
た
っ
て
い
る
。
智
鑑
よ
り
以
前
に
住
持
し
た
禅
者
と
し
て
は
、
僅
か
に
雲
門
宗
の
祖
照
道
和
の
法
を
嗣
い
だ
定

水
□
然
の
名
が
知
ら
れ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い

）
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（

か
ら
、
こ
の
禅
者
が
定
水
寺
の
禅
刹
開
山
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

智
鑑
を
定
水
寺
に
招
い
た
の
は
侍
郎
の
趙
子
潚
（
字
は
清
卿
、
一
一
〇
二
─
一
一
六
七
）
で
あ
り
、
趙
子
潚
は
智
鑑
の
名
を
聞
い
て
、
侍
御
の

王
伯
庠
（
字
は
伯
礼
、
一
一
〇
六
─
一
一
七
三
）
に
疏
文
を
製
作
さ
せ
て
い
る
。
趙
子
潚
に
関
し
て
は
『
宋
史
』
巻
二
四
七
「
列
伝
第
六
〈
宋
室

四
〉」
に
「
子
潚
」
と
し
て
伝
が
存
し
て
お
り
、
太
祖
趙
匡
胤
（
九
二
七
―
九
七
六
、
在
位
は
九
六
〇
―
九
七
六
）
の
次
子
で
あ
る
趙
徳
昭
（
字
は

日
新
、
九
五
一
─
九
七
九
）
の
五
世
の
孫
に
当
た
り
、
宋
室
趙
氏
一
族
と
し
て
宣
和
年
間
（
一
一
一
九
─
一
一
二
五
）
の
進
士
と
な
っ
て
い
る
。
権

戸
部
侍
郎
と
し
て
知
臨
安
府
を
経
て
知
明
州
と
な
り
、乾
道
三
年
（
一
一
六
七
）
に
六
六
歳
で
没
し
て
い
る
。『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
「
郡
主
」
に
、

趙
子
潚
、
龍
図
閣
直
学
士
左
通
議
大
夫
兼
沿
海
制
置
使
。
隆
興
元
年
六
月
初
三
日
到
任
。
二
年
六
月
初
八
日
除
二

知
福
州
一。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
時
期
的
に
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
の
記
述
と
合
致
し
て
い
る
か
ら
、
智
鑑
は
趙
子
潚
が
福
州
府
主
（
知
福
州
）
に
赴
く

隆
興
二
年
六
月
以
前
に
は
定
水
寺
入
寺
の
請
を
受
け
た
こ
と
に
な
ろ
う
。「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
に

趙
子
潚
は
宏
智
派
の
石
窓
法
恭
を
明
州
府
城
西
一
〇
〇
歩
の
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺
に
住
持
せ
し
め
て
い
る

）
13
（

。

　

一
方
、
王
伯
庠
は
紹
興
二
年
（
一
一
三
二
）
の
進
士
で
、
乾
道
二
年
（
一
一
六
六
）
五
月
に
侍
御
史
と
な
り
、
乾
道
九
年
（
一
一
七
三
）
二
月

二
五
日
に
六
八
歳
で
没
し
て
い
る
。『
攻
媿
集
』
巻
九
〇
「
行
状
」
に
「
侍
御
史
左
朝
請
大
夫
直
秘
閣
致
仕
王
公
行
状
」
が
残
さ
れ
て
詳
し
い



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

一
一

事
蹟
が
知
ら
れ
る
が
、
王
伯
庠
と
い
え
ば
乾
道
二
年
（
一
一
六
六
）
六
月
に
亡
き
宏
智
正
覚
の
た
め
に
「
勅
諡
宏
智
禅
師
行
業
記
」
を
撰
述
し

た
こ
と
で
名
高
い

）
14
（

。

　

「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
は
「
開
堂
の
礼
を
備
え
、
大
休
に
嗣
法
す
。
寔
に
曹
洞
十
一
世
の
孫
な
り
」
と
あ
る
か
ら
、
智
鑑
は
定
水
寺
に

晋
山
開
堂
し
た
際
に
初
め
て
嗣
承
香
を
亡
き
大
休
宗
珏
の
た
め
に
焚
い
た
と
さ
れ
る
。「
曹
洞
十
一
世
の
孫
な
り
」
と
は
洞
山
良
价
（
悟
本
大
師
、

八
〇
七
―
八
六
九
）
の
法
を
嗣
い
だ
雲
居
道
膺
（
弘
覚
大
師
、
八
三
五
？
―
九
〇
二
）
を
第
一
世
と
数
え
て
、

雲
居
道
膺
―
同
安
道
丕
―
同
安
観
志
―
梁
山
縁
観
―
大
陽
警
玄
―
投
子
義
青
―
芙
蓉
道
楷
―
丹
霞
子
淳
―
真
歇
清
了
―
大
休
宗
珏
―
足
庵
智
鑑

と
い
う
智
鑑
に
至
る
ま
で
の
世
代
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。「
天
童
大
休
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
「
嗣
法
三
十
餘
人
、
分
領
二

宗
風
一。
而
足

菴
智
鑑
為
二

最
顕
一

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
宗
珏
に
は
法
を
嗣
い
だ
高
弟
が
三
〇
余
人
も
存
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
法
嗣
三
〇
人
と
い
う
の
は

本
師
の
真
歇
清
了
や
法
叔
の
宏
智
正
覚
に
も
匹
敵
す
る
人
数
と
見
て
よ
い
が
、
な
ぜ
か
『
嘉
泰
普
燈
録
』
や
『
五
燈
会
元
』
な
ど
で
も
実
際

に
は
智
鑑
の
ほ
か
に
宗
珏
の
法
を
嗣
い
だ
高
弟
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
智
鑑
は
定
水
寺
に
遷
住
し
て
以
降
に
本
格
的
に

宗
珏
の
法
を
嗣
い
だ
曹
洞
禅
者
と
し
て
そ
の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
乾
道
三
年
（
一
一
六
七
）
に
は
智
鑑
の

法
叔
に
当
た
る
真
歇
下
の
澹
堂
徳
朋
（
得
明
と
も
、
竹
筒
和
尚
、
？
―
一
一
六
七
）
が
杭
州
府
城
の
皐
亭
山
崇
先
顕
孝
禅
寺
に
示
寂
し
て
お
り
、

智
鑑
に
と
っ
て
徳
朋
は
法
叔
に
当
た
っ
て
い
る
。
皐
亭
山
崇
先
顕
孝
禅
寺
は
真
歇
清
了
を
開
山
と
し
て
お
り
、
後
世
は
華
厳
教
寺
と
し
て
教

寺
に
改
め
ら
れ
て
い
る

）
15
（

。

　

そ
の
後
、
定
水
寺
は
嘉
煕
年
間
（
一
二
三
七
─
一
二
四
〇
）
の
初
め
に
寺
田
を
増
し
て
堂
宇
伽
藍
を
拡
充
し
、
定
水
教
忠
報
徳
禅
寺
の
勅
額

を
賜
っ
て
い
る
。
智
鑑
の
後
に
定
水
寺
に
住
持
し
た
禅
者
と
し
て
は
、
南
宋
末
期
に
松
源
派
の
虚
堂
智
愚
（
息
耕
叟
、
一
一
八
五
―
一
二
六
九
）

の
高
弟
で
あ
る
宝
葉
妙
源
（
晋
之
、
一
二
〇
七
─
一
二
八
一
）
が
知
ら
れ
、
元
代
に
も
破
庵
派
の
平
石
如
砥
（
一
二
六
八
─
一
三
五
七
）
や
宏
智
派

の
無
印
大
証
（
自
鏡
叟
、
一
二
九
七
─
一
三
六
一
）
さ
ら
に
松
源
派
の
別
源
法
源
な
ど
が
定
水
寺
に
化
導
を
敷
い
て
い
る

）
16
（

。
元
末
明
初
に
は
松
源

派
の
見
心
来
復
（
蒲
庵
、
一
三
一
九
─
一
三
九
一
）
も
定
水
寺
に
住
持
し
て
活
躍
し
、
室
を
寺
の
東
澗
に
建
て
て
蒲
庵
と
称
し
て
唐
末
の
睦
州
道

蹤
（
陳
尊
宿
・
陳
蒲
鞋
）
の
ご
と
く
老
母
を
養
っ
て
い
る

）
17
（

。
日
本
僧
の
以
亨
得
謙
（
益
宗
、
嬾
牧
、
？
―
一
四
〇
二
）
が
明
代
初
期
に
定
水
寺
で
来

復
の
法
を
嗣
い
で
帰
国
し
て
い
る
事
跡
は
、
こ
の
寺
と
日
本
僧
と
の
関
わ
り
で
特
筆
す
べ
き
事
蹟
と
い
え
よ
う
。
定
水
寺
は
復
興
も
進
ん
で



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

一
二

伽
藍
も
整
っ
て
い
る
よ
う
で
、
現
今
も
慈
渓
県
の
名
刹
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

住
持
職
を
退
い
て
天
台
山
に
隠
閑
す
る

足
菴
…
乾
道
五
年
退
レ

席
、
遂
之
二

天
台
一。

　

智
鑑
が
明
州
慈
渓
県
の
定
水
寺
に
住
持
し
て
い
た
の
は
足
掛
け
六
年
間
で
あ
り
、「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、乾
道
五
年
（
一
一
六
九
）

に
智
鑑
は
定
水
寺
の
住
持
職
を
退
き
、
台
州
（
浙
江
省
）
天
台
県
の
西
北
に
聳
え
る
天
台
山
へ
と
赴
い
て
い
る
。
天
台
山
は
古
く
隋
代
に
天
台

智
顗
（
徳
安
、智
者
大
師
、五
三
八
―
五
九
七
）
が
入
山
し
て
修
禅
寺
を
創
建
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、中
国
天
台
宗
発
祥
の
拠
点
と
な
っ
た
山
で
あ
る
。

智
顗
が
隋
の
煬
帝
（
晋
王
楊
広
、
五
六
九
―
六
一
八
、
在
位
は
六
〇
四
―
六
一
八
）
の
帰
依
で
開
い
た
国
清
寺
は
中
国
天
台
の
根
本
道
場
と
さ
れ
て

い
た
が
、
唐
末
五
代
か
ら
北
宋
・
南
宋
さ
ら
に
元
代
へ
と
禅
寺
と
し
て
機
能
し
、
北
宋
代
に
景
徳
国
清
禅
寺
と
称
し
、
南
宋
後
期
に
は
禅
宗

十
刹
の
第
一
〇
位
に
列
し
て
い
る
。
唐
末
に
こ
の
寺
に
居
住
し
た
豊
干
・
寒
山
・
拾
得
の
「
国
清
三
賢
」
な
ど
は
水
墨
画
・
道
釈
画
の
画
題

と
し
て
著
名
で
あ
る
。

　

い
ま
一
つ
注
目
す
べ
き
は
智
鑑
が
天
台
山
に
赴
く
前
年
の
乾
道
四
年
（
一
一
六
八
）
に
第
一
次
の
入
宋
を
果
た
し
た
日
本
僧
の
明
庵
栄

西
（
千
光
房
、
一
一
四
一
―
一
二
一
五
）
が
明
州
府
港
で
知
り
合
っ
た
東
大
寺
僧
の
俊
乗
房
重
源
（
南
無
阿
弥
陀
仏
、
入
唐
三
度
聖
人
、
一
一
二
一
―

一
二
〇
六
）
と
知
り
合
い
、
班
を
組
ん
で
天
台
山
を
訪
れ
て
い
る
。
と
き
あ
た
か
も
智
鑑
は
栄
西
と
重
源
が
日
本
に
帰
国
し
た
翌
年
に
天
台
山

を
訪
れ
て
い
る

）
18
（

こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
彼
ら
と
は
擦
れ
違
う
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
天
台
山
中
の
平
田
に
存
す
る
万
年
報
恩
光
孝
禅
寺
は
、
智
鑑
の
晩
年
頃
に
栄
西
が
第
二
次
入
宋
を
果
た
し
た
際
に
臨
済
宗
黄
龍
派
の

虚
庵
懐
敞
に
参
学
し
た
禅
刹
と
し
て
知
ら
れ

）
19
（

、
後
に
は
智
鑑
の
孫
弟
子
と
な
っ
た
日
本
僧
道
元
も
こ
の
寺
を
訪
れ
て
住
持
の
元
鼒
と
問
答
を

交
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
智
鑑
が
天
台
山
を
訪
れ
た
頃
に
は
宏
智
下
の
烏
巨
正
光
（
俗
名
は
呉
叙
）
も
国
清
寺
や
万
年
寺
に
住
持
し
た
こ
と
が

伝
え
ら
れ
て
い
る

）
20
（

。
そ
の
ほ
か
に
も
天
台
山
中
に
は
天
台
石
橋
（
石
梁
瀑
布
）
や
華
頂
寺
と
い
っ
た
景
勝
や
寺
院
が
数
多
く
存
し
て
い
る
か
ら
、

智
鑑
に
と
っ
て
天
台
山
で
過
ご
し
た
隠
閑
の
日
々
は
興
味
尽
き
な
い
も
の
が
存
し
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　

智
鑑
が
天
台
山
に
留
ま
っ
て
い
た
の
は
乾
道
五
年
か
ら
乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
ま
で
足
掛
け
四
年
に
も
及
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
間
、
智
鑑
が
天
台
山
で
具
体
的
に
如
何
な
る
活
動
を
な
し
て
い
た
の
か
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
は
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
き
に

智
鑑
は
六
五
歳
か
ら
六
八
歳
の
間
に
当
た
る
か
ら
、
状
況
的
に
は
煩
瑣
な
住
持
職
を
退
き
、
住
み
慣
れ
た
明
州
の
地
を
暫
し
離
れ
て
い
る
わ



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

一
三

け
で
あ
り
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
天
台
山
中
の
諸
寺
院
に
身
を
寄
せ
隠
山
閑
居
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
天
台
山
は
多
く
の
景
勝
や
寺

院
が
存
し
、
閑
居
隠
棲
す
る
に
は
最
適
な
地
で
あ
り
、
智
鑑
も
煩
瑣
な
住
持
職
か
ら
解
放
さ
れ
暫
し
安
閑
自
由
な
日
々
を
満
喫
し
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

明
州
府
城
の
広
慧
禅
寺
に
住
持
す
る

足
菴
…
八
年
、
嗣
秀
王
来
鎮
、
請
住
二

広
慧
一。

補
続
…
前
後
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

祖
燈
…
凡
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

四
明
…
歴
二

住
棲
真
・
定
水
・
広
慧
・
香
山
・
報
恩
一。

　

乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
に
至
っ
て
、
嗣
秀
王
に
請
さ
れ
明
州
府
城
の
広
慧
寺
に
住
持
す
る
こ
と
に
な
り
、
智
鑑
は
漸
く
天
台
山
を
下
っ
て

明
州
の
地
に
舞
戻
っ
て
い
る
。
嗣
秀
王
と
は
宋
室
趙
氏
の
出
身
で
あ
る
趙
伯
圭
（
字
は
禹
錫
、滎
陽
郡
王
、一
一
一
九
─
一
一
九
六
）
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
人
は
と
き
の
皇
帝
で
あ
る
孝
宗
の
俗
兄
に
当
た
っ
て
い
る
。
趙
伯
圭
は
隆
興
二
年
（
一
一
六
四
）
一
〇
月
よ
り
乾
道
三
年
三
月
ま
で
知
明

州
を
務
め
、
乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
三
月
一
三
日
に
知
明
州
に
再
任
し
て
い
る
か
ら
、
明
州
府
主
に
再
任
し
た
際
に
智
鑑
を
広
慧
寺
に
招
い

た
こ
と
に
な
ろ
う

）
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。「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

乾
道
六
年
、
退
二

居
小
渓
之
彰
聖
一。
明
年
、
滎
陽
郡
王
又
起
住
二

瑞
巌
一。
居
レ

山
幾
一
周
星
、
闢
二

舎
宇
一

以
安
レ

衆
、
開
二

山
田
一

以
足
レ

食
。

と
あ
り
、
智
鑑
を
広
慧
寺
に
招
く
前
年
の
乾
道
七
年
（
一
一
七
一
）
に
滎
陽
郡
王
す
な
わ
ち
趙
伯
圭
は
宏
智
派
の
石
窓
法
恭
を
明
州
定
海
県
の

瑞
巌
開
善
禅
寺
の
住
持
に
招
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

智
鑑
が
住
持
し
た
広
慧
寺
と
は
明
州
府
城
東
南
一
里
に
存
し
た
広
慧
禅
院
の
こ
と
で
あ
り
、
紹
定
二
年
（
一
二
二
九
）
に
は
万
寿
禅
院
と
名

が
改
め
ら
れ
て
い
る
。『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
一
「
郡
志
巻
十
一
」
の
「
寺
院
〈
禅
院
〉」
に
、

万
寿
院
、
子
城
東
南
一
里
。
在
レ

唐
為
二

慧
燈
院
一。
咸
通
十
三
年
、
史
君
周
景
、
捨
二

廨
宇
一

以
建
、
仍
捨
レ

田
以
充
二

常
住
一。
聞
二

諸
朝
一

而
賜
レ

額
。

皇
朝
開
宝
八
年
重
建
、
太
平
興
国
七
年
改
二

崇
寿
一。
政
和
八
年
四
月
、
改
二

広
慧
一、
専
充
二

啓
建
祝
聖
道
場
一。
建
炎
四
年
、
火
二

于
兵
一

重
建
。
嘉
定

十
三
年
、
再
火
又
重
建
。
或
謂
、
慧
字
従
レ

彗
従
レ

心
、
于
レ

星
皆
火
讖
、
也
為
二

寺
額
一

不
レ

利
。
郡
為
聞
二

于
朝
一。
紹
定
元
年
正
月
十
三
日
、
有
レ

旨

賜
二

今
額
一。
是
日
、
東
南
廂
火
、
環
レ

寺
皆
延
燎
、
而
寺
独
存
。
人
咸
異
レ

之
。
本
寺
常
住
田
一
千
四
百
五
畝
、
山
一
百
一
十
畝
。
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一
四

と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
、
明
州
府
城
の
主
要
な
禅
院
の
一
つ
で
あ
っ
た
広
慧
禅
院
（
広
慧
禅
寺
）
す
な
わ
ち
後
世
の
万
寿
禅
院
（
万
寿
禅
寺
）

の
変
遷
が
知
ら
れ
る
。
唐
末
の
咸
通
一
三
年
（
八
七
二
）
に
史
君
の
周
景
が
廨
宇
（
役
所
）
を
寺
院
に
改
め
て
慧
燈
院
を
建
て
、
常
住
田
を
喜

捨
し
た
の
に
始
ま
る
。
北
宋
代
に
重
建
さ
れ
て
崇
寿
院
と
称
さ
れ
、
さ
ら
に
広
慧
院
な
い
し
清
凉
広
慧
禅
寺
と
改
め
ら
れ
て
啓
建
祝
聖
道
場

に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
宋
の
南
遷
ま
も
な
い
建
炎
四
年
（
一
一
三
〇
）
に
は
兵
火
に
焼
け
た
伽
藍
が
重
建
さ
れ
て
い
る
が
、
一
世
紀
近
く
を
経

た
嘉
定
一
三
年
（
一
二
二
〇
）
に
再
び
火
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
紹
定
元
年
（
一
二
二
八
）
に
至
っ
て
「
慧
」
の
字
が
火
に
因
む

こ
と
か
ら
、
火
難
を
避
け
る
べ
く
名
称
が
万
寿
院
（
万
寿
寺
）
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　

智
鑑
よ
り
以
前
に
は
大
慧
派
の
大
円
遵
璞
（
？
─
一
一
六
〇
）
や
宏
智
派
の
広
慧
法
聡
な
ど
が
広
慧
寺
の
住
持
を
務
め
て
い
る
。
と
く
に
法

聡
に
つ
い
て
は
『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
一
三
に
「
天
童
宏
智
正
覚
禅
師
法
嗣
十
四
人
」
の
一
人
と
し
て
「
機
語
未
見
」
に
「
慶
元
府
広
慧
法
聡
禅
師
」

の
名
（
卍
続
蔵
一
三
七
・
一
二
ａ
）
が
知
ら
れ
る

）
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。
興
味
深
い
の
は
乾
道
四
年
（
一
一
六
八
）
に
入
宋
し
た
日
本
僧
の
明
庵
栄
西
が
明
州
の
地
で
広

慧
寺
の
知
客
と
問
答
し
た
事
跡
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う

）
23
（

。
智
鑑
が
広
慧
寺
に
入
寺
す
る
数
年
前
に
当
た
り
、
こ
の
と
き
栄
西
が

問
答
し
た
広
慧
寺
の
知
客
は
、
時
期
的
に
広
慧
法
聡
の
門
下
で
あ
っ
た
可
能
性
も
存
し
よ
う
。
住
み
慣
れ
た
明
州
に
戻
っ
た
智
鑑
が
七
〇
歳

を
目
前
に
し
て
広
慧
寺
で
如
何
な
る
活
動
を
な
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。

　

ま
た
智
鑑
の
後
に
広
慧
寺
に
住
持
し
た
禅
者
と
し
て
は
黄
龍
派
の
雪
林
僧
彦
（
一
一
二
二
─
一
一
九
二
）
が
知
ら
れ
る
。『
橘
州
文
集
』
巻
七
「
雑

文
」
の
「
雪
林
彦
和
尚
塔
銘
」
や
『
雪
竇
寺
誌
』
巻
六
上
「
塔
銘
」
の
「
雪
林
彦
禪
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

一
旦
為
二

広
慧
一

而
出
。
嗣
秀
王
聞
二

其
風
一、
以
二

仁
祠
一

致
レ

之
、
哀
二

慈
航
一

為
二

古
人
一

帰
守
二

其
塔
一

幾
年
。
再
住
二

広
慧
一。

と
あ
り
、
雪
林
僧
彦
が
や
は
り
趙
伯
圭
の
請
で
広
慧
寺
に
住
持
し
て
い
る
。
僧
彦
は
泉
南
（
福
建
省
）
の
程
氏
の
出
身
で
あ
り
、
曹
洞
宗
の
真

歇
清
了
や
宏
智
正
覚
に
参
学
し
た
後
、
黄
龍
派
の
慈
航
了
朴
の
法
を
嗣
い
で
い
る
。
し
か
も
僧
彦
は
智
鑑
の
後
に
久
し
く
広
慧
寺
の
住
持
を

務
め
て
お
り
、
晩
年
に
至
っ
て
智
鑑
の
後
席
を
継
い
で
雪
竇
山
に
住
持
す
る
因
縁
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
広
慧
寺
と
い
え
ば
十
三
世

紀
前
半
に
破
庵
派
の
無
準
師
範
（
仏
鑑
禅
師
、
一
一
七
七
─
一
二
四
九
）
が
開
堂
出
世
し
た
禅
刹
と
し
て
も
著
名
で
あ
る

）
24
（

。

明
州
慈
渓
県
の
香
山
智
度
禅
寺
に
入
寺
す
る

足
菴
…
淳
煕
四
年
、
皇
子
魏
恵
憲
王
、
請
住
二

香
山
一。

補
続
…
前
後
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。
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一
五

祖
燈
…
凡
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

四
明
…
歴
二

住
棲
真
・
定
水
・
広
慧
・
香
山
・
報
恩
一。

　

智
鑑
が
広
慧
寺
に
住
持
し
て
い
た
の
は
足
掛
け
六
年
間
で
あ
り
、
淳
煕
四
年
（
一
一
七
七
）
に
至
っ
て
明
州
慈
渓
県
東
三
五
里
の
香
山
智

度
寺
に
遷
住
し
て
い
る
。
智
鑑
が
住
持
し
た
慈
渓
県
の
香
山
智
度
寺
に
つ
い
て
は
『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
七
「
慈
渓
県
志
巻
第
二
」
の
「
寺

院
〈
禅
院
〉
」
に
、

香
山
智
度
寺
、
県
東
三
十
五
里
。
山
旧
名
二

達
蓬
一。
以
三

其
自
レ

此
可
レ

達
二

蓬
莱
一。
真
応
大
師
惟
宝
道
場
也
。
惟
宝
、
姓
湯
、
生
二

於
唐
開
元
十
二
年
一、

従
二

善
慧
禅
師
一

出
家
学
道
、
復
従
二

宗
本
禅
師
一

受
二

微
旨
一。
天
宝
十
四
年
、
振
レ

錫
至
二

県
之
若
嶼
山
一、
夜
夢
神
人
告
曰
、
達
蓬
名
山
可
レ

居
。
翌

日
得
二

其
処
一、
石
壁
間
隠
然
有
二

仏
跡
一、
遂
結
レ

庵
焉
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、『
延
祐
四
明
志
』
巻
一
八
「
釈
道
攷
下
」
の
「
慈
渓
県
寺
院
」
に
も
、

香
山
智
度
禅
寺
、
県
東
三
十
里
。
唐
天
宝
中
、
僧
惟
実
結
レ

庵
。
広
徳
初
建
レ

寺
、
大
歴
中
請
レ

額
。

と
簡
略
な
が
ら
記
載
が
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
香
山
智
度
寺
は
明
州
慈
渓
県
東
三
五
里
ま
た
は
三
〇
里
に
位
置
し
て
お
り
、
山

名
は
古
く
達
蓬
山
と
称
せ
ら
れ
、
由
来
は
こ
こ
か
ら
蓬
莱
に
達
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
因
む
。
惟
宝
（
真
応
大
師
）
と
い
う
僧
が
唐
の
天
宝

一
四
年
（
七
五
五
）
に
同
じ
慈
渓
県
内
の
若
嶼
山
で
夜
に
神
人
の
告
げ
を
受
け
達
蓬
山
に
居
住
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
達
蓬
山
に
草
庵
を
結

ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
広
徳
年
間
（
七
六
三
―
七
六
四
）
の
初
め
に
至
っ
て
伽
藍
が
建
立
さ
れ
、
大
暦
年
間
（
七
六
六
―
七
七
九
）
に
香
山
智
度

寺
の
勅
額
を
得
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

禅
宗
系
譜
上
で
明
州
の
香
山
智
度
寺
に
住
持
し
た
禅
者
と
し
て
は
、
北
宋
代
に
臨
済
宗
に
石
霜
楚
円
（
慈
明
禅
師
、
九
八
六
―
一
〇
三
九
）
の

法
を
嗣
い
だ
香
山
蘊
良
が
お
り
、
雲
門
宗
に
慧
林
宗
本
（
円
照
禅
師
、
一
〇
二
〇
―
一
〇
九
九
）
の
法
を
嗣
い
だ
正
覚
延
泳
と
、
法
雲
善
本
（
大

通
禅
師
、
一
〇
三
五
―
一
一
〇
九
）
の
法
を
嗣
い
だ
香
山
浄
淵
が
存
し
て
い
る
。
南
宋
初
期
に
は
黄
龍
派
に
天
童
普
交
（
一
〇
四
八
─
一
一
二
四
）

の
法
嗣
で
あ
る
香
山
彦
文
が
お
り
、
楊
岐
派
に
雪
巣
法
一
（
貫
道
、
一
〇
八
四
─
一
一
五
八
）
の
法
嗣
で
あ
る
真
源
慧
日
（
明
可
）
が
存
し
て
い
る
。

す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
「
天
童
大
休
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
「
待
制
仇
公
悆
、遷
二

之
香
山
一。
一
住
十
八
年
、衲
子
雲
趨
、寺
為
一
新
」
と
あ
り
、

智
鑑
の
師
で
あ
る
大
休
宗
珏
は
実
に
一
八
年
に
わ
た
っ
て
久
し
く
香
山
智
度
寺
に
化
導
を
敷
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
智
鑑
と
し
て

は
本
師
宗
珏
の
も
と
で
久
し
く
参
学
に
努
め
た
香
山
智
度
寺
に
自
身
も
住
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
感
慨
に
は
一
入

の
も
の
が
存
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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一
六

　

智
鑑
を
香
山
智
度
寺
に
招
い
た
の
は
魏
恵
憲
王
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
魏
恵
憲
王
と
は
宋
室
の
ひ
と
り
趙
愷
（
魏
王
、
諡
は
恵
憲
、

一
一
四
六
─
一
一
八
〇
）
の
こ
と
で
、
と
き
の
皇
帝
孝
宗
の
第
二
子
で
あ
る

）
25
（

。
趙
愷
は
淳
煕
元
年
（
一
一
七
四
）
一
二
月
に
知
明
州
（
明
州
府
主
）

と
な
っ
て
お
り
、
淳
煕
七
年
二
月
七
日
に
三
五
歳
の
若
さ
で
没
し
て
い
る
。
陸
游
の
『
渭
南
文
集
』
巻
四
〇
「
塔
銘
」
に
所
収
さ
れ
る
「
別

峰
禅
師
塔
銘
」
に
も
、

魏
恵
憲
王
牧
二

四
明
一、
虚
二

雪
竇
一

来
請
。
師
度
不
レ

可
レ

辞
、
乃
入
レ

東
。
凡
住
四
年
、
楽
二

其
山
林
一、
有
二

終
老
之
意
一。
而
名
益
重
、
被
レ

勅
住
二

径
山
一、

淳
煕
七
年
五
月
也
。

と
あ
り
、楊
岐
派
の
別
峰
宝
印
（
慈
辯
禅
師
、一
一
〇
九
─
一
一
九
〇
）
は
趙
愷
が
明
州
府
主
と
な
っ
た
際
に
そ
の
要
請
に
よ
り
雪
竇
山
に
住
持
し
、

淳
煕
七
年
（
一
一
八
〇
）
五
月
に
杭
州
径
山
能
仁
禅
院
に
勅
住
す
る
ま
で
四
年
間
を
雪
竇
山
の
住
持
を
務
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
窓
法

恭
は
宝
印
が
去
っ
た
後
に
雪
竇
山
に
入
寺
し
、
僅
か
に
し
て
同
年
秋
に
は
慧
暉
に
住
持
職
を
返
し
て
明
州
定
海
県
の
瑞
巌
開
善
寺
に
戻
っ
た

こ
と
に
な
ろ
う
。
智
鑑
は
四
年
間
に
わ
た
り
化
導
を
敷
い
て
い
る
が
、香
山
智
度
寺
に
て
智
鑑
が
な
し
た
業
績
な
ど
は
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」

に
何
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

智
鑑
の
後
に
香
山
智
度
寺
に
住
持
し
た
禅
者
と
し
て
は
虎
丘
派
（
松
源
派
祖
）
の
松
源
崇
嶽
（
老
聵
翁
、一
一
三
二
─
一
二
〇
二
）
が
名
高
く
、『
渭

南
文
集
』
巻
四
〇
「
塔
銘
」
の
「
松
源
和
尚
塔
銘
」
に
も
、

遷
二

江
陰
之
光
孝
・
無
為
之
冶
父
・
饒
之
薦
福
・
明
之
香
山
・
平
江
之
虎
丘
一、
皆
天
下
名
山
。

と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
崇
嶽
の
法
を
嗣
い
だ
少
室
光
睦
も
香
山
智
度
寺
に
住
持
し
て
い
る
。
南
宋
後
期
に
は
大
慧
派
の
偃
渓
広
聞
（
仏

智
禅
師
、
一
一
八
九
―
一
二
六
三
）
や
介
石
智
朋
が
香
山
智
度
寺
に
住
持
し
て
お
り
、
明
代
初
期
に
日
本
に
渡
来
し
た
こ
と
も
あ
る
大
慧
派
の
仲

猷
祖
闡
な
ど
も
こ
の
寺
に
化
導
を
敷
い
て
い
る

）
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（

。
ま
た
同
じ
明
代
初
期
に
天
章
景
雲
と
い
う
禅
者
が
香
山
智
度
寺
で
化
導
を
敷
い
て
宏
智
派

の
曹
洞
宗
旨
を
挙
揚
し
、
江
南
曹
洞
宗
の
最
後
を
飾
っ
て
い
る

）
27
（

。
か
つ
て
宗
珏
が
一
八
年
に
わ
た
っ
て
住
持
し
、
智
鑑
も
四
年
間
に
わ
た
っ

て
住
持
し
た
香
山
智
度
寺
は
、
現
在
も
慈
渓
市
と
寧
波
市
鎮
海
区
の
交
界
処
に
位
置
し
て
存
続
し
て
お
り
、
山
門
・
円
通
宝
殿
（
観
音
殿
）
・

三
聖
殿
（
蔵
経
楼
）
な
ど
が
立
ち
並
ん
で
い
る
ら
し
い
。
す
で
に
禅
寺
で
は
な
く
香
山
教
寺
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
智
鑑
当
時
の

往
古
の
名
残
を
何
ら
か
は
伝
え
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

一
七

明
州
府
城
の
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺
に
遷
住
す
る

足
菴
…
七
年
、
参
政
范
公
、
移
主
二

報
恩
一。

補
続
…
前
後
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

祖
燈
…
凡
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

四
明
…
歴
二

住
棲
真
・
定
水
・
広
慧
・
香
山
・
報
恩
一。

　

淳
煕
七
年
（
一
一
八
〇
）
に
参
知
政
事
の
范
成
大
（
字
は
致
能
、
石
湖
居
士
、
一
一
二
六
─
一
一
九
三
）
の
請
に
よ
り
明
州
府
城
の
天
寧
報
恩
光

孝
禅
寺
に
遷
住
し
て
い
る
。『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
「
郡
主
」
に
よ
れ
ば
、

范
成
大
、
中
大
夫
兼
沿
海
制
置
使
。
淳
煕
七
年
三
月
二
十
一
日
到
任
。
八
年
三
月
二
十
一
日
、
除
二

端
明
殿
学
士
知
建
康
府
一。

と
あ
る
か
ら
、
范
成
大
は
淳
煕
七
年
三
月
三
〇
日
に
知
明
州
（
明
州
府
主
）
と
な
り
、
一
年
間
在
職
し
た
後
、
淳
煕
八
年
（
一
一
八
一
）
三
月

二
一
日
に
建
康
府
主
に
転
任
し
て
い
る
。「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
記
さ
れ
る
時
期
と
一
致
し
て
お
り
、
改
め
て
記
事
内
容
の
正
確
さ
が
窺

わ
れ
よ
う
。
范
成
大
は
智
鑑
を
天
寧
報
恩
光
孝
寺
に
招
い
た
と
同
じ
頃
に
石
窓
法
恭
を
奉
化
県
の
雪
竇
山
の
住
持
に
請
う
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
る

）
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（

。
報
恩
と
は
明
州
府
城
西
一
〇
〇
歩
に
存
し
た
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺
の
こ
と
で
あ
り
、明
州
府
城
に
存
し
た
名
刹
と
し
て
知
ら
れ
る
。『
宝

慶
四
明
志
』
巻
一
一
「
郡
志
巻
十
一
」
の
「
寺
院
〈
禅
院
〉」
に
、

報
恩
光
孝
寺
、
子
城
西
百
歩
。
在
レ

唐
為
二

国
寧
寺
一、
大
中
五
年
置
。
皇
朝
崇
寧
二
年
、
詔
改
二

崇
寧
万
寿
禅
寺
一、
遇
二

天
寧
節
一、
賜
二

紫
衣
度
牒
各

一
道
一。
政
和
元
年
八
月
七
日
、
勅
改
二

天
寧
万
寿
一。
紹
興
七
年
、
改
二

報
恩
広
孝
禅
寺
一。
是
年
又
改
二

今
額
一、
専
一
充
二

追
崇
徽
宗
皇
帝
道
場
一。
有
二

鉄
塔
一、建
隆
間
康
憲
銭
公
億
所
レ

建
。
又
有
二

深
沙
神
一、初
自
二

奉
化
之
岳
林
寺
一

編
レ

舟
載
至
。
太
平
興
国
、寺
継
徙
二

本
寺
之
西
廊
一。
蓋
工
人
黄
百
藝
、

極
雕
二

刻
之
一。
巧
而
為
レ

之
者
常
見
二

光
明
一、
雀
鼠
倶
莫
二

敢
近
一。
建
炎
間
寺
燬
二

於
兵
一、
而
深
沙
神
之
屋
巋
然
独
存
。
瞻
奉
者
愈
加
レ

敬
也
。
常
住

田
二
千
一
百
五
十
九
畝
、
山
二
百
六
十
畝
。

と
あ
る
か
ら
、
そ
の
変
遷
の
過
程
が
知
ら
れ
る
。
唐
の
大
中
五
年
（
八
五
一
）
に
国
寧
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
に
始
ま
り
、
北
宋
の
崇
寧
二
年

（
一
一
〇
三
）
に
崇
寧
万
寿
禅
寺
の
勅
額
を
賜
わ
り
、
政
和
元
年
（
一
一
一
一
）
八
月
に
は
天
寧
万
寿
禅
寺
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
北
宋
代
に
は

雲
門
宗
の
育
王
懐
璉
（
大
覚
禅
師
、
一
〇
〇
九
―
一
〇
九
〇
）
の
法
を
嗣
い
だ
万
寿
洪
徳
が
住
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
寺
内
に
は
建
隆
年
間

（
九
六
〇
―
九
六
三
）
に
建
立
さ
れ
た
鉄
塔
が
存
し
、
ま
た
奉
化
県
の
大
中
岳
林
寺
か
ら
贈
ら
れ
た
仏
法
守
護
の
深
沙
神
（
深
沙
大
将
）
を
護
伽



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

一
八

藍
神
と
し
て
祀
っ
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

南
宋
代
に
は
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
に
明
州
の
報
恩
広
孝
禅
寺
さ
ら
に
報
恩
光
孝
禅
寺
へ
と
改
め
ら
れ
、
先
帝
徽
宗
の
冥
福
を
祈
る
報
恩

光
孝
禅
寺
の
一
つ
と
さ
れ
た
が
、
後
世
は
単
に
明
州
天
寧
寺
の
通
称
で
知
ら
れ
る
。「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

隆
興
改
元
、趙
公
侍
郎
出
守
二

四
明
一、命
主
二

報
恩
一。
兵
燹
之
餘
、前
人
相
継
興
造
。
凡
所
レ

未
レ

備
者
、如
二

鐘
経
二
台
等
処
一、皆
師
所
レ

建
。
軒
敞
宏
大
、

遂
為
二

一
城
蘭
若
之
冠
一。
乾
道
六
年
、
退
二

居
小
渓
之
彰
聖
一。

と
あ
る
か
ら
、
宏
智
下
の
石
窓
法
恭
も
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
に
明
州
府
主
の
趙
子
潚
の
請
で
報
恩
光
孝
寺
に
住
持
し
て
お
り
、
法
恭
の
代

に
伽
藍
が
か
な
り
整
備
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
法
恭
と
同
門
の
了
堂
思
徹
（
徹
白
頭
）
は
楊
岐
派
の
大
慧
宗
杲
の
信
認
も
篤
く
、

宏
智
正
覚
の
法
を
嗣
い
で
後
、
法
兄
法
恭
の
後
席
を
継
い
で
こ
の
寺
に
化
導
を
敷
い
た
が
、
住
す
る
こ
と
わ
ず
か
二
年
を
経
て
示
寂
し
て
い

る
）
29
（

。
智
鑑
は
法
恭
や
思
徹
の
後
を
受
け
て
淳
熙
七
年
に
明
州
府
城
の
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺
に
住
持
し
て
い
る
が
、「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に

は
智
鑑
が
こ
の
寺
で
な
し
た
活
動
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

智
鑑
の
後
に
南
宋
中
期
に
は
大
慧
派
の
浙
翁
如
琰
（
仏
心
禅
師
、
一
一
五
一
―
一
二
二
五
）
や
笑
翁
妙
堪
（
一
一
七
七
―
一
二
四
八
）
ら
が
天
寧

報
恩
光
孝
寺
に
住
持
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
天
寧
報
恩
光
孝
寺
は
元
代
の
至
大
二
年
（
一
三
〇
九
）
に
倭
寇
の
侵
入
に
よ
っ
て
伽
藍
が
焼
か
れ

た
が
、
至
治
元
年
（
一
三
二
一
）
に
重
建
さ
れ
て
い
る
。
元
代
に
は
宏
智
派
の
直
翁
可
挙
（
静
慧
禅
師
、
一
二
一
一
―
？
）
や
雲
外
雲
岫
（
方
巌
、

妙
悟
禅
師
、
一
二
四
二
―
一
三
二
四
）
お
よ
び
東
陵
永
璵
（
妙
応
光
国
慧
海
慈
済
禅
師
、
一
二
八
五
―
一
三
六
五
）
が
相
次
い
で
住
持
し
曹
洞
宗
旨
を

挙
揚
し
て
い
る
か
ら

）
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、
天
寧
報
恩
光
孝
寺
は
宏
智
派
の
曹
洞
宗
が
日
本
禅
林
に
進
出
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
禅
刹
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
す
で
に
天
寧
報
恩
光
孝
寺
は
廃
絶
し
て
お
り
、
現
在
は
わ
ず
か
に
西
塔
の
み
が
天
寧
寺
塔
と
し
て
寧
波
市
中
山
西
路
に
残
る
の

み
で
あ
る

）
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。
明
州
奉
化
県
の
西
山
資
国
禅
寺
に
帰
隠
閑
居
す
る

足
菴
…
十
年
、
遂
帰
二

西
山
一、
為
二

終
焉
計
一。

　

淳
煕
一
〇
年
（
一
一
八
三
）
に
智
鑑
は
明
州
府
城
の
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺
の
住
持
職
を
退
い
て
明
州
奉
化
県
西
南
の
西
山
に
帰
隠
し
て
い
る
。

先
の
天
台
山
で
の
閑
居
を
終
え
て
か
ら
一
〇
年
余
り
を
経
た
二
度
目
の
隠
閑
に
当
た
る
。
こ
の
点
は
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
の
み
に
「
十
年
、

遂
に
西
山
に
帰
し
、終
焉
の
計
を
為
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
西
山
に
つ
い
て
は
『
延
祐
四
明
志
』
巻
一
七
「
釈
道
攷
中
」
の
「
奉



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

一
九

化
州
寺
院
」
に
、

西
山
資
国
禅
寺
、
州
西
南
五
里
、
旧
名
二

護
国
一。
唐
元
和
間
創
。
宋
治
平
初
賜
二

今
額
一。
唐
左
拾
遺
宏
文
館
学
士
虞
世
美
為
レ

記
。
有
二

洗
鉢
池
・
羅

漢
跡
・
駐
錫
峯
・
応
供
泉
一、
乃
天
台
第
四
尊
者
成
道
之
地
。
上
有
二

楽
亭
一。
至
和
中
、
県
令
郟
修
輔
為
レ

記
。
攻
媿
題
レ

詩
云
。

と
あ
る
明
州
奉
化
県
（
奉
化
州
）
西
南
五
里
に
存
し
た
西
山
資
国
禅
寺
の
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
西
山
資
国
寺
の
近
隣
に
は
、
奉
化
県

東
南
二
〇
里
に
東
山
瑞
相
教
院
、
同
じ
く
東
南
一
〇
里
に
南
山
瑞
峯
律
院
、
さ
ら
に
同
じ
く
西
北
三
里
に
北
山
広
化
律
院
が
そ
れ
ぞ
れ
存
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
五
「
奉
化
県
志
巻
二
」
の
「
寺
院
〈
禅
院
〉」
に
は
、

資
国
院
、
県
西
南
五
里
、
旧
名
二

護
国
院
一。
唐
元
和
十
四
年
置
。
皇
朝
治
平
二
年
、
改
二

今
額
一。
有
レ

人
迹
印
、
石
上
指
レ

文
、
皆
具
世
伝
為
二

仏
迹
一。

常
住
田
一
百
一
十
七
畝
、
山
九
百
三
十
畝
。

と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
西
山
の
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
資
国
院
（
資
国
禅
寺
）
の
変
遷
に
つ
い
て
い
く
ぶ
ん
詳
し
く
知
ら

れ
る
。『
宝
慶
四
明
志
』
と
『
延
祐
四
明
志
』
の
記
事
を
併
せ
て
考
察
す
る
と
、
西
山
資
国
禅
寺
は
か
つ
て
天
台
宗
第
四
祖
で
あ
る
章
安
灌
頂

（
法
雲
、
五
六
一
─
六
三
二
）
が
成
道
し
た
有
縁
の
地
で
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
洗
鉢
池
・
羅
漢
跡
・
駐
錫
峯
・
応
供
泉
な
ど
ゆ
か
り
の

史
跡
も
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
唐
の
元
和
一
四
年
（
八
一
九
）
に
伽
藍
が
建
て
ら
れ
護
国
院
と
称
せ
ら
れ
た
の
に
始
ま
り
、
北
宋
の
治

平
二
年
（
一
〇
六
五
）
に
資
国
院
な
い
し
西
山
資
国
禅
寺
の
額
を
賜
っ
て
い
る
。『
宝
慶
四
明
志
』
に
よ
れ
ば
、
南
宋
代
に
資
国
寺
は
常
住
田

一
一
七
畝
と
山
林
九
三
〇
畝
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
「
遂
に
西
山
に
帰
り
、
終
焉
の
計
を
為
す
」
と
伝
え
て
お
り
、
智
鑑
は
こ
の
と
き
西
山
資
国
寺
に
住
持

し
た
の
で
は
な
く
、
西
山
に
隠
閑
し
て
終
焉
の
計
を
な
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
終
焉
の
計
と
は
人
生
の
最
後
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
と
い
っ

た
意
で
あ
り
、
淳
熙
一
〇
年
は
智
鑑
が
七
九
歳
の
と
き
に
当
た
っ
て
い
る
か
ら
、
八
〇
歳
を
目
前
に
し
た
老
境
に
身
体
の
衰
え
を
感
じ
、
閑

居
の
日
々
を
送
ろ
う
と
西
山
資
国
寺
の
一
隅
に
身
を
寄
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
時
あ
る
い
は
西
山
資
国
寺
に
智
鑑
と
同
門
の
禅
者
か
法
嗣
な

ど
ゆ
か
り
の
禅
者
が
住
持
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
頼
る
か
た
ち
で
西
山
に
赴
い
た
の
か
も
知
れ
な
い

）
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。

　

南
宋
末
期
か
ら
元
代
初
期
に
嵩
渓
遺
老
と
号
し
た
明
州
慶
元
府
の
陳
著
（
字
は
子
微
、号
は
本
堂
、一
二
一
四
─
一
二
九
七
）
は
そ
の
詩
文
集
『
本

堂
集
』
巻
三
四
「
歌
行
」
に
「
可
挙
長
老
退
二

休
於
西
山
菴
一、
賦
二

西
山
好
一

以
送
レ

之
」
と
い
う
歌
行
を
残
し
て
お
り
、
宏
智
派
の
直
翁
可
挙

（
静
慧
禅
師
、
一
二
一
一
─
？
）
が
同
じ
よ
う
に
西
山
資
国
寺
の
西
山
庵
に
閑
居
し
て
い
る
事
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
智
鑑
と
可
挙
の
事
例
か

ら
す
る
と
、
西
山
資
国
寺
は
山
居
を
好
む
禅
僧
が
隠
山
寓
居
す
る
の
に
適
し
た
禅
刹
で
あ
っ
た
も
の
か
と
見
ら
れ
る

）
33
（

。



足
庵
智
鑑
と
『
雪
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足
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禅
師
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）
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）

二
〇

奉
化
県
の
雪
竇
山
資
聖
禅
寺
に
陞
住
す
る

足
菴
… 

十
一
年
、
雪
竇
虚
レ

席
、
衆
皆
以
レ

師
為
レ

請
。
師
念
二

明
覚
知
覚
道
場
一、
勉
為
起
レ

廃
。
一
住
八
載
、
所
レ

在
道
俗
帰
仰
、
至
レ

是
尤
盛
。
随
レ

力
葺
理
、
内
外
一
新
。

補
続
… 
前
後
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

祖
燈
… 

出
世
継
二

其
席
一。
上
堂
、
世
尊
有
二

密
語
一、
迦
葉
不
二

覆
蔵
一。
一
夜
落
花
雨
、
満
城
流
水
香
。
凡
六
坐
二

道
場
一、
皆
王
公
大
人
推
引
。

全
書
… 

出
世
継
二

其
席
一。
上
堂
、
世
尊
有
二

密
語
一、
迦
葉
不
二

覆
藏
一。
一
夜
落
花
雨
、
満
城
流
水
香
。

四
明
… 

淳
煕
十
一
年
、
始
主
二

雪
竇
一。

　

智
鑑
が
西
山
に
閑
居
し
て
い
た
の
は
僅
か
一
年
あ
ま
り
に
す
ぎ
ず
、
淳
煕
一
一
年
（
一
一
八
四
）
に
明
州
奉
化
県
の
雪
竇
山
資
聖
寺
で
住
持

職
が
虚
席
と
な
っ
た
際
、
山
内
の
修
行
僧
ら
は
智
鑑
に
対
し
て
新
た
な
住
持
職
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
智
鑑
に
対
す
る
住
持
の
要
請

が
概
ね
明
州
府
主
な
ど
官
僚
士
大
夫
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
で
は
「
十
一
年
、
雪
竇
、
席
を
虚
く
に
、

衆
皆
な
師
を
以
て
請
を
為
す
」
と
あ
り
、
雪
竇
山
の
場
合
は
大
衆
（
修
行
僧
ら
）
が
率
先
し
て
智
鑑
に
住
持
職
を
願
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
智
鑑
が
陞
住
す
る
直
前
の
雪
竇
山
の
状
況
に
つ
い
て
は
じ
め
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
一
三
「
臨
安
府
浄
慈
自
得

慧
暉
禅
師
」
の
章
に
、

徙
二

万
寿
及
吉
祥
雪
竇
一、
淳
煕
三
年
勅
補
二

浄
慈
一。（
中
略
）
七
年
秋
、
退
帰
二

雪
竇
一、
晦
二

蔵
明
覚
塔
一。
十
年
仲
冬
二
十
九
日
中
夜
、
沐
浴
書
レ

偈
而
逝
。

窆
二

全
身
於
中
峰
一、
号
二

双
塔
一。（
卍
続
蔵
一
三
七
・
一
〇
一
ｄ
～
一
〇
二
ａ
）

と
あ
り
、
こ
の
点
は
「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
、

大
参
范
公
、
請
二

師
于
雪
竇
一。
自
得
暉
公
、
帰
二

自
浄
慈
一、
乃
請
以
二

雪
竇
一

還
レ

之
、
復
居
二

瑞
巌
一。

と
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
間
の
事
情
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
淳
煕
三
年
（
一
一
七
六
）
に
雪
竇
山
の
住
持
で
あ
っ
た
宏
智
派
の

自
得
慧
暉
（
一
一
九
七
─
一
一
八
三
）
が
勅
請
に
よ
り
杭
州
銭
塘
県
の
南
屏
山
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
に
陞
住
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
参
知
政
事

の
范
成
大
が
明
州
定
海
県
の
瑞
巌
開
善
禅
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
同
じ
宏
智
派
の
石
窓
法
恭
を
雪
竇
山
に
拝
請
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

一
方
、
陸
游
の
『
渭
南
文
集
』
巻
四
〇
「
塔
銘
」
の
「
別
峰
禅
師
塔
銘
」
に
、

魏
恵
憲
王
牧
二

四
明
一、
虚
二

雪
竇
一

来
請
。
師
度
不
レ

可
レ

辞
、
廼
入
レ

東
。
凡
住
四
年
、
楽
二

其
山
林
一、
有
二

終
老
之
意
一。
而
名
益
重
、
被
レ

勅
住
二

径
山
一、
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二
一

淳
煕
七
年
五
月
也
。

と
あ
り
、
ま
た
『
補
続
高
僧
伝
』
巻
一
〇
「
別
峰
印
禅
師
伝
」
に
も
、

魏
恵
憲
王
牧
二

四
明
一、
虚
二

雪
竇
一

来
請
。
住
四
年
、
楽
二

其
山
林
一、
有
二

終
老
之
意
一。
而
名
益
重
、
被
レ

勅
住
二

径
山
一、
淳
煕
七
年
五
月
也
。（
卍
続

蔵
一
三
四
・
九
四
ｂ
）

と
あ
る
ご
と
く
、楊
岐
派
の
別
峰
宝
印
（
慈
辯
禅
師
、一
一
〇
九
─
一
一
九
〇
）
が
四
年
間
に
わ
た
り
雪
竇
山
に
住
持
し
た
後
、淳
煕
七
年
（
一
一
八
〇
）

五
月
に
雪
竇
山
か
ら
杭
州
径
山
に
勅
住
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
慧
暉
が
淳
熙
三
年
に
雪
竇
山
か
ら

浄
慈
寺
に
陞
住
し
た
際
、
そ
の
後
席
を
継
い
で
雪
竇
山
に
住
持
し
た
の
が
宝
印
で
あ
っ
て
、
そ
の
宝
印
が
淳
熙
七
年
五
月
に
雪
竇
山
か
ら
径

山
に
陞
住
す
る
際
に
法
恭
が
つ
ぎ
の
雪
竇
山
の
住
持
に
招
か
れ
、
五
月
以
降
に
雪
竇
山
に
入
寺
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
同

じ
淳
煕
七
年
の
秋
に
は
慧
暉
が
浄
慈
寺
か
ら
雪
竇
山
に
帰
隠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
法
恭
は
住
持
期
間
わ
ず
か
数
ヶ
月
と
い
う
中
で
自

ら
請
う
て
雪
竇
山
住
持
の
座
を
開
け
渡
し
て
瑞
巌
開
善
寺
に
退
住
し
た
わ
け
で
あ
る
。
宏
智
門
下
の
同
門
と
し
て
法
兄
で
あ
る
慧
暉
と
法
弟

で
あ
る
法
恭
が
長
年
に
わ
た
っ
て
交
友
を
な
し
て
き
た
事
情
が
背
景
に
窺
え
て
微
笑
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
、
淳
煕
八
年
（
一
一
八
一
）

八
月
に
は
瑞
巌
寺
で
法
恭
が
世
寿
八
〇
歳
で
示
寂
し
て
お
り
、
さ
ら
に
淳
煕
一
〇
年
（
一
一
八
三
）
一
一
月
に
は
雪
竇
山
で
慧
暉
も
世
寿
八
七

歳
の
生
涯
を
終
え
て
い
る

）
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こ
う
し
た
状
況
の
中
で
慧
暉
の
示
寂
で
虚
席
と
な
っ
た
雪
竇
山
に
淳
熙
一
一
年
（
一
一
八
四
）
に
そ
の
後
席
を
継
ぐ
か
た
ち
で
智
鑑
が
晋
山

入
院
を
果
た
し
て
い
る
。
か
つ
て
雪
竇
山
の
聞
庵
嗣
宗
の
も
と
で
助
化
を
な
し
て
い
た
と
き
か
ら
三
〇
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
て
お
り
、
智

鑑
が
八
〇
歳
の
老
躯
を
押
し
て
雪
竇
山
の
住
持
職
を
あ
え
て
担
う
決
断
を
な
し
た
意
図
が
偲
ば
れ
よ
う
。「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
「
明
覚
・

知
覚
の
道
場
」
と
あ
る
の
は
、
雪
竇
山
が
法
眼
宗
の
永
明
延
寿
（
智
覚
禅
師
、
九
〇
四
─
九
七
五
）
と
雲
門
宗
の
雪
竇
重
顕
（
隠
之
、
明
覚
禅
師
、

九
八
〇
─
一
〇
五
二
）
ゆ
か
り
の
古
道
場
と
い
う
意
で
あ
り
、
北
宋
代
の
延
寿
と
重
顕
は
と
も
に
雪
竇
山
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
足
跡
を
刻

ん
だ
禅
者
と
し
て
名
高
い
。
智
鑑
は
雪
竇
山
に
住
持
す
る
や
、
道
俗
の
帰
仰
を
得
て
八
年
間
に
わ
た
っ
て
化
導
を
な
し
、
延
寿
や
重
顕
ゆ
か

り
の
古
道
場
を
刷
新
し
よ
う
と
老
骨
に
鞭
打
っ
た
も
の
ら
し
く
、
境
内
外
の
伽
藍
の
修
理
造
営
に
も
尽
力
し
た
と
さ
れ
る
。

　

一
方
、
楊
岐
派
の
月
林
師
観
（
崇
観
と
も
、
一
一
四
三
─
一
二
一
七
）
が
晩
年
の
智
鑑
の
も
と
雪
竇
山
で
首
座
を
勤
め
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。『
月
林
観
和
尚
語
録
』
巻
末
「
月
林
観
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

聞
三

老
衲
移
住
二

饒
之
薦
福
一、
即
徒
歩
従
レ

之
。
看
二

雲
門
話
堕
話
一

者
又
十
年
。（
中
略
）
衲
遷
二

四
祖
一、
移
二

大
洪
一、
師
皆
与
倶
。
又
甞
至
二

廬
陵
一、
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二
二

見
二

常
不
軽
一、
挙
二

不
是
心
不
是
仏
話
一。
師
叉
手
。
常
率
レ

衆
留
レ

師
、
居
二

第
一
座
一。
久
之
東
遊
二

雪
竇
山
一、
足
菴
鑑
挙
以
立
僧
。
遊
二

育
王
山
一、
仏

照
光
問
レ

師
。（
中
略
）
照
知
三

師
為
二

老
衲
法
子
一。（
卍
続
蔵
一
二
〇
・
二
四
九
ｂ
～
ｃ
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
師
観
は
福
州
（
福
建
省
）
侯
官
県
の
黄
氏
の
出
身
で
あ
り
、
楊
岐
派
の
老
衲
祖
証
が
饒
州
（
江
西
省
）
鄱
陽
県
の
東
湖
薦

福
禅
寺
に
住
持
し
た
の
を
聞
い
て
そ
の
門
に
投
じ
、
「
雲
門
話
堕
」
の
古
則
を
参
究
し
て
い
る
。
一
〇
年
を
経
て
祖
証
が
蘄
州
（
湖
北
省
）
黄

梅
県
の
四
祖
山
正
覚
禅
寺
や
随
州
（
湖
北
省
）
随
県
の
大
洪
山
保
寿
禅
院
に
遷
住
す
る
の
に
も
随
侍
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
廬
陵
（
江
西
省
）

の
地
で
大
慧
派
の
荷
屋
蘊
常
（
常
不
軽
）
に
参
じ
て
「
不
是
心
不
是
仏
」
の
古
則
を
参
究
し
、
そ
の
会
下
で
第
一
座
（
首
座
）
を
務
め
て
い
る
。

さ
ら
に
師
観
は
東
へ
と
歴
遊
し
て
雪
竇
山
に
到
り
、
智
鑑
の
も
と
で
立
僧
首
座
を
任
さ
れ
、
ま
た
明
州
鄞
県
の
阿
育
王
山
広
利
寺
に
赴
い
て

大
慧
派
の
拙
庵
徳
光
（
仏
照
禅
師
、
一
一
二
一
─
一
二
〇
三
）
の
も
と
に
も
投
じ
て
問
答
を
交
わ
し
て
い
る
。
智
鑑
が
雪
竇
山
に
住
持
し
て
い

た
の
は
淳
煕
一
一
年
か
ら
紹
煕
二
年
（
一
一
九
一
）
ま
で
で
あ
り
、
徳
光
が
阿
育
王
山
に
住
持
し
て
い
た
の
は
淳
煕
七
年
夏
か
ら
紹
煕
三
年

（
一
一
九
二
）
末
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
師
観
が
雪
竇
山
の
智
鑑
の
も
と
で
首
座
を
務
め
た
の
は
そ
の
間
の
で
き
ご
と
で
あ
ろ
う
。
師
観
が
智
鑑

と
交
わ
し
た
問
答
や
雪
竇
山
の
首
座
と
し
て
智
鑑
の
門
下
の
修
行
僧
ら
に
な
し
た
説
示
な
ど
は
残
念
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
い
な
い

）
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如
浄
が
雪
竇
山
の
智
鑑
の
も
と
に
参
学
す
る

　

智
鑑
が
雪
竇
山
に
住
持
し
て
い
た
と
き
に
会
下
に
参
学
し
た
の
が
や
が
て
法
嗣
と
な
っ
た
長
翁
如
浄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
雪
竇

足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
は
如
浄
の
こ
と
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
如
浄
が
雪
竇
山
で
智
鑑
に
参
学
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
期
間
は
最
長
で

も
智
鑑
が
雪
竇
山
に
住
持
し
た
淳
煕
一
一
年
（
一
一
八
四
）
か
ら
示
寂
す
る
紹
煕
三
年
（
一
一
九
二
）
ま
で
の
九
年
間
に
限
ら
れ
よ
う
。
従
来
、

如
浄
は
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
に
生
ま
れ
、
紹
定
元
年
（
一
二
二
八
）
に
示
寂
し
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
説
は
江
戸
時
代
に
出
現
し
た

説
で
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
紹
興
三
二
年
（
一
一
六
二
）
に
生
ま
れ
、
宝
慶
三
年
（
一
二
二
七
）
に
示
寂
し
た
と
す
る
古
伝
を

採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
古
伝
に
基
づ
く
新
説
に
従
え
ば
、
智
鑑
の
雪
竇
山
住
持
期
は
如
浄
の
二
三
歳
か
ら
三
一
歳
ま
で
の
時
期
に
相
当
し
て

い
る
。
智
鑑
が
長
寿
を
保
っ
て
雪
竇
山
に
久
し
く
化
導
を
敷
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
如
浄
は
幸
い
に
も
智
鑑
に
参
学
す
る
因
縁
が
結

ば
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
面
で
は
両
者
の
相
見
は
希
有
な
る
も
の
が
存
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
下
」
の
巻
で
本
師
如
浄
の
事
跡
に
つ
い
て
、

先
師
天
童
和
尚
は
、越
上
人
事
な
り
。
十
九
歳
に
し
て
教
学
を
す
て
て
参
学
す
る
に
、七
旬
に
お
よ
ん
て
、な
ほ
不
退
な
り
。（
曹
全
宗
源
上
・
二
六
八
ａ
）
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二
三

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
「
行
持
下
」
の
巻
に
お
い
て
、

先
師
は
十
九
歳
よ
り
離
郷
尋
師
、
辦
道
工
夫
す
る
こ
と
、
六
十
五
載
に
い
た
り
て
、
な
お
不
退
不
転
な
り
。（
曹
全
宗
源
上
・
二
六
八
ｂ
）

と
も
記
し
て
い
る
。
如
浄
は
越
上
の
人
事
す
な
わ
ち
越
州
（
浙
江
省
）
紹
興
府
の
人
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
越
州
山
陰
県
の
毛
氏
の
出
身
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
『
如
浄
和
尚
語
録
』「
自
賛
」
の
「
源
山
主
求
レ

賛
二

頂
相
一

」
に
、

箇
是
浄
慈
毛
和
尚
、
口
言
二

禍
福
一

有
二

定
当
一、
逐
レ

日
随
レ

縁
去
赴
レ

斎
。（
大
正
蔵
四
八
・
一
三
一
ｃ
）

と
述
べ
て
い
る
浄
慈
寺
の
「
毛
和
尚
」
を
如
浄
が
自
ら
の
俗
姓
を
も
っ
て
表
現
し
た
も
の
と
解
し
て
お
き
た
い
。
如
浄
は
一
九
歳
の
と
き
教

学
を
捨
て
て
禅
門
に
投
じ
、
郷
里
を
離
れ
て
参
学
遊
方
に
赴
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
一
方
、
瑩
山
紹
瑾
も
『
伝
光
録
』「
第
五
十
祖
天
童
浄
和

尚
」
の
章
に
お
い
て
、

従
二

十
九
歳
一、
捨
二

教
学
一、
参
二

祖
席
一、
投
二

雪
竇
会
一。（
曹
全
宗
源
下
・
一
一
三
ｂ
～
一
一
四
ａ
）

と
同
様
に
伝
え
て
い
る
。
如
浄
が
い
く
つ
で
出
家
得
度
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
出
家
し
て
後
し
ば
ら
く
は
教
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
一
九
歳
に
至
っ
て
教
学
を
捨
て
て
祖
席
に
投
じ
、
郷
里
を
離
れ
て
師
を
尋
ね
て
辦
道
工
夫
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
如
浄
が
一
九
歳

で
あ
っ
た
の
は
新
説
の
紹
興
三
二
年
（
一
一
六
二
）
出
生
説
に
従
え
ば
淳
煕
七
年
（
一
一
八
〇
）
の
こ
と
と
な
る

）
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。
道
元
が
明
確
に
「
十
九
歳
」

と
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
如
浄
が
郷
里
越
州
の
教
院
を
離
れ
て
諸
方
に
旅
立
っ
た
の
は
淳
煕
七
年
の
一
九
歳
の
と
き
と
解
し
て
問
題

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
と
き
如
浄
が
直
ち
に
雪
竇
山
に
赴
い
た
の
か
、
そ
の
他
の
禅
刹
を
経
た
後
に
雪
竇
山
に
到
っ
た
の
か
は
「
行
持
下
」
の
巻

や
『
伝
光
録
』
の
如
浄
章
で
も
定
か
で
な
い
。
仮
に
直
ち
に
雪
竇
山
に
赴
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
住
持
は
智
鑑
で
は
な
く
、
そ
れ

以
前
の
住
持
で
あ
っ
た
別
峰
宝
印
か
石
窓
法
恭
あ
る
い
は
自
得
慧
暉
ら
の
頃
に
当
た
ろ
う
。
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
淳
煕
七
年
当
時
は
宏
智

下
の
自
得
慧
暉
が
浄
慈
寺
か
ら
雪
竇
山
に
戻
っ
た
時
期
に
当
た
っ
て
お
り
、
こ
の
年
、
雪
竇
山
の
住
持
は
慌
た
だ
し
く
移
行
し
て
い
る
。
五

月
に
宝
印
が
雪
竇
山
か
ら
径
山
に
赴
き
、
そ
の
後
、
法
恭
が
雪
竇
山
に
入
寺
し
た
も
の
の
、
短
期
間
で
住
持
職
の
座
を
法
兄
慧
暉
に
譲
っ
て

明
州
定
海
県
の
瑞
巌
開
善
寺
に
退
住
し
て
い
る

）
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。
如
浄
が
淳
煕
七
年
に
一
九
歳
で
雪
竇
山
に
上
山
掛
搭
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
し
ば
ら
く
の
間
、

最
晩
年
の
慧
暉
の
も
と
で
参
学
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
慧
暉
が
示
寂
し
た
の
は
淳
煕
一
〇
年
（
一
一
八
三
）
一
一

月
の
こ
と
で
あ
り
、
淳
煕
一
一
年
（
一
一
八
四
）
に
至
っ
て
漸
く
智
鑑
が
雪
竇
山
に
入
寺
し
て
い
る
。
淳
熙
一
一
年
は
如
浄
が
二
三
歳
の
と
き

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
両
者
の
相
見
が
雪
竇
山
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
以
降
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
四

　

瑩
山
紹
瑾
の
『
伝
光
録
』
の
如
浄
章
の
本
則
に
は
、
如
浄
が
雪
竇
山
の
智
鑑
に
参
学
し
問
答
商
量
し
た
消
息
と
し
て
、

第
五
十
祖
天
童
浄
和
尚
、
参
二

雪
竇
一。
竇
問
曰
、
浄
子
、
不
二

曾
染
汚
一

処
、
如
何
浄
得
。
師
経
二

一
歳
餘
一、
忽
然
豁
悟
曰
、
打
二

不
染
汚
処
一。（
曹
全

宗
源
下
・
三
八
七
ｂ
）

第
五
十
祖
天
童
の
浄
和
尚
、
雪
竇
に
参
ず
。
竇
問
う
て
曰
く
、「
浄
子
、
曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、
如
何
ん
が
浄
め
得
ん
」
と
。
師
、
一
歳
余
を
経
て

忽
然
と
豁
悟
し
て
曰
く
、「
不
染
汚
の
処
を
打
す
」
と
。

と
い
う
機
縁
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
提
唱
の
箇
所
に
は
そ
の
間
の
事
情
と
し
て
、

師
者
越
上
人
事
也
。
諱
如
浄
。
従
二

十
九
歳
一、
捨
二

教
学
一

参
二

祖
席
一。
投
二

雪
竇
会
一、
便
経
二

一
歳
一、
尋
常
坐
禅
抜
羣
。
有
時
因
望
二

浄
頭
一。
時
竇
問

曰
、
不
二

曾
染
汚
一

処
、
如
何
浄
得
。
若
道
得
、
汝
充
二

浄
頭
一。
師
無
レ

措
。
経
二

両
三
箇
月
一、
猶
未
二

道
得
一。
有
時
請
レ

師
到
二

方
丈
一。
問
曰
、
先
日

因
縁
道
得
乎
。
師
擬
議
。
時
竇
示
曰
、
浄
子
不
二

曾
染
汚
一

処
、
如
何
浄
得
。
師
不
レ

答
、
経
二

一
歳
餘
一。
竇
又
問
曰
、
道
得
。
師
未
二

道
得
一。
時
竇

曰
、
脱
二

旧
窠
一

当
レ

得
二

便
宜
一、
如
何
不
二

道
得
一。
従
レ

然
、
師
聞
得
レ

力
、
励
レ

志
功
夫
。
一
日
忽
然
豁
悟
、
上
二

方
丈
一

即
曰
、
某
甲
道
得
。
竇
曰
、

這
回
道
得
。
師
打
二

不
染
汚
処
一。
声
未
レ

畢
、
竇
即
打
。
師
流
レ

汗
礼
拝
。
竇
即
許
可
。（
曹
全
宗
源
下
・
三
八
七
ｂ
～
三
八
八
ａ
）

師
は
越
上
の
人
事
な
り
。
十
九
歳
よ
り
教
学
を
捨
て
祖
席
に
参
ず
。
雪
竇
の
会
に
投
じ
て
便
ち
一
歳
を
経
て
、
尋
常
、
坐
禅
抜
群
な
り
。
有
る
時
、

因
み
に
浄
頭
を
望
む
。
時
に
竇
問
う
て
曰
く
、「
曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、
如
何
ん
が
浄
め
得
ん
。
若
し
道
い
得
ば
、
汝
を
浄
頭
に
充
て
ん
」
と
。
師
、

措
く
こ
と
無
し
。
両
三
箇
月
を
経
て
猶
お
未
だ
道
い
得
ず
。
有
る
時
、
師
を
請
し
て
方
丈
に
到
ら
し
む
。
問
う
て
曰
く
、「
先
日
の
因
縁
、
道
い
得

る
か
」
と
。
師
、
擬
議
す
。
時
に
竇
示
し
て
曰
く
、「
浄
子
、
曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、
如
何
ん
が
浄
め
得
ん
」
と
。
師
答
え
ず
し
て
一
歳
余
を
経
た
り
。

竇
又
た
問
う
て
曰
く
、「
道
い
得
る
か
」と
。
師
未
だ
道
い
得
ず
。
時
に
竇
曰
く
、「
旧
窠
を
脱
し
て
当
に
便
宜
を
得
べ
し
、如
何
ん
が
道
い
得
ざ
る
」と
。

然
し
て
従
り
、
師
聞
き
て
力
を
得
、
志
を
励
ま
し
て
功
夫
す
。
一
日
、
忽
然
と
し
て
豁
悟
し
、
方
丈
に
上
り
、
即
ち
曰
く
、「
某
甲
、
道
い
得
た
り
」
と
。

竇
曰
く
、「
這
の
回
、
道
い
得
る
か
」
と
。
師
「
不
染
汚
の
処
を
打
す
」
と
。
声
未
だ
畢
わ
ら
ざ
る
に
、
竇
即
ち
打
す
。
師
、
汗
を
流
し
て
礼
拝
す
。

竇
即
ち
許
可
す
。

と
さ
ら
に
詳
し
い
両
者
に
よ
る
問
答
商
量
の
応
酬
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
流
布
本
『
洞
谷
記
』
に
所
収
さ
れ
る
瑩
山
紹
瑾
撰
『
洞
谷
伝

燈
院
五
老
悟
則
并
行
業
略
記
』「
高
祖
大
宋
国
裏
明
州
天
童
三
十
一
代
和
尚
」
の
項
に
お
い
て
も
、

聞
二

雪
竇
鑑
足
庵
之
化
盛
一、
参
勤
不
レ

羣
、
因
望
二

浄
頭
一。
鑑
曰
、
浄
子
要
レ

作
二

浄
頭
一、
畢
竟
浄
二

箇
什
麼
一。
道
得
与
二

浄
頭
一。
師
道
不
レ

得
。
鑑
問

曰
、
不
二

曾
染
汚
一

処
、
你
如
何
浄
得
。
師
又
不
レ

対
。
経
二

歳
餘
一、
鑑
曰
、
浄
兄
如
何
道
不
レ

得
、
脱
二

旧
窠
一

落
二

便
宜
一。
師
聞
得
レ

力
功
夫
、
豁
悟
曰
、
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二
五

某
甲
道
得
。
鑑
知
曰
、
汝
今
審
道
得
。
師
云
、
打
二

不
レ

染
処
一。
道
声
未
レ

了
、
鑑
便
打
。
師
遍
身
汗
流
礼
拝
。
鑑
乃
許
可
、
以
二

洞
上
宗
旨
一

付
授
。（
曹

全
宗
源
下
・
五
一
三
ａ
）

雪
竇
の
鑑
足
庵
の
化
盛
ん
な
る
を
聞
き
、
参
勤
し
て
羣
な
ら
ず
、
因
み
に
浄
頭
を
望
む
。
鑑
曰
く
、「
浄
子
、
浄
頭
に
作
ら
ん
と
要
す
、
畢
竟
し
て

箇
の
什
麼
を
か
浄
め
ん
。
道
い
得
ば
浄
頭
を
与
え
ん
」と
。
師
、道
い
得
ず
。
鑑
問
う
て
曰
く
、「
曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、你
、如
何
ん
が
浄
め
得
ん
」と
。

師
又
た
対
え
ず
。
歳
餘
を
経
て
、
鑑
曰
く
、「
浄
兄
、
如
何
ん
が
道
い
得
ざ
る
。
旧
窠
を
脱
し
て
便
宜
に
落
つ
」
と
。
師
、
聞
き
て
力
を
得
て
功
夫
し
、

豁
悟
し
て
曰
く
、「
某
甲
、
道
い
得
た
り
」
と
。
鑑
知
り
て
曰
く
、「
汝
、
今
、
審
か
に
道
い
得
た
る
か
」
と
。
師
云
く
、「
染
ま
ら
ざ
る
処
を
打
す
」

と
。
道
声
未
だ
了
ら
ざ
る
に
、
鑑
便
ち
打
つ
。
師
、
遍
身
よ
り
汗
流
れ
て
礼
拝
す
。
鑑
乃
ち
許
可
し
、
洞
上
宗
旨
を
以
て
付
授
す
。

と
あ
り
、
若
干
意
味
の
取
り
に
く
い
箇
所
も
存
す
る
が
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
問
答
商
量
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
機
縁
は
中
国
禅
宗
燈
史
の
智

鑑
章
や
如
浄
章
に
は
全
く
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
の
初
期
曹
洞
宗
で
ま
と
め
ら
れ
た
伝
記
史
料
に
初
め
て
出
て
く
る
内
容
で
あ
る
。
こ

の
通
り
の
商
量
が
実
際
に
両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
の
か
否
か
断
定
し
切
れ
な
い
も
の
が
存
し
よ
う
が
、
そ
の
記
載
内
容
は
曹
洞
宗
の
宗
旨

を
踏
ま
え
た
興
味
深
い
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
一
通
り
整
理
し
て
考
察
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

『
伝
光
録
』
の
如
浄
章
で
は
、
一
九
歳
で
教
学
を
捨
て
て
禅
門
に
投
じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
直
ち
に
雪
竇
山
に
赴
い
た
と
は
伝
え
て

い
な
い
。『
五
老
悟
則
并
行
業
略
記
』
で
は
雪
竇
山
の
足
庵
智
鑑
の
化
導
が
盛
ん
で
あ
る
の
を
聞
い
て
会
下
に
投
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

『
伝
光
録
』
や
『
五
老
悟
則
并
行
業
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
如
浄
は
智
鑑
が
雪
竇
山
に
住
持
し
て
化
導
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
耳
に
し
、
そ
の
門

を
叩
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。『
伝
光
録
』
の
記
載
を
基
に
智
鑑
と
如
浄
の
商
量
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　

雪
竇
山
の
智
鑑
の
会
下
に
投
じ
て
一
年
を
経
る
間
、
如
浄
は
日
常
の
修
行
に
お
い
て
徹
底
し
た
坐
禅
を
行
じ
て
お
り
、
そ
の
さ
ま
は
他
の

修
行
僧
か
ら
群
を
抜
い
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
如
浄
は
智
鑑
に
自
ら
望
ん
で
浄
頭
の
職
に
就
か
せ
て
ほ
し
い
旨
を
申
し
出
た
。

浄
頭
と
は
禅
寺
の
厠
で
あ
る
東
司
ま
た
は
西
浄
の
清
掃
を
掌
る
職
位
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ト
イ
レ
の
清
掃
係
に
当
た
る

）
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。
こ
の
と
き
智
鑑
は

す
ぐ
に
は
如
浄
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
ず
「
曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、
如
何
ん
が
浄
め
得
ん
。
若
し
道
い
得
ば
、
汝
を
浄
頭
に
充
て
ん
」
と
問

い
質
し
た
と
さ
れ
る
。「
も
と
も
と
汚
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
浄
め
る
の
か
。
も
し
言
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
君
を
浄
頭
に

任
じ
よ
う
」
と
示
し
た
の
で
あ
り
、
智
鑑
と
し
て
は
如
浄
と
い
う
修
行
者
の
名
に
因
み
、
ま
た
浄
頭
と
い
う
洗
浄
の
役
職
を
併
せ
通
し
て
禅

の
宗
旨
を
捉
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る

）
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。

　

如
浄
は
こ
の
問
い
掛
け
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
よ
い
か
分
ら
ず
、
二
、三
ヶ
月
を
経
て
も
、
な
お
答
え
の
こ
と
ば
を
見
つ
け
出
せ
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ず
に
い
た
も
の
ら
し
い
。
あ
る
と
き
智
鑑
は
煩
悶
す
る
如
浄
に
対
し
て
方
丈
（
丈
室
）
に
到
る
よ
う
に
告
げ
て
い
る
。
如
浄
が
入
室
す
る
と
、

智
鑑
は
「
先
日
の
因
縁
、道
い
得
る
か
」
と
再
び
問
い
質
し
た
。
如
浄
が
ま
た
も
対
応
に
苦
慮
し
て
擬
議
し
て
い
る
と
、智
鑑
は
さ
ら
に
「
浄
子
、

曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、
如
何
ん
が
浄
め
得
ん
」
と
重
ね
て
示
し
て
い
る
。
智
鑑
と
し
て
は
「
如
浄
よ
、
も
と
も
と
汚
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
だ
ぞ
、

ど
の
よ
う
に
浄
め
る
の
か
」
と
念
を
押
し
た
か
た
ち
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
如
浄
は
答
え
を
見
い
出
せ
な
い
ま
ま
、さ
ら
に
一
年
余
り
の
歳
月
が
空
し
く
過
ぎ
て
い
っ
た
。
折
に
触
れ
智
鑑
が
「
道
い
得
る
か
」

と
問
う
て
も
、
如
浄
は
答
え
の
こ
と
ば
を
見
つ
け
得
な
い
ま
ま
で
い
た
。
そ
ん
な
姿
を
見
て
智
鑑
は
「
旧
窠
を
脱
し
て
当
に
便
宜
を
得
べ
し
、

如
何
ん
が
道
い
得
ざ
る
」
と
助
言
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。「
従
来
の
既
成
概
念
を
取
り
払
っ
て
、
ま
さ
に
好
機
を
得
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ど
う
し
て

言
い
得
ぬ
の
か
」
と
示
し
た
わ
け
で
あ
る

）
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。
こ
の
智
鑑
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
、
如
浄
は
そ
れ
よ
り
力
を
得
て
、
志
を
励
ま
し
て
功
夫
辦
道
に

努
め
た
。
あ
る
日
、
如
浄
は
忽
然
と
し
て
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
方
丈
に
上
っ
て
す
ぐ
さ
ま
「
某
甲
、
道
い
得
た
り
」
と
告
げ
る
。
智
鑑
が

「
這
の
回
、
道
い
得
る
か
」
と
尋
ね
る
と
、
如
浄
は
「
不
染
汚
の
処
を
打
す
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
声
が
ま
だ
終
わ
ら
な
い
中
に
、
智
鑑
は

す
ぐ
さ
ま
拄
杖
で
如
浄
を
一
打
し
た
。
如
浄
は
全
身
か
ら
汗
が
流
れ
、
智
鑑
に
対
し
て
礼
拝
を
な
し
た
。
智
鑑
は
す
ぐ
さ
ま
如
浄
の
境
涯
を

認
め
印
可
証
明
を
な
し
て
洞
上
の
宗
旨
を
付
授
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
『
伝
光
録
』
や
『
五
老
悟
則
并
行
業
略
記
』
な
ど
に
伝
わ
る
如
浄
が
雪
竇
山
の
智
鑑
の
も
と
で
な
し
た
機
縁
の
一
段
で
あ
る
。
こ

の
機
縁
が
真
に
智
鑑
と
如
浄
の
間
で
な
さ
れ
た
や
り
取
り
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
、
中
国
の
禅
宗
燈
史
や
『
如
浄
和
尚
語
録
』
に
も
傍
証
し

得
る
記
載
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
明
確
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
「
南
嶽
不
染
汚
」
の
話
頭
に
見
ら
れ
る

）
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が
ご
と
く
、
曹

洞
宗
旨
に
も
通
じ
る
重
要
な
内
容
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
浄
頭
の
職
位
に
関
し
て
も
、
破
庵
派
の
無
学
祖
元
（
子
元
、
仏
光
国
師
、
一
二
二
六
―

一
二
八
六
）
な
ど
の
事
例
も
あ
り

）
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、
南
宋
禅
林
で
も
存
外
に
重
要
な
役
職
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
瑩
山
紹

瑾
が
こ
の
機
縁
を
如
何
に
し
て
入
手
し
得
て
『
伝
光
録
』
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
甚
だ
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
道
元
は
『
宝
慶
記
』
の
中
で
先
師
如
浄
と
交
わ
し
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
答
商
量
を
書
き
残
し
て
い
る
。

炷
香
拝
問
、
世
尊
授
二

伝
金
襴
袈
裟
於
摩
訶
迦
葉
一、
是
何
時
耶
。

堂
頭
和
尚
慈
誨
曰
、
你
問
二

這
箇
事
一、
最
好
也
。
箇
箇
人
不
レ

問
二

這
箇
一、
所
以
不
レ

知
二

這
箇
一、
乃
善
知
識
之
所
レ

苦
也
。
我
曾
在
二

雪
竇
先
師
処
一、

甞
問
二

這
箇
事
一、
先
師
大
悦
也
。（
大
久
保
・
道
元
全
集
下
・
三
八
一
頁
、
曹
全
宗
源
下
・
七
ａ
）

炷
香
し
て
拝
問
す
、「
世
尊
、
金
襴
の
袈
裟
を
摩
訶
迦
葉
に
授
伝
す
、
是
れ
何
れ
の
時
な
る
や
」
と
。
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堂
頭
和
尚
、
慈
誨
し
て
曰
く
、「
你
、
這
箇
の
事
を
問
う
は
、
最
も
好
し
き
な
り
。
箇
箇
人
、
這
箇
を
問
わ
ず
、
所
以
に
這
箇
を
知
ら
ず
、
乃
ち
善

知
識
の
苦
う
所
な
り
。
我
れ
曾
て
雪
竇
先
師
の
処
に
在
り
て
、
甞
て
這
箇
の
事
を
問
う
に
、
先
師
大
い
に
悦
べ
り
」
と
。

　

道
元
が
如
浄
に
質
問
し
た
「
世
尊
、金
襴
袈
裟
を
摩
訶
迦
葉
に
授
伝
す
、是
れ
何
れ
の
時
な
り
や
」
の
因
縁
と
は
『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
一
「
釈

迦
牟
尼
仏
」
の
章
に
載
る
も
の
（
大
正
蔵
五
一
・
二
〇
五
ｃ
）
で
あ
り

）
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、
こ
の
話
頭
を
題
材
と
し
て
如
浄
は
道
元
の
問
い
掛
け
に
自
ら
の
体
験
を

吐
露
し
て
い
る
。
か
つ
て
如
浄
は
雪
竇
山
の
智
鑑
の
も
と
で
同
様
の
問
答
を
な
し
た
こ
と
を
述
懐
し
、
智
鑑
に
真
意
を
問
い
質
す
こ
と
が
存

し
た
と
道
元
に
語
っ
て
い
る
。
如
浄
が
智
鑑
に
こ
の
事
を
問
う
と
、
先
師
智
鑑
は
大
い
に
悦
ん
だ
と
さ
れ
、
道
元
が
同
じ
よ
う
に
如
浄
に
そ

の
事
を
問
う
た
こ
と
で
、
如
浄
は
往
年
に
智
鑑
と
語
り
合
っ
た
因
縁
を
思
い
起
こ
し
て
懐
か
し
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
如
浄
は
生
前
に
嗣
承

香
を
焚
か
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、『
宝
慶
記
』
で
は
明
確
に
智
鑑
を
「
先
師
」
と
尊
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
し
い
門
下
に
は
自
身
が
智

鑑
の
法
を
嗣
い
だ
曹
洞
禅
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

雪
竇
山
の
東
庵
に
隠
閑
す
る

足
菴
… 

紹
煕
二
年
謝
レ

事
、
止
二

于
寺
之
東
庵
一。
太
守
林
公
枅
、
稔
聞
二

道
価
一、
命
レ

師
再
住
、
不
レ

従
。
必
欲
レ

識
レ

面
、
既
見
問
レ

道
、
終
日
致
レ

請
益
堅
、

立
辞
而
帰
。

補
続
… 

紹
煕
二
年
、
謝
レ

事
止
二

于
雪
竇
之
東
庵
一。

祖
燈
… 

紹
煕
辛
亥
、
謝
レ

事
退
二

居
雪
竇
之
東
菴
一。

全
書
… 

宋
光
宗
紹
煕
辛
亥
、
謝
レ

事
退
二

居
雪
竇
之
東
庵
一。

四
明
…
紹
煕
二
年
謝
レ

事
、
止
二

於
寺
之
東
菴
一。

　

紹
煕
二
年
（
一
一
九
一
）
に
至
っ
て
智
鑑
は
雪
竇
山
資
聖
寺
の
住
持
職
を
謝
し
て
東
庵
に
閑
居
し
て
い
る
。「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
よ

れ
ば
「
紹
熙
二
年
、
事
を
謝
し
、
寺
の
東
庵
に
止
ま
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
謝
事
と
は
事
を
謝
す
る
、
す
な
わ
ち
老
齢
や
疾
病
な
ど
を
理

由
に
煩
瑣
な
寺
院
住
持
職
を
退
く
こ
と
で
あ
る
。
寺
の
東
庵
に
止
ま
る
と
い
う
の
は
、
単
に
東
堂
（
隠
居
）
が
居
す
る
堂
宇
の
意
味
に
も
と
れ

よ
う
が
、
あ
る
い
は
智
鑑
が
独
自
に
寓
居
す
る
た
め
に
寺
の
東
方
に
新
た
に
建
て
た
草
庵
の
名
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
東

庵
が
後
に
智
鑒
の
墓
塔
を
祀
る
塔
頭
へ
と
継
承
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

智
鑑
が
東
庵
に
閑
居
し
た
こ
と
を
知
っ
た
明
州
太
守
の
林
枅
（
字
は
子
方
）
は
智
鑑
の
道
価
を
伝
え
聞
き
、
再
び
雪
竇
山
の
住
持
職
に
就
く
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よ
う
願
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
智
鑑
は
林
枅
の
申
し
出
に
従
う
こ
と
は
な
く
、
東
堂
と
し
て
隠
閑
の
身
を
貫
い
て
い
る
。
林

枅
は
紹
煕
二
年
正
月
六
日
付
け
で
知
明
州
（
明
州
府
主
）
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
時
期
的
に
は
智
鑑
が
東
庵
に
退
閑
し
た
の
と
ま
さ
に
時
期
が

合
致
し
て
い
る

）
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。
諦
め
切
れ
な
い
林
枅
は
智
鑑
の
尊
顔
を
直
に
拝
し
て
親
し
く
懇
請
せ
ん
と
、
自
ら
雪
竇
山
に
出
向
い
て
東
庵
に
身
を
寄
せ

る
智
鑑
を
訪
ね
て
い
る
。
林
枅
は
相
見
し
て
智
鑑
に
道
を
問
う
た
後
、
終
日
に
わ
た
っ
て
再
住
し
て
ほ
し
い
旨
を
強
く
要
請
し
た
が
、
智
鑑

の
堅
い
決
意
を
知
っ
て
雪
竇
山
か
ら
明
州
府
城
へ
と
帰
っ
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

智
鑑
に
代
わ
っ
て
新
た
に
雪
竇
山
に
住
持
し
た
の
は
黄
龍
派
の
雪
林
僧
彦
（
一
一
二
二
─
一
一
九
二
）
で
あ
る
。
幸
い
に
『
雪
竇
寺
誌
』
巻

六
上
「
塔
銘
」
に
、

　
　

雪
林
彦
禅
師
塔
銘
。　
　

福
州
比
丘
宝
曇
撰
并
書
。

積
翠
之
道
、
至
二

晦
堂
一

益
尊
、
晦
堂
一
伝
、
而
為
二

霊
源
・
死
心
一。
死
心
峻
如
二

雷
霆
一、
霊
源
盖
端
重
簡
厳
者
也
。
以
レ

是
而
為
二

法
授
受
一

四
世
、

而
至
二

雪
林
彦
公
一。
公
見
二

慈
航
一、
慈
航
見
二

無
示
一、
無
示
見
二

長
霊
一、
長
霊
見
二

霊
源
一。
是
為
二

黄
龍
六
世
孫
一

也
。
公
未
レ

生
之
夕
、
其
母
夢
下

有
レ

子
跨
二

白
馬
一

而
西
来
上。
黎
明
生
レ

公
。
公
少
異
二

於
羣
児
一、
而
質
警
敏
。
従
二

郷
先
生
一、
誦
二

六
芸
終
篇
一。
即
乞
二

身
於
父
母
一、
投
二

郡
開
元
泗
州
一

為
二

比
丘
一。
時
真
歇
領
二

千
七
百
衲
於
雪
峰
一、
公
造
二

其
席
一。
未
レ

幾
出
レ

嶺
、
首
謁
二

仏
国
・
宏
智
於
四
明
山
中
一。
聞
三

慈
航
少
年
精
神
折
二

衝
於
二
老
一、

径
往
従
レ

之
、
二
十
年
与
レ

之
倶
尽
。
慈
航
而
後
已
、
繇
二

五
峰
一

出
世
、
閲
二

十
五
暑
寒
一。
有
レ

力
者
屡
挽
レ

之
、
公
坐
不
レ

動
、
一
旦
為
二

広
慧
一

而
出
。

嗣
秀
王
聞
二

其
風
一、
以
二

仁
祠
一

致
レ

之
、
哀
二

慈
航
一

為
二

古
人
一

帰
守
二

其
塔
一。
幾
年
再
住
二

広
慧
一、
至
二

雪
竇
一

終
焉
。
公
磊
落
人
、
天
資
夙
与
レ

道
合
。

余
嘗
執
二

其
手
一

与
レ

之
、
登
レ

高
臨
レ

深
。
雖
二

千
仞
之
淵
無
極
之
崖
一、
婆
二

娑
其
間
一。
不
レ

見
二

其
顛
一、
隮
二

悸
慄
之
状
一、
識
度
深
遠
、
不
二

妄
与
レ

人
交
一。

交
則
示
レ

人
以
二

肺
肝
一。
精
二

通
内
外
書
一、
出
レ

語
奇
峭
、
亦
不
二

以
介
一レ

意
。
唯
衲
子
不
レ

堪
二

其
澹
泊
一、
望
望
然
去
レ

之
。
公
譚
笑
自
如
。
嘗
謂
レ

余
曰
、

我
豈
以
二

仏
祖
一

為
二

奇
貨
一

而
求
レ

售
二

於
今
人
一

也
。
示
レ

疾
之
日
、
其
徒
以
二

医
薬
一

進
、
輙
挙
レ

手
揮
去
。
頓
然
如
レ

坐
二

深
定
中
一。
公
泉
南
人
、
俗

姓
程
、
法
名
僧
彦
。
寿
七
十
有
一
、
臘
五
十
有
七
。
円
二

寂
於
紹
煕
壬
子
八
月
廿
日
一、
後
全
身
葬
二

於
東
塔
一。
余
公
友
也
。
銘
二

其
塔
一

為
レ

宜
。

　

銘
曰
、
右
明
覚
之
室
、
左
雪
林
之
蔵
。
人
咸
敬
レ

之
、
其
敢
忘
。

と
し
て
僧
彦
の
「
雪
林
彦
禅
師
塔
銘
」
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
大
慧
派
の
少
雲
宝
曇
（
橘
洲
老
人
、
一
一
二
九
─
一
一
九
七
）
の
詩
文
集

で
あ
る
『
橘
洲
文
集
』
巻
七
「
雑
文
」
に
も
「
雪
林
彦
和
尚
塔
銘
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

）
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。
時
期
的
に
智
鑑
が
退
居
し
た
後
、
新
た
に

雪
竇
山
の
住
持
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
雪
林
僧
彦
で
あ
っ
た
。
僧
彦
は
泉
州
（
福
建
省
）
泉
南
の
程
氏
の
出
身
で
あ
り
、
福
州
（
福
建
省
）
侯
官

県
の
雪
峰
山
崇
聖
寺
に
お
い
て
曹
洞
宗
の
真
歇
清
了
に
参
学
し
、
ま
た
明
州
鄞
県
の
天
童
山
景
徳
寺
に
お
い
て
も
曹
洞
宗
の
宏
智
正
覚
に
も



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

二
九

謁
し
て
い
る
か
ら
、
智
鑑
と
も
早
く
か
ら
面
識
が
深
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
正
覚
と
同
時
期
に
僧
彦
が
四
明
山
中
で
参
学
し
た
「
仏
国
」

と
称
す
る
禅
者
に
つ
い
て
は
そ
の
法
諱
や
嗣
承
な
ど
が
定
か
で
な
い
。
そ
の
後
、
僧
彦
は
黄
龍
派
の
慈
航
了
朴
（
了
樸
と
も
）
に
参
じ
て
法
を

嗣
い
で
お
り
、
了
朴
と
い
え
ば
正
覚
が
示
寂
し
て
後
に
天
童
山
に
住
持
し
て
寺
門
の
興
隆
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

）
46
（

。
し
か
も
僧
彦
は

智
鑑
が
住
持
し
た
明
州
府
城
の
広
慧
寺
に
も
久
し
く
住
持
し
て
お
り
、
そ
の
再
住
に
は
趙
伯
圭
（
嗣
秀
王
）
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お

そ
ら
く
智
鑑
は
雪
竇
山
を
退
席
す
る
際
に
、
親
し
く
僧
彦
に
住
持
の
座
位
を
譲
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
明
州
府
主
の
林

枅
に
対
し
て
自
ら
に
代
わ
っ
て
僧
彦
を
雪
竇
山
の
新
命
住
持
と
し
て
推
薦
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
智
鑑
が
東
庵
に
閑
居
し
た
後
、
如
浄
が

引
き
つ
づ
き
雪
竇
山
に
留
ま
っ
て
参
学
辦
道
に
努
め
て
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
住
持
と
な
っ
た
僧
彦
の
も
と
に
も
請
益
し
て
い
た

こ
と
に
な
ろ
う
か
。

示
寂
と
後
事

足
菴
… 

三
年
七
月
乙
未
示
レ

疾
。
己
亥
新
筆
二

遺
書
一。
晦
日
以
二

道
具
一

抄
録
。
八
月
哉
生
魄
夜
分
、
戒
二

其
徒
一

曰
、
吾
行
矣
、
送
終
其
務
二

簡
約
一、

勿
レ

用
二

素
服
哀
慟
一。
言
訖
書
レ

偈
、
趺
坐
而
化
。
時
暴
雨
疾
風
震
二

動
山
谷
一、
人
尤
嗟
異
。
四
遠
聞
者
、
奔
赴
尽
レ

哀
。
于
レ

是
相
与
建
二

塔

于
山
之
左
一。
戊
午
、
奉
二

全
身
一

以
葬
。
寿
八
十
八
、
臘
五
十
三
。

補
続
… 

明
年
七
月
示
レ

恙
、
戒
二

弟
子
一

曰
、
吾
行
矣
、
送
終
須
レ

務
二

簡
約
一、
勿
二

素
服
哀
慟
一。
言
訖
而
逝
。
閲
世
八
十
八
、
坐
夏
五
十
三
。
塔
二

全

身
于
山
之
左
一。

祖
燈
… 

明
年
七
月
、
示
レ

恙
誡
レ

衆
曰
、
吾
行
矣
、
送
終
須
レ

務
二

簡
約
一、
勿
二

素
服
哀
慟
一。
言
訖
而
逝
。
閲
八
十
有
八
。
夏
五
十
三
。
塔
二

全
身
于
本

山
之
左
一。
有
下

蔵
二

其
鬚
髪
一

者
上、
縷
縷
皆
獲
二

舎
利
一。

全
書
… 

明
年
七
月
、
示
レ

恙
誡
レ

衆
曰
、
吾
行
矣
、
送
終
須
レ

務
二

簡
約
一、
勿
二

素
服
哀
慟
一。
言
訖
而
逝
。
寿
八
十
有
八
。
臘
五
十
三
。
塔
二

全
身
於
本

山
之
左
一。

四
明
… 

三
年
八
月
示
寂
、
塔
二

於
山
左
一。
寿
八
十
八
。
臘
五
十
三
。

　

雪
竇
山
の
東
庵
に
閑
居
し
て
い
た
智
鑑
は
、そ
の
一
年
後
の
紹
煕
三
年
（
一
一
九
二
）
に
遷
化
の
と
き
を
迎
え
て
い
る
。「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」

に
よ
れ
ば
、
智
鑑
が
示
寂
に
至
る
過
程
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

三
年
七
月
乙
未
に
疾
を
示
す
。
己
亥
に
新
し
く
遺
書
を
筆
す
。
晦
日
に
道
具
を
以
て
抄
録
す
。
八
月
の
哉
生
魄
の
夜
分
、
其
の
徒
を
戒
め
て
曰
く
、
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三
〇

「
吾
れ
行
か
ん
。
送
終
は
其
れ
簡
約
を
務
め
よ
、
素
服
・
哀
慟
を
用
う
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
。
言
い
訖
わ
り
て
偈
を
書
し
、
趺
坐
し
て
化
す
。
時
に

暴
雨
疾
風
お
こ
り
、
山
谷
を
震
動
し
、
人
尤
も
嗟
異
す
。
四
も
に
遠
く
聞
く
者
、
奔
赴
し
て
哀
を
尽
く
す
。

　

紹
煕
三
年
の
七
月
二
五
日
（
乙
未
）
に
智
鑑
は
微
疾
を
示
し
て
お
り
、
数
日
を
経
た
二
九
日
（
己
亥
）
に
は
自
ら
筆
で
遺
書
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
遺
書
と
は
近
隣
諸
山
の
長
老
（
住
職
）
や
道
友
あ
る
い
は
有
縁
の
檀
越
な
ど
に
対
し
て
遷
化
に
臨
ん
で
送
る
書
簡
の
こ
と
で
あ

り
、
智
鑑
は
親
し
く
付
き
合
い
の
あ
っ
た
道
俗
に
対
し
て
別
れ
の
こ
と
ば
を
書
き
与
え
た
わ
け
で
あ
る
。
具
体
的
な
人
名
と
し
て
は
後
に
述

べ
る
ご
と
く
「
天
童
大
休
禅
師
塔
銘
」
や
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
を
撰
述
す
る
こ
と
に
な
る
楼
鑰
の
名
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
道
俗

に
つ
い
て
は
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
禅
者
と
し
て
は
雪
竇
山
の
後
席
を
継
い
で
い
た
雪
林
僧
彦
の
ほ
か
、
近
隣
の
天
童
山
景

徳
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
黄
龍
派
の
虚
庵
懐
敞
や
阿
育
王
山
広
利
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
大
慧
派
の
拙
庵
徳
光
な
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
俗
人
で
は
そ
の
後
に
智
鑑
の
た
め
に
「
祭
足
菴
鑑
禅
師
文
」
を
撰
す
る
こ
と
と
な
る
史
浩
（
字
は
直
翁
、
真
隠
居
士
、
諡
は
文
恵
・

忠
定
、
一
一
〇
六
─
一
一
九
四
）
な
ど
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
七
月
三
〇
日
の
晦
日
に
至
っ
て
自
分
が
所
持
し
て
い
た
仏
道
用
具
を

書
き
出
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
身
の
遷
化
後
に
嗣
法
や
参
学
・
剃
度
の
門
人
ら
に
分
配
す
る
遺
物
を
一
々
に
列
記
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
）
47
（

。
そ
こ
に
は
き
わ
め
て
用
意
周
到
に
自
ら
の
最
期
を
迎
え
ん
と
す
る
智
鑑
の
徹
底
し
た
生
き
様
が
窺
え
る
。

　

八
月
に
入
っ
て
小
康
状
態
を
維
持
し
て
い
た
も
の
ら
し
い
が
、
哉
生
魄
（
さ
い
せ
い
は
く
）
の
日
す
な
わ
ち
陰
暦
の
十
六
夜
の
夜
分
に
智
鑑

は
門
人
徒
衆
に
対
し
て
「
私
は
旅
立
と
う
。
葬
送
の
儀
礼
は
簡
略
質
素
で
執
り
行
え
。
白
い
喪
服
も
着
な
く
て
よ
い
、
泣
き
叫
ぶ
必
要
も
な

い
ぞ
」
と
諌
め
、
言
い
終
わ
る
と
遺
偈
を
書
き
残
し
、
手
足
を
組
ん
で
結
跏
趺
坐
の
か
た
ち
を
な
し
て
そ
の
ま
ま
遷
化
し
た
と
伝
え
ら
れ
る

）
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（

。

あ
る
い
は
こ
の
と
き
会
下
に
連
な
っ
た
門
人
ら
の
ひ
と
り
に
三
〇
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
の
如
浄
も
立
ち
会
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
一
つ
残
念
な
こ
と
は
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
示
寂
に
臨
ん
で
最
後
に
詠
じ
た
遺
偈
の
内
容
が
何
ら
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
楼
鑰
が
智
鑑
の
遺
偈
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
に
具
体
的
な
遺
偈
の
内
容
を
書
き
足
さ
な

か
っ
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詩
偈
に
長
じ
た
智
鑑
で
あ
る
だ
け
に
彼
が
最
後
に
示
し
た
四
言
ま
た
は
七
言
の
遺
偈
が
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
の
は
誠
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

　

智
鑑
が
示
寂
し
た
夜
は
暴
雨
や
疾
風
が
荒
れ
狂
っ
て
山
谷
を
振
動
さ
せ
た
た
め
、
人
々
は
最
も
感
嘆
し
て
不
思
議
が
り
、
遠
く
噂
を
聞
い

た
者
も
四
方
か
ら
集
ま
り
、
亡
き
智
鑑
に
対
し
哀
悼
の
意
を
尽
く
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
智
鑑
は
世
寿
が
八
八
歳
に
達
し
て
お
り
、
法

臘
も
五
三
齢
と
な
っ
て
い
た
。
智
鑑
の
葬
儀
や
埋
葬
に
は
お
そ
ら
く
若
き
如
浄
も
門
下
の
一
員
と
し
て
参
列
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
一

う
。
智
鑑
は
門
人
ら
に
「
送
終
は
其
れ
簡
約
を
務
め
よ
、
素
服
・
哀
慟
を
用
う
る
こ
と
勿
か
れ
」
と
述
べ
、
簡
約
に
務
め
る
質
素
な
葬
儀
を

望
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
状
況
的
に
は
多
く
の
道
俗
が
雪
竇
山
に
参
集
し
、
あ
る
程
度
は
盛
大
な
葬
儀
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
の
後
、
門
人
ら
は
雪
竇
山
の
山
の
左
す
な
わ
ち
東
方
に
智
鑑
の
墓
塔
を
立
て
、
一
八
日
（
戊
午
）
に
全
身
を
奉
じ
て
埋
葬
し
た
と
さ

れ
る
。
墓
塔
の
存
し
た
場
所
と
閑
居
所
で
あ
っ
た
東
庵
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
一
の
地
で
あ
っ
た
と
見
て

よ
く
、
東
庵
が
そ
の
ま
ま
智
鑑
の
塔
頭
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
こ
の
点
で
『
補
続
高
僧
伝
』『
祖
燈
大
統
』『
五
燈
全
書
』
な
ど
は
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
の
内
容
を
省
略
し
す
ぎ
た
た
め
、
智

鑑
が
七
月
に
微
疾
を
示
し
、
そ
の
ま
ま
七
月
中
に
示
寂
し
た
か
の
ご
と
く
ま
と
め
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
僅
か
に
『
四
明
山
志
』
の
み

は
智
鑑
が
八
月
に
示
寂
し
た
と
明
記
し
て
お
り
、「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
を
正
し
く
読
み
熟
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
『
祖
燈
大
統
』

の
み
は
「
其
の
鬚
髪
を
蔵
す
る
者
有
り
、
縷
縷
と
し
て
皆
な
舎
利
を
獲
た
り
」
と
い
う
記
事
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
逸
話
が
如
何
な
る
伝

承
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
明
確
で
な
い
。
生
前
に
智
鑑
が
剃
っ
た
鬚
や
頭
髪
を
大
切
に
秘
蔵
し
て
い
た
者
が
い
た
が
、
や
が

て
鬚
や
頭
髪
は
み
な
舎
利
に
変
じ
て
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
実
際
の
話
か
否
か
は
別
に
、
鄭
行
山
菩
薩
と
か
古
仏
と
称
え
ら
れ
た
智
鑑

に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
説
話
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
そ
の
他
の
伝
記
史
料
に
対
し
て
『
宗
統
編
年
』
巻
二
四
の
み
は
「
辛
卯
七
年
」
の
箇
所
に

「
曹
洞
第
十
二
世
雪
竇
祖
示
寂
」
（
卍
続
蔵
一
四
七
・
一
八
二
ｃ
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
智
鑑
の
示
寂
を
何
故
か
実
際
よ
り
二
一
年
も
早
い
乾
道
七

年
（
一
一
七
一
）
辛
卯
の
年
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
『
宗
統
編
年
』
の
説
は
「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
な
ど
を
一
切
踏
ま
え
ず
、
誤
っ
た
祖
統

説
に
因
ん
で
智
鑑
の
示
寂
年
時
を
故
意
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
根
拠
の
な
い
推
測
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う

）
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。

　

当
時
、
雪
竇
山
現
住
で
あ
っ
た
黄
龍
派
の
雪
林
僧
彦
が
状
況
的
に
東
堂
の
智
鑑
の
葬
儀
に
導
師
と
し
て
秉
炬
（
下
炬
と
も
）
の
仏
事
を
な

し
た
と
見
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
僧
彦
は
智
鑑
の
後
を
追
う
か
の
ご
と
く
同
じ
紹
熙
三
年
八
月
二
〇
日
に
示
寂
し
て

い
る
か
ら
、
す
で
に
病
床
に
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
実
際
に
智
鑑
の
葬
儀
を
取
り
仕
切
っ
た
の
が
誰
な
の
か
は
定
か
で
な
い
。
「
雪
林
彦

禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

寿
七
十
有
一
、
臘
五
十
有
七
。
円
二

寂
於
紹
煕
壬
子
八
月
廿
日
一。
後
全
身
葬
二

於
東
塔
一。
余
公
友
也
。
銘
二

其
塔
一

為
レ

宜
。
銘
曰
、
右
明
覚
之
室
、

左
雪
林
之
蔵
。
咸
敬
レ

之
、
其
敢
忘
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、『
雪
竇
寺
誌
』
巻
六
上
「
祖
塔
」
に
も
「
足
菴
鑑
禅
師
」
の
墓
塔
に
つ
づ
い
て
、



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
二

雪
林
彦
禅
師
。
宋
光
宗
紹
煕
壬
子
八
月
二
十
日
示
寂
。
墖
二

全
身
於
寺
東
一。
与
レ

鑑
同
レ

歳
示
寂
、
当
是
住
山
不
レ

久
。

と
し
て
「
雪
林
彦
禅
師
」
の
墓
塔
の
記
載
が
存
し
て
い
る
。
僧
彦
が
雪
竇
山
の
住
持
の
座
に
在
っ
た
の
は
き
わ
め
て
短
期
に
限
ら
れ
、
智
鑑

を
追
う
か
の
ご
と
く
同
じ
紹
煕
三
年
の
八
月
二
〇
日
に
世
寿
七
一
歳
、
法
臘
五
七
齢
で
示
寂
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
智
鑑
の
埋
葬
が

済
ん
で
僅
か
二
日
後
に
は
僧
彦
も
逝
去
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
身
が
寺
の
東
塔
の
明
覚
塔
の
左
に
葬
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

）
50
（

。
明
覚

塔
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
北
宋
代
に
雲
門
宗
を
中
興
し
た
雪
竇
重
顕
（
明
覚
禅
師
）
を
祀
る
墓
塔
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
僧
彦
が
雪
竇
山
の
住

持
を
務
め
て
い
た
の
は
僅
か
一
年
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
如
浄
が
雪
竇
山
で
東
堂
の
智
鑑
の
最
期
を
看
取
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

必
然
的
に
と
き
の
住
持
僧
彦
の
遷
化
に
も
参
列
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

智
鑑
と
僧
彦
が
相
継
い
で
世
を
去
っ
た
後
、
ま
も
な
く
如
浄
は
雪
竇
山
を
離
れ
て
杭
州
餘
杭
県
の
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
（
も
と
能
仁
禅
院
）

へ
と
上
山
し
、
大
慧
派
の
拙
庵
徳
光
の
も
と
に
掛
搭
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
徳
光
が
径
山
に
勅
住
し
た
の
は
紹
煕
四
年
（
一
一
九
三
）
一
月
の

こ
と
で
あ
り
、
智
鑑
や
僧
彦
が
示
寂
し
て
数
ヶ
月
後
に
当
た
っ
て
い
る

）
51
（

。『
攻
媿
集
』
巻
一
一
〇
「
塔
銘
」
の
「
径
山
涂
毒
禅
師
塔
銘
」
に
よ

れ
ば
、
黄
龍
派
の
塗
毒
智
策
（
涂
毒
と
も
、
一
一
一
七
―
一
一
九
二
）
が
紹
熙
三
年
七
月
に
世
寿
七
六
歳
で
示
寂
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
徳

光
が
新
た
に
径
山
住
持
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
智
鑑
が
示
寂
し
た
当
時
、
徳
光
は
い
ま
だ
阿
育
王
山
の
住
持
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ

る
い
は
依
頼
を
受
け
て
雪
竇
山
に
到
っ
て
智
鑑
の
葬
儀
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
可
能
性
も
存
し
よ
う
か
。

註（
1
）　

聞
庵
嗣
宗
が
入
寺
し
て
後
、
十
二
世
紀
中
葉
か
ら
十
三
世
紀
初

頭
に
か
け
て
雪
竇
山
に
住
持
し
た
曹
洞
禅
者
に
は
、
大
休
宗
珏
・
自

得
慧
暉
・
清
萃
・
石
窓
法
恭
・
足
庵
智
鑑
・
海
印
徳
雲
・
文
煥
・
古

巌
如
璧
ら
が
存
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
は
雪
竇
山
が
曹
洞
宗
の
拠
点

の
ご
と
き
感
を
呈
し
て
い
る
。
と
く
に
海
印
徳
雲
は
雪
竇
重
顕
の『
明

覚
禅
師
語
録
』
を
十
三
世
紀
初
頭
に
重
刊
し
た
禅
者
と
し
て
知
ら
れ
、

さ
ら
に
明
州
鄞
県
の
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
に
も
陞
住
し
て
い
る
。
文

煥
は
松
源
派
の
虚
堂
智
愚
が
遍
参
歴
遊
の
最
初
に
雪
竇
山
で
参
学
し

た
禅
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
古
巌
如
璧
（
堅
璧
と
も
）
に
は

『
古
巌
璧
和
尚
語
録
』
が
編
集
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、『
続
刊
古
尊
宿

語
要
』
第
一
集
に
は
『
古
巌
璧
禅
師
語
』（
卍
続
蔵
一
一
八
・
四
五
九

ａ
～
四
六
一
ｄ
）
と
し
て
如
璧
の
語
録
の
抜
粋
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
五
燈
全
書
』
巻
五
に
「
華
蔵
祚
禪
師
法
嗣
」
と
し
て
「
東
谷
光
禅
師
」

と
と
も
に
「
雪
竇
瑞
禅
師
〈
不
レ

列
二

章
次
一

〉」
と
あ
り
、東
谷
妙
光
（
？

―
一
二
五
三
）
と
同
門
と
し
て
雪
竇
□
瑞
の
名
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
雪
竇
□
瑞
に
関
し
て
は
古
い
燈
史
や
日
本
で
編
纂

さ
れ
た
宗
派
図
な
ど
に
一
切
そ
の
名
が
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
存
在



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
三

が
特
定
で
き
な
い
。

（
2
）　

詳
し
く
は
佐
藤
秀
孝
「
雪
竇
山
の
聞
庵
嗣
宗
に
つ
い
て
」

（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、
昭
和
五
八
年

〈
一
九
八
三
〉
八
月
）
の
二
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
黄
龍
派
の

牧
庵
行
持
に
関
し
て
は
『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
一
〇
「
慶
元
府
雪
竇
持

禅
師
」
の
章
が
存
す
る
が
、
伝
記
的
な
記
事
と
し
て
は
、

　

郡
之
盧
氏
子
。
壮
棄
レ

俗
為
レ

僧
、
徧
造
二

禅
関
一、
晩
謁
二

象
田
一、

始
悟
二

心
要
一。（
卍
続
蔵
一
三
七
・
八
一
ｃ
）

 

と
出
身
と
参
学
過
程
が
簡
略
に
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
幸
い

に
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
六
（
一
に
巻
四
七
）「
徽
宗
」
の
箇
所
に
、

　

餘
姚
法
性
行
持
禅
師
、
初
受
レ

請
過
二

上
虞
一、
邑
令
王
君
請
レ

説
二

法
要
一。
師
登
レ

座
云
、
頭
戴
二

烏
巾
一、
身
披
二

鶴
氅
一、
分
明
好
个
神
仙
、

解
レ

弄
二

曹
渓
伎
倆
一。
令
与
二

大
衆
一

皆
撃
レ

節
長
歎
。
時
会
中
有
下

垂
レ

泣
不
レ

能
レ

已
者
上。

　

師
号
二

牧
庵
一、
得
二

法
於
象
田
卿
和
上
一。
其
家
為
二

四
明
盧
氏
一、

 

於
二

志
磐
一

為
二

高
伯
祖
一。
歴
二

住
雍
熙
・
雲
門
・
雪
竇
・
護
聖
一、

名
列
二

祖
図
一。

（
大
正
蔵
四
九
・
四
二
一
ｃ
～
四
二
二
ａ
、
卍
続
蔵
一
三
一
・
三
〇
二
ａ
）

 

と
あ
り
、
行
持
に
関
す
る
よ
り
詳
し
い
足
跡
が
知
ら
れ
る
。
行
持
は

南
宋
末
期
に
『
仏
祖
統
紀
』
五
四
巻
を
著
わ
し
た
天
台
宗
山
外
派
の

大
石
志
磐
に
と
っ
て
先
祖
の
一
族
（
高
伯
祖
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
、
行
持
が
住
持
し
た
禅
寺
と
そ
の
歴
住
し
た
五
ヶ
寺
と
そ
の
遷

住
の
順
番
も
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
陸
游
の
『
渭
南
文
集
』
巻

一
四
「
序
」
に
「
持
老
語
録
序
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

　

持
禅
師
、
明
州
鄞
人
、
世
為
レ

士
。
一
旦
棄
二

髪
鬚
一

学
レ

仏
、
得
二

法
於
白
牛
郷
一。
初
住
二

餘
姚
法
性
一、
数
年
忽
謝
去
。
越
牧
欲
下

以
二

雍
熙
一

邀
上、
致
レ

疑
不
レ

就
。
試
一
問
レ

之
、
師
欣
然
曰
、
願
即
得
レ

檄
。

牧
大
喜
。
師
懐
二

負
包
笠
一、
即
日
徒
歩
入
院
、
秉
レ

節
如
二

金
石
一、

説
レ

法
如
二

雷
霆
一。
雖
三

従
レ

之
遊
者
不
レ

過
二

四
五
十
輩
一、
而
名
震
二

 

呉
越
一、
尽
交
二

一
世
名
卿
賢
大
夫
一。
予
先
君
会
稽
公
、
知
レ

之
最
深
。

予
時
甫
数
歳
、
侍
二

先
君
旁
一

無
三

旬
月
不
レ

見
二

師
至
一。
今
想
二

其

 

抵
掌
笑
語
一、
瞭
然
在
二

目
前
一。
夷
粋
真
率
真
、
山
林
間
人
也
。
後

又
徙
居
二

雪
竇
・
護
聖
二
山
一、
年
徳
益
高
。
如
二

径
山
杲
公
輩
一、

皆
以
二

丈
人
行
尊
一

事
レ

之
。
其
滅
也
談
笑
如
二

平
時
一、
蓋
以
二

真

 

率
一

為
二

仏
事
一

者
耶
。
得
法
弟
子
子
詢
・
行
光
・
如
寂
・
広
懃
、

或
出
世
説
法
、
或
遁
二

迹
衆
中
一、
皆
不
幸
早
逝
去
。
而
法
揚
用
璋

独
在
、
揚
於
レ

是
亦
住
二

護
聖
一、
巋
然
為
二

叢
林
一。
耆
宿
璋
老
且
病
、

猶
自
力
刻
二

師
語
録
一、且
合
レ

辞
属
レ

予
為
レ

序
。
師
可
レ

謂
有
レ

子
矣
。

予
以
二

先
君
一

故
不
二

敢
辞
一。

　
　
　

淳
熙
六
年
五
月
二
十
五
日
、
山
陰
陸
某
序
。

 

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
持
に
は
『
雪
竇
持
老
語
録
』（
実

際
は
『
雪
竇
持
和
尚
語
録
』
か
）
と
い
っ
た
表
題
で
語
録
が
編
纂
さ

れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
行
持
の
法
を
嗣
い
だ
門
人
に
子
詢
・
行

光
・
如
寂
・
広
懃
ら
が
存
し
た
が
、
い
ず
れ
も
早
く
に
示
寂
し
た
と

さ
れ
る
。
わ
ず
か
に
大
梅
山
護
聖
寺
に
住
持
し
た
法
揚
用
璋
が
行
持

の
語
録
を
出
版
す
る
の
に
際
し
て
陸
游
に
序
文
を
依
頼
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

雪
竇
山
の
牧
庵
行
持
と
翠
巖
寺
の
嗣
宗
と
の
関
わ
り
と
し
て

『
叢
林
盛
事
』
巻
下
「
崇
野
堂
」
の
項
に
、

　

崇
野
堂
、
四
明
人
。
久
依
二

天
童
宏
智
禅
師
一、
以
二

大
事
不
一レ

決
、



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
四

竟
上
二

江
西
一

見
二

艸
堂
一。
未
レ

幾
、
果
有
二

所
得
一。
後
住
二

育
王
一、

乃
拈
香
為
二

艸
堂
之
嗣
一。
雪
竇
持
以
二

四
句
一

戲
二

宏
智
一

曰
、
收
二

得
一
宗
一

〈
翠
厳
宗
白
頭
也
〉、
失
二

却
一
崇
一、
面
前
合
掌
、
背
後

搥
レ

胸
。
聞
者
莫
レ

不
二

大
咲
一。（
卍
続
蔵
一
四
八
・
四
四
ｄ
）

 

と
い
う
興
味
深
い
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
明
州
鄞
県
の
阿
育
王

山
に
住
持
し
た
野
堂
普
崇
は
久
し
く
天
童
山
の
宏
智
正
覚
に
随
侍
し

て
い
た
が
、
後
に
江
西
に
赴
い
て
黄
龍
派
の
草
堂
善
清
（
一
〇
五
七

―
一
一
四
二
）
に
参
学
し
た
。
そ
の
後
、
普
崇
は
明
州
鄞
県
の
阿
育

王
山
広
利
寺
に
開
堂
出
世
し
た
際
、
正
覚
で
は
な
く
善
清
に
対
し
て

嗣
承
香
を
焚
い
て
い
る
。
嗣
宗
が
正
覚
の
法
を
嗣
ぎ
、
普
崇
が
善
清

の
法
を
嗣
い
だ
こ
と
を
題
材
に
行
持
は
「
一
宗
を
収
得
し
、
一
崇
を

失
却
す
」
と
述
べ
、
正
覚
に
戯
れ
た
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。

（
4
）　

『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
一
七
「
目
録
巻
中
」
に
よ
れ
ば
「
雪
竇
聞

庵
嗣
宗
禅
師
法
嗣
二
人
〈
一
人
見
録
〉」
と
し
て
「
泰
州
如
皐
広
福

微
庵
道
勤
禅
師
・
慶
元
翠
巌
宗
静
禅
師
〈
機
語
未
見
〉」（
卍
続
蔵

一
三
七
・
一
四
ｃ
）
と
あ
り
、
聞
庵
嗣
宗
の
法
を
嗣
い
だ
高
弟
に
は

泰
州
（
江
蘇
省
）
如
皐
の
広
福
寺
に
住
持
し
た
微
庵
道
勤
と
明
州
鄞

県
の
翠
巌
寺
に
住
持
し
た
宗
静
の
名
が
知
ら
れ
る
。

（
5
）　

『
宝
慶
四
明
志
』
の
寺
観
に
は
寺
が
所
有
し
て
い
た
常
住
田
と

山
の
面
積
が
畝
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
畝
は
面
積
の
単
位
で
あ
り
、

宋
代
の
一
畝
は
現
在
の
約
五
・
七
ア
ー
ル
に
相
当
す
る
。

（
6
）　

「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
「
師
諱
法
恭
、明
州
奉
化
人
、俗
姓
林
。

母
楊
氏
、
号
二

仏
光
道
人
一、
日
誦
二

蓮
経
一

甚
専
。
一
夕
夢
二

胡
僧
来
謁
一、

既
窹
而
生
レ

師
。
父
早
喪
。
年
十
五
、
乃
白
レ

母
出
家
、
以
二

棲
真
禅

院
僧
則
韶
一、
落
髪
為
レ

師
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
明
州
奉
化
県
の
林

氏
出
身
で
あ
っ
た
石
窓
法
恭
が
政
和
六
年
（
一
一
一
六
）
に
一
五
歳

で
奉
化
県
内
の
棲
真
寺
の
則
韶
の
も
と
に
投
じ
て
出
家
得
度
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
棲
真
寺
の
住
持
を
務
め
て
い
た
則

韶
に
関
し
て
は
如
何
な
る
系
統
の
禅
者
か
嗣
承
な
ど
も
定
か
で
な
い
。

（
7
）　

日
本
の
南
北
朝
期
に
編
集
さ
れ
た
『
仏
祖
正
伝
宗
派
図
』
に
は

「
霊
隠
大
川
普
済
」
の
法
嗣
に
「
雪
竇
石
門
□
来
」
が
お
り
、
石
門

□
来
の
法
嗣
に
「
栖
真
古
帆
□
遠
」
の
名
が
存
し
て
い
る
。
江
戸
期

の
『
正
誤
仏
祖
正
伝
宗
派
図
』
で
は
「
霊
隠
大
川
普
済
」
の
法
嗣
に

「
雪
竇
石
門
善
来
」
が
お
り
、
石
門
善
来
の
法
嗣
に
「
棲
真
古
帆
□

遠
」
の
名
が
存
し
て
い
る
。
ま
た
『
仏
祖
正
伝
宗
派
図
』
に
は
「
径

山
偃
渓
広
聞
」
の
法
嗣
に
「
大
慈
一
峯
妙
斉
」
が
お
り
、
一
峯
妙
斉

の
法
嗣
に
「
栖
真
方
山
海
印
」
の
名
が
存
し
て
い
る
。『
正
誤
仏
祖

正
伝
宗
派
図
』
で
も
「
径
山
偃
渓
広
聞
」
の
法
嗣
に
「
大
慈
一
峯
妙

済
」
が
お
り
、
一
峯
妙
済
の
法
嗣
に
「
栖
真
方
山
海
印
」
の
名
が
存

し
て
い
る
。
状
況
的
に
こ
こ
に
い
う
「
栖
真
」
や
「
棲
真
」
と
は
明

州
奉
化
県
の
棲
真
院
（
棲
真
寺
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
こ
の

ほ
か
『
物
初
和
尚
語
録
』「
自
賛
」
に
「
西
山
泳
長
老
請
レ

賛
」「
棲

真
身
長
老
請
レ

賛
」「
梨
洲
戒
長
老
請
レ

賛
」
を
収
め
て
お
り
、
大
慧

派
の
物
初
大
観
の
法
嗣
で
あ
る
□
身
長
老
が
住
持
し
た
の
も
奉
化
県

の
棲
真
院
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
明
末
清
初
に
高
梧
山
栖
真
寺
の
住
持

で
あ
っ
た
臨
済
正
宗
の
牧
雲
通
門
（
一
五
九
九
―
一
六
七
一
）
が
『
雪

竇
寺
志
略
』
不
分
巻
を
編
集
し
て
い
る
。
通
門
に
は
『
牧
雲
和
尚
語

録
』
二
〇
巻
と
『
牧
雲
和
尚
七
会
餘
録
』
六
巻
が
存
し
て
お
り
、『
牧

雲
和
尚
語
録
』
巻
二
に
「
明
州
高
梧
山
棲
真
禅
寺
語
録
」
を
収
め
て

い
る
か
ら
、
明
末
清
初
に
は
棲
真
寺
と
し
て
山
号
を
高
梧
山
と
称
し



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
五

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
8
）　

宏
智
正
覚
が
紹
興
二
六
年
（
一
一
五
六
）
四
月
に
撰
し
た
「
崇

先
真
歇
了
禅
師
塔
銘
」
に
「
嗣
法
出
世
者
、
曰
慧
悟
住
二

真
州
長
蘆
一。

曰
宗
珏
住
二

明
州
雪
竇
一。
曰
伝
卿
住
二

建
康
府
移
忠
報
慈
一。
曰
得

（
徳
）

朋

住
二

臨
安
府
崇
先
顕
孝
一。
総
三
十
餘
人
」（
卍
続
蔵
一
二
四
・
三
一
八
ａ
）

と
あ
り
、
紹
興
二
六
年
四
月
の
時
点
で
宗
珏
が
雪
竇
山
の
住
持
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
さ
ま
を
伝
え
て
い
る
。

（
9
）　

こ
の
点
は
佐
藤
秀
孝
「
宏
智
晩
年
の
行
実
に
つ
い
て
─
天
童
宏

智
老
人
像
の
大
慧
賛
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研

究
紀
要
』
第
一
六
号
、昭
和
五
九
年
〈
一
九
八
四
〉
一
二
月
）
を
参
照
。

（
10
）　

『
大
慧
普
覚
禅
師
年
譜
』
の
紹
興
二
八
年
（
一
一
五
八
）
の
項
に
、

　

二
十
八
年
戊
寅
、
師
七
十
歲
。
正
月
初
十
日
、
被
レ

旨
遷
二

住
径
山
一。

 

二
月
二
十
八
日
就
二

霊
隠
寺
一

開
堂
。
三
月
初
九
日
入
院
。
坐
夏
千

餘
衆
。（
中
略
）
又
曰
、
皇
恐
大
雅
姪
帰
二

依
至
道
一、
曲
蒙
与
進
、

庶
幾
班
斤
郢
斲
也
。
訥
老
塔
銘
、
重
辱
書
名
二

其
後
一、
衰
陋
有
レ

光

焉
。

 

と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
慧
宗
杲
が
正
月
一
〇
日
に
径
山
住
持
の
勅
を

受
け
、
二
月
二
八
日
に
杭
州
霊
隠
寺
で
開
堂
し
、
三
月
九
日
に
径
山

に
入
院
住
持
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（
11
）　

宗
珏
は
紹
興
二
九
年(

一
一
五
九)

七
月
望
日
に
天
童
山
住
持

と
し
て
「
宋
故
宏
智
禅
師
妙
光
塔
銘
有
敍
」
を
立
石
し
て
お
り
、
自

ら
「
紹
興
二
十
九
年
七
月
望
日
、
住
持
嗣
祖
灋
姪
比
丘
宗
珏
立
石
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
宏
智
禅
師
妙
光
塔
銘
」
を
刻
ん
だ
石
碑
（「
淵

黙
雷
声
」
の
碑
と
も
）
は
寧
波
市
鄞
県
の
天
童
寺
の
東
谷
の
地
に
現

存
し
て
い
る
。

（
12
）　

清
代
の
『
光
緒
慈
谿
県
志
』
巻
四
二
「
旧
蹟
二
」
の
「
寺
観
下
」

の
「
定
水
禅
寺
」
の
項
に
よ
れ
ば
、

　

県
西
北
五
十
里
、
近
二

鳴
鶴
山
一。
唐
乾
元
二
年
建
、
名
二

清
泉
一。

世
以
為
二

虞
世
南
故
宅
一。
宋
改
二

定
水
寺
額
一。
紹
興
七
年
、
更
為
二

 

禅
刹
一。
寺
有
二

泉
甘
一、
寒
宜
二

煎
煮
一、
暑
月
汲
レ

之
、
久
停
不
レ

腐
。

有
二

大
蔵
経
殿
一、
唐
京
兆
韓
杼
材
記
。
常
住
田
九
百
七
十
畝
、
山

六
百
三
十
九
畝
。
明
嘉
靖
間
廃
、
基
尚
存
。
国
朝
嘉
慶
十
二
年
、

僧
本
禅
妙
円
重
建
、
同
治
十
二
年
、
里
人
宓
元
躅
重
修
。

 

と
明
清
時
代
の
定
水
寺
の
変
遷
を
大
ま
か
に
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
元
代
の
貢
師
泰
（
字
は
泰
甫
、
号
は
玩
斎
、
一
二
九
八
―

一
三
六
二
）
が
撰
し
た
「
重
修
定
水
教
忠
報
徳
寺
碑
記
」
を
載
せ
て
、

　

距
二

慈
渓
県
一

四
十
五
里
鳴
鶴
山
之
陽
櫜
駝
峯
之
東
有
レ

寺
、
曰
二

定

水
教
忠
報
徳
禅
寺
一。
左
山
右
湖
、
奇
勝
第
一
県
之
冠
、
青
松
夾
レ

 

道
、
緑
竹
沿
レ

澗
。
逶
迆
曲
折
、
行
十
餘
里
、
乃
至
二

山
門
一。
始
建
二

 

於
唐
乾
元
間
一、
相
伝
為
二

大
梅
常
禅
師
開
化
之
地
一。
有
レ

泉
出
二

 

山
之
東
麓
一、
甘
冽
盛
夏
不
レ

竭
、
注
レ

之
飲
雖
レ

久
不
レ

腐
、
故
名
二

清
泉
一。
其
所
レ

蔵
経
乃
唐
人
書
吏
部
侍
郎
京
兆
韓
杼
材
為
レ

之
記
。

歳
久
寺
壊
、
宋
嘉
熙
間
、
太
師
越
国
公
袁
韶
、
遂
大
新
レ

之
、
奏

賜
二

今
額
一。
蓋
宝
葉
源
禅
師
之
所
二

営
度
一

也
。
我
朝
至
元
甲
午
之

歳
、
東
洲
永
禅
師
来
主
二

是
山
一、
更
創
二

大
殿
一。
去
レ

今
六
十
餘
年
、

又
復
傾
圯
。
其
他
屋
宇
堂
室
、
亦
凛
焉
若
レ

不
レ

可
レ

居
。
寺
之
耆

宿
与
二

大
夫
士
一

皆
曰
、
此
非
レ

有
二

大
作
為
一

不
レ

足
二

以
成
一レ

此
。

乃
択
二

碩
徳
通
材
者
三
人
一、
上
二

之
行
宣
政
院
一。
至
正
十
七
年
春
、

径
山
南
楚
悦
公
高
弟
弟
子
、
見
心
復
禅
師
応
レ

選
実
来
。
師
堅
愨

而
任
レ

事
、
辯
博
而
識
微
。
既
至
顧
瞻
彷
徨
、
晨
夜
勤
悴
。
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三
六

 

と
記
し
て
お
り
、
唐
末
か
ら
宋
代
を
経
て
元
代
に
至
る
定
水
寺
の
比

較
的
詳
し
い
消
息
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
唐
代
の

大
梅
法
常
（
七
五
二
―
八
三
九
）
が
定
水
寺
創
立
の
基
を
な
し
た
開

化
の
地
で
あ
っ
た
と
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
古
く
は
甘
泉

に
因
ん
で
清
泉
寺
と
称
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
智
鑑
が
住
持
し
て

い
た
頃
の
定
水
寺
に
つ
い
て
は
状
況
が
定
か
で
な
い
が
、
南
宋
後
期

の
嘉
熙
年
間
（
一
二
三
七
―
一
二
四
〇
）
に
太
師
越
国
公
の
袁
韶
（
字

は
彦
淳
、
一
一
六
一
―
一
二
三
七
）
が
朽
ち
か
け
て
い
た
伽
藍
を
一

新
し
、
こ
の
と
き
「
定
水
教
忠
報
徳
禅
寺
」
の
勅
額
を
受
け
た
と
す

る
。
南
宋
末
元
初
に
は
松
源
派
の
宝
葉
妙
源
（
晋
之
、
一
二
〇
七
―

一
二
八
一
）
や
東
洲
寿
永
が
化
導
を
な
し
、元
末
に
は
見
心
来
復
（
蒲

庵
、
一
三
一
九
─
一
三
九
一
）
が
伽
藍
を
修
復
し
て
い
る
。

（
13
）　

「
瑞
巌
石
牕
禅
師
塔
銘
」
に
「
隆
興
改
元
、
趙
公
侍
郎
出
守
二

四

明
一、
命
主
二

報
恩
一。
兵
燹
之
餘
、
前
人
相
継
興
造
。
凡
所
レ

未
レ

備
者
、

如
二

鐘
経
二
台
等
処
一、
皆
師
所
レ

建
。
軒
敞
宏
大
、
遂
為
二

一
城
蘭
若

之
冠
一

」
と
あ
り
、
や
は
り
侍
郎
の
趙
子
潚
が
明
州
府
主
に
就
任
し

た
際
に
、
石
窓
法
恭
は
明
州
府
城
の
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺
の
住
持
に

招
か
れ
て
お
り
、
堂
宇
の
刷
新
に
努
め
て
い
る
。

（
14
）　

王
伯
庠
（
字
は
伯
礼
、
一
一
〇
六
―
一
一
七
三
）
は
明
州
の

王
氏
の
出
身
で
、
南
宋
初
期
の
儒
学
者
か
つ
政
治
家
で
あ
り
、
詩

人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。「
勅
諡
宏
智
禅
師
行
業
記
」
の
末
尾
に

は
「
乾
道
二
年
六
月
日
、
左
朝
奉
大
夫
侍
御
史
王
伯
庠
記
」（
大
正

蔵
四
八
・
一
二
一
ａ
）
と
あ
り
、
智
鑑
が
定
水
寺
に
住
持
し
た
二
年

後
の
乾
道
二
年
（
一
一
六
六
）
六
月
に
「
宏
智
禅
師
行
業
記
」
を
撰

述
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
四
明
尊
者
教
行
録
』
巻
七
「
宝

雲
振
祖
集
」
の
「
鉅
宋
明
州
宝
雲
通
公
法
師
石
塔
記
」
に
王
伯
庠
が

左
朝
散
郎
主
管
台
州
崇
道
観
の
肩
書
き
で
明
州
宝
雲
寺
の
惟
遠
義
通

（
九
二
七
―
九
八
八
）
の
石
塔
記
に
後
書
（
大
正
蔵
四
六
・
九
三
〇
ａ

～
ｂ
）
を
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
『
釈
門
正
統
』
巻
七
「
道
琛
」
の

項
に
「
及
レ

主
二

延
慶
一、
果
第
八
代
。
王
伯
庠
記
二

行
業
一

」（
卍
続
蔵

一
三
〇
・
四
三
六
ａ
）
と
あ
り
、
王
伯
庠
が
天
台
宗
の
円
辨
道
琛
（
元

常
、
一
〇
八
六
―
一
一
五
三
）
の
行
業
記
も
撰
し
て
い
る
。

（
15
）　

『
真
州
長
蘆
了
和
尚
劫
外
録
』
に
附
録
さ
れ
る
「
崇
先
真
歇
了
禅

師
塔
銘
」
に
「
二
十
一
年
、
勅
建
二

崇
先
顕
孝
禅
院
一、
成
詔
レ

師
主
レ

 

席
。（
中
略
）
嗣
法
出
世
者
、
曰
慧
悟
住
二

真
州
長
蘆
一、
曰
宗
珏
住
二

明
州
雪
竇
一、
曰
傳
卿
住
二

建
康
府
移
忠
報
慈
一、
曰
得
明
〈
徳
朋
〉
住
二

 

臨
安
府
崇
先
顕
孝
一、
総
三
十
餘
人
」（
卍
続
蔵
一
二
四
・
三
一
八
ａ
）

と
あ
り
、『
補
続
高
僧
伝
』
巻
九
「
徳
朋
禅
師
伝
」
に
「
未
二

両
年
一、

復
得
レ

旨
住
二

崇
先
一。
乾
道
三
年
、
無
レ

疾
而
逝
。
有
二

澹
堂
竹
筒
語

録
一

行
レ

世
」（
卍
続
蔵
一
三
四
・
八
八
ａ
）
と
あ
る
。

（
16
）　

松
源
派
の
虚
堂
智
愚
の
高
弟
で
あ
る
宝
葉
妙
源
に
関
し
て
は
、

元
代
の
袁
桷
（
字
は
伯
長
、
清
容
居
士
、
一
二
六
六
―
一
三
二
七
）

の
『
清
容
居
士
集
』
巻
三
一
「
墓
誌
銘
〈
塔
銘
附
〉」
に
「
定
水
源

禅
師
塔
銘
」
が
存
し
て
お
り
、
詳
し
く
は
佐
藤
秀
孝
「
宝
葉
妙
源

と
『
虚
堂
和
尚
語
録
』
―
南
宋
末
元
初
に
菩
薩
道
を
貫
い
た
祖
師

―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
六
年
一
〇

月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
松
源
派
の
横
川
如
珙
（
此
庵
、
子
璞
、

一
二
二
二
─
一
二
八
九
）
の
『
横
川
和
尚
語
録
』
巻
上
「
明
州
阿
育

王
山
広
利
禅
寺
語
録
」
に
「
永
蔵
主
赴
二

定
水
一

請
上
堂
」（
卍
続
蔵

一
二
三
・
一
八
八
ｂ
）
を
収
め
て
お
り
、
巻
下
「
讃
」
の
「
天
目
和



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
七

尚
讃
二

松
源
和
尚
像
一。
永
長
老
請
レ

讃
」
に
も
「
断
二

楊
岐
旨
一、
滅
二

臨
済
宗
一、
分
二

付
定
水
一、
打
レ

鳳
羅
レ

龍
」（
卍
続
蔵
一
二
三
・
二
〇
一

ａ
）
の
語
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
松
源
派
の
横
川
如
珙
の
法
を
嗣
い
だ

東
州
寿
永
も
定
水
寺
に
住
持
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
松
源
崇
嶽
―

滅
翁
文
礼
（
天
目
）
―
横
川
如
珙
―
東
州
寿
永
と
相
承
し
て
い
る
。

ま
た
破
庵
派
の
平
石
如
砥
（
契
此
里
人
、
一
二
六
八
―
一
三
五
七
）

の
『
平
石
和
尚
語
録
』
に
は
「
平
石
和
尚
定
水
禅
寺
語
録
」（
卍
続

蔵
一
二
二
・
一
八
九
ａ
～
一
九
一
ｄ
）
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。『
雪
竇

寺
誌
』
巻
六
上
「
塔
銘
」
の
「
無
印
証
禅
師
寿
塔
銘
」
や
同
じ
く
『
雪

竇
寺
誌
』
巻
六
中
「
行
状
」
の
「
無
印
証
禅
師
行
状
」
に
よ
れ
ば
、

宏
智
派
の
無
印
大
証
（
自
鏡
叟
、
仏
日
円
明
慧
辯
禅
師
、
一
二
九
七

─
一
三
六
一
）
も
元
代
後
期
に
定
水
寺
に
住
持
し
て
お
り
、
と
く

に
大
証
は
智
鑑
と
同
じ
曹
洞
禅
者
と
し
て
定
水
寺
と
雪
竇
山
の
二

ヵ
寺
に
住
持
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。『
大
拙
和
尚
年
譜
』（
内
題
は

「
前
住
建
長
大
拙
和
尚
年
譜
」）
に
よ
れ
ば
、
幻
住
派
の
大
拙
祖
能

（
一
三
一
三
―
一
三
七
七
）
は
在
元
中
の
至
正
一
〇
年
（
一
三
五
〇
）

に
定
水
寺
で
大
証
に
参
学
し
て
い
る
。
無
印
大
証
と
定
水
寺
に
関
し

て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
元
代
曹
洞
禅
僧
列
伝
（
下
）
―
雪
竇
山
の
無

印
大
証
を
中
心
に
―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
四
号
、

一
九
九
五
年
一
〇
月
）
の
「
定
水
寺
へ
の
遷
住
」
と
「
日
本
禅
僧
の

参
学
」
の
項
を
参
照
。

（
17
）　

『
補
続
高
僧
伝
』
巻
二
五
「
復
見
心
伝
」
に
「
浙
省
右
丞
相
達
公

九
成
、
慕
二

師
精
進
一、
起
住
二

蘇
之
虎
丘
一、
辞
不
レ

赴
。
会
兵
起
、
避
二

 

地
会
稽
山
中
一。
慈
渓
与
二

会
稽
一

隣
レ

壌
、
中
有
二

定
水
院
一、
直
二

東
海

之
浜
一、
幽
閴
遼
夐
、
可
二

以
縛
一レ

禅
、
復
延
レ

師
出
主
レ

之
。
師
為
起
二

其
廃
一、
禅
門
典
礼
、
依
次
挙
行
、
瓶
錫
翩
翩
来
萃
、
乞
食
養
レ

之
、
共

 

激
二

揚
第
一
義
諦
一。
尋
以
二

干
戈
一

載
途
、
不
レ

能
レ

見
レ

母
、
作
二

室

寺
東
澗
一、
取
二

陳
尊
宿
故
事
一、
名
為
二

蒲
菴
一、
示
レ

思
レ

親
也
」（
卍

続
蔵
一
三
四
・
一
八
七
ｂ
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
松
源
派
の
見
心
来

復
が
定
水
寺
に
住
持
し
た
記
事
と
定
水
寺
境
内
の
蒲
菴
で
母
を
養
っ

た
消
息
を
伝
え
て
い
る
。
来
復
に
関
し
て
は
井
出
誠
之
輔
「
頂
相
に

お
け
る
像
主
の
表
象
―
見
心
来
復
像
の
場
合
―
」（『
佛
教
藝
術
』
第

二
八
二
号
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）
が
存
し
、
佐
賀
県
鳥
栖
市
河
内
町

の
本
城
山
萬
歳
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
見
心
来
復
の
自
賛
頂
相
（
国
指
定

重
要
文
化
財
）
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
来
復
が
頂
相
に
寄
せ
た

自
賛
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

教
不
レ

看
禅
不
レ

会
、
少
二

慈
悲
一

多
二

懈
怠
一。
量
窄
而
似
レ

寛
、
見

広
而
似
レ

隘
。
斂
二

滄
海
於
一
漚
一、
納
二

須
弥
於
一
芥
一。
長
身
短
身
、

鑑
照
無
礙
。
謂
二

是
蒲
菴
一

則
触
、
謂
レ

非
二

蒲
菴
一

則
背
。
捏
二

聚

虚
空
一

貌
則
真
、
話
行
却
在
二

搏
桒
外
一。

　

謙
以
亨
蔵
主
、
東
還
二

日
本
一、
絵
二

予
陋
質
一

需
レ

語
。
勉
書
レ

此
、
以
答
二

其
意
一。

　

皇
元
至
正
乙
巳
仲
春
、鄞
定
水
住
山
来
復
。［
沙
門
来
復
］［
見
心
］

 

　

こ
れ
は
日
本
に
帰
る
法
嗣
の
以
亨
得
謙
（
益
宗
、
嬾
牧
、
？
―

一
四
〇
二
）
に
対
し
て
付
与
し
た
も
の
で
あ
り
、
来
復
は
元
末
の
至

正
二
五
年
（
一
三
六
五
）
二
月
に
定
水
寺
の
住
持
と
し
て
頂
相
に
自

賛
を
揮
毫
し
て
い
る
。
来
復
の
ほ
か
に
禅
僧
が
母
を
養
っ
た
事
蹟
と

し
て
は
、
南
宋
末
期
に
日
本
に
赴
く
以
前
に
破
庵
派
（
仏
光
派
祖
）

の
無
学
祖
元
（
子
元
、
仏
光
国
師
、
一
二
二
六
―
一
二
八
六
）
が
白

雲
庵
を
結
ん
で
母
を
養
っ
た
逸
話
が
あ
り
、
日
本
で
も
鎌
倉
後
期
に



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
八

越
前
（
福
井
県
）
永
平
寺
を
退
住
し
た
曹
洞
宗
永
平
下
の
徹
通
義
介

（
義
鑑
、
一
二
一
九
―
一
三
〇
九
）
が
寺
内
に
養
母
堂
を
結
ん
で
老

母
を
養
っ
た
事
例
な
ど
が
存
し
て
い
る
。

（
18
）　

佐
藤
秀
孝
「
明
庵
栄
西
の
在
宋
中
の
動
静
に
つ
い
て
（
上
）
─

第
一
次
入
宋
と
重
源
お
よ
び
阿
育
王
山
広
利
寺
を
め
ぐ
っ
て
─
」

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
三
号
、平
成
二
四
年
〈
二
〇
一
二
〉

一
〇
月
）
の
「
日
本
僧
重
源
と
の
遭
遇
」
と
「
天
台
山
拝
登
と
石
橋

の
阿
羅
漢
」
の
項
を
参
照
。

（
19
）　

佐
藤
秀
孝
「
明
庵
栄
西
の
在
宋
中
の
動
静
に
つ
い
て
（
中
）
─

第
二
次
入
宋
か
ら
天
台
山
万
年
寺
の
虚
庵
懐
敞
と
の
邂
逅
─
」（『
駒

澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
四
号
、
平
成
二
五
年
〈
二
〇
一
三
〉

一
〇
月
）
の
「
万
年
寺
の
懐
敞
と
の
邂
逅
」
の
項
を
参
照
。

（
20
）　

烏
巨
正
光
は
宰
相
呉
敏
（
字
は
元
中
、
中
橋
居
士
、
一
〇
八
九

―
一
一
三
二
）
の
俗
弟
で
あ
り
、
も
と
俗
名
を
呉
敍
（
字
は
元
常
）

と
い
う
。
兄
の
呉
敏
は
真
歇
清
了
に
参
学
し
た
居
士
と
し
て
知
ら
れ
、

「
真
州
長
蘆
了
禅
師
劫
外
録
序
」
を
書
し
て
い
る
。
正
光
に
関
し
て

は
『
梁
谿
漫
志
』
巻
九
「
二
儒
為
僧
」
に
記
事
が
存
し
、そ
こ
に
「
呉

元
中
丞
相
之
弟
、
名
敍
、
字
元
常
。（
中
略
）
忽
棄
レ

官
為
レ

僧
。
法

名
正
光
、
歴
二

住
万
年
・
国
清
諸
刹
一、
挽
主
二

衢
之
烏
巨
寺
一

」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
烏
巨
正
光
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
宏
智
正
覚
の

嗣
法
門
人
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
三
号
、
平
成

一
七
年
〈
二
〇
〇
五
〉
三
月
）
の
「
烏
巨
正
光
」
の
項
を
参
照
。

（
21
）　

趙
伯
圭
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
巻
二
四
四
「
列
伝
第
三
〈
宋
室

一
〉」
に
「
嗣
秀
王
伯
圭
」
と
し
て
伝
が
存
す
る
。
ま
た
『
叢
林
盛
事
』

巻
下
の
末
尾
に
「
滎
陽
郡
王
」
と
し
て
、

　

滎
陽
郡
王
、
初
居
二

嘉
禾
一、
官
職
未
レ

登
、
家
居
零
落
。
時
誰
菴

粹
禅
師
住
二

報
恩
一、
与
レ

王
交
遊
、
凡
有
二

所
疑
一、
靡
レ

不
二

応
対
一。

 

及
二

孝
宗
即
位
一、
王
累
開
二

大
藩
一、
以
二

諸
方
名
刹
一

多
命
レ

粹
主
レ

之
。

晩
請
二

何
山
一

為
二

功
徳
寺
一、
亦
命
レ

粹
主
レ

之
、
特
賜
二

紫
服
一。
円

悟
禅
師
其
子
孫
、
亦
為
二

大
法
金
湯
一。
謂
下

是
互
乗
二

大
願
力
一

来
上

者
也
。（
卍
続
蔵
一
四
八
・
四
八
ａ
）

 

と
い
う
記
事
が
存
し
、
趙
伯
圭
が
嗣
承
未
詳
の
誰
菴
□
粹
と
親
し
い

道
交
を
な
し
、
湖
州
（
浙
江
省
）
何
山
寺
の
住
持
な
ど
に
抜
擢
し
た

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
じ
『
叢
林
盛
事
』
巻
下
「
伊
菴
権
」
の
項
に
、

　

伊
菴
権
、
臨
安
昌
化
人
。
嗣
二

無
菴
全
一、
出
二

世
万
年
一。
一
坐
九

年
、
法
席
大
振
。
然
権
律
レ

身
奉
レ

衆
、
言
行
俱
有
二

準
縄
一。
大
率

効
二

仏
智
裕
・
誰
菴
粹
之
為
一レ

人
、
座
下
常
安
二

五
百
衆
一。（
卍
続

蔵
一
四
八
・
四
〇
ａ
）

 

と
あ
り
、
楊
岐
派
の
伊
庵
有
権
が
為
人
接
化
と
し
て
範
と
し
た
の
が

蓬
庵
端
裕
（
仏
智
禅
師
）
と
誰
菴
□
粋
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
端
裕

は
圜
悟
克
勤
の
法
を
嗣
い
だ
高
弟
で
あ
る
か
ら
、
誰
菴
□
粋
も
克
勤

の
法
流
に
属
す
る
楊
岐
派
の
禅
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
22
）　

広
慧
法
聡
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
宏
智
正
覚
の
嗣
法
門

人
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
三
号
、
平
成
一
七
年

〈
二
〇
〇
五
〉
三
月
）
の
「
広
慧
法
聡
」
の
項
を
参
照
。

（
23
）　

栄
西
と
広
慧
寺
の
知
客
と
の
因
縁
は
佐
藤
秀
孝
「
明
庵
栄
西
の

在
宋
中
の
動
静
に
つ
い
て
（
上
）
─
第
一
次
入
宋
と
重
源
お
よ
び
阿

育
王
山
広
利
寺
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第

四
三
号
、
平
成
二
四
年
〈
二
〇
一
二
〉
一
〇
月
）
の
「
明
州
広
慧
寺

の
知
客
と
の
問
答
」
の
項
を
参
照
。



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

三
九

（
24
）　

『
仏
鑑
禅
師
語
録
』
巻
一
に
「
仏
鑑
禅
師
初
住
慶
元
府
清
涼
禅

寺
語
録
」（
卍
続
蔵
一
二
一
・
四
二
七
ｃ
～
四
三
〇
ｄ
）
が
収
め
ら
れ

て
お
り
、
無
準
師
範
が
嘉
定
一
三
年
（
一
二
二
〇
）
三
月
二
八
日
に

清
涼
広
慧
寺
に
入
院
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
25
）　

趙
愷
に
関
し
て
は
『
宋
史
』
巻
二
四
六
「
列
伝
第
五
〈
宋
室
三
〉」

に
「
魏
恵
憲
王
諱
愷
」
と
し
て
伝
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
26
）　

『
松
源
和
尚
語
録
』
巻
上
に
「
明
州
香
山
智
度
禅
院
語
録
」（
卍

続
蔵
一
二
一
・
二
九
六
ｂ
～
二
九
七
ｃ
）
を
収
め
て
お
り
、『
偃
渓
和

尚
語
録
』
巻
上
に
は
「
住
慶
元
府
香
山
智
度
禅
寺
語
録
」（
卍
続
蔵

一
二
一
・
一
三
〇
ｃ
～
一
三
一
ｄ
）
を
収
め
、『
介
石
和
尚
語
録
』
に

も
「
慶
元
府
香
山
孝
慈
真
応
禅
寺
語
録
」（
卍
続
蔵
一
二
一
・
一
八
九

ｂ
～
一
九
〇
ａ
）
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
香
山
の
禅

刹
は
智
度
禅
院
ま
た
は
智
度
禅
寺
か
ら
南
宋
末
期
に
は
孝
慈
真
応
禅

寺
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
27
）　

大
慧
派
の
季
潭
宗
泐
（
全
室
、
一
三
一
八
―
一
三
九
一
）
の
『
全

室
外
集
』
巻
九
「
疏
」
に
「
雲
天
章
住
二

四
明
香
山
一

杭
諸
山
疏
」
が

存
し
、
そ
こ
に
「
久
分
二

真
味
一、
銀
椀
盛
レ

雪
、
明
月
蔵
レ

鷺
、
大
闡
二

 

玄
猷
一。
起
レ

家
継
二

隰
州
高
風
一、
結
レ

社
得
二

香
山
勝
地
一

」
と
あ
る
か

ら
、
宏
智
派
の
無
印
大
証
の
法
を
嗣
い
だ
天
章
景
雲
が
明
代
初
期
に

香
山
智
度
寺
に
住
持
し
て
宏
智
正
覚
（
隰
州
古
仏
）
の
曹
洞
宗
旨
を

振
る
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
佐
藤
秀
孝
「
元
代
曹

洞
禅
僧
列
伝
（
下
）
─
雪
竇
山
の
無
印
大
証
を
中
心
に
─
」（『
駒
澤

大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
四
号
、平
成
五
年
〈
一
九
九
三
〉
一
〇
月
）

の
「
天
章
景
雲
」
の
項
を
参
照
。

（
28
）　

范
成
大
に
関
し
て
は
『
宋
史
』
巻
三
八
六
「
列
伝
第
一
四
五
」

に
「
范
成
大
」
と
し
て
伝
が
存
し
て
い
る
。

（
29
）　

了
堂
思
徹
に
関
し
て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
宏
智
正
覚
の
嗣
法
門
人

に
つ
い
て
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
三
号
、
平
成

一
七
年
〈
二
〇
〇
五
〉
三
月
）
の
「
了
堂
思
徹
」
の
項
に
詳
し
い
。

（
30
）　

明
州
天
寧
寺
に
お
け
る
直
翁
可
挙
の
活
動
に
関
し
て
は
、
佐
藤

秀
孝
「
直
翁
可
挙
と
南
宋
末
元
初
の
曹
洞
宗
─
宏
智
派
の
日
本
へ

の
伝
来
を
踏
ま
え
て
─
」（『
宗
学
研
究
』
第
四
六
号
、
平
成
一
六
年

〈
二
〇
〇
四
〉
三
月
）
や
同
「
明
州
天
寧
寺
の
直
翁
可
挙
に
つ
い
て

─
南
宋
末
元
初
に
お
け
る
曹
洞
宗
宏
智
派
の
動
向
─
」（『
駒
澤
大
学

仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
二
号
、
平
成
一
六
年
〈
二
〇
〇
四
〉
三

月
）
お
よ
び
同
「
玉
山
玄
提
の
入
元
帰
国
と
日
向
大
慈
寺
の
創
建
」（
永

田
文
昌
堂
『
竹
貫
元
勝
博
士
還
暦
記
念
論
集
・
禅
と
そ
の
周
辺
学
の

研
究
』
所
収
、
平
成
一
七
年
〈
二
〇
〇
五
〉
一
月
）
に
詳
し
い
。

（
31
）　

寧
波
市
の
中
山
西
路
に
存
し
た
明
州
天
寧
寺
に
関
し
て
は
、

村
井
章
介
「
歴
史
手
帖
・
明
州
天
寧
寺
探
索
」（『
日
本
歴
史
』
第

六
二
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
お
よ
び
上
田
純
一
『
足
利
義
満
と

禅
宗
』（
法
蔵
館
、二
〇
一
一
年
九
月
）
の
「
コ
ラ
ム
１
寧
波
天
寧
寺
」

（
二
四
頁
～
二
九
頁
）
に
歴
史
的
変
遷
と
現
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　

大
慧
派
の
物
初
大
観
（
一
二
〇
一
―
一
二
六
八
）
の
『
物
初
和

尚
語
録
』「
自
賛
」
に
「
西
山
泳
長
老
請
賛
」「
棲
真
身
長
老
請
賛
」「
梨

洲
戒
長
老
請
賛
」（
卍
続
蔵
一
二
一
・
九
八
ｃ
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
中
で
□
泳
長
老
が
住
持
し
た
西
山
と
は
西
山
資
国
寺
の
こ
と
を

指
す
で
あ
ろ
う
。

（
33
）　

直
翁
可
挙
と
西
山
資
国
寺
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
明
州
天

寧
寺
の
直
翁
可
挙
に
つ
い
て
─
南
宋
末
元
初
に
お
け
る
曹
洞
宗
宏
智



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

四
〇

派
の
動
向
─
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
二
号
、
平

成
一
六
年
三
月
）
の
「
天
寧
寺
退
休
と
西
山
閑
居
」
を
参
照
。

（
34
）　

石
窓
法
恭
の
示
寂
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
明
州
瑞
巌
寺
の

石
窓
法
恭
に
つ
い
て
─
南
宋
初
期
に
活
躍
し
た
宏
智
門
下
の
破
家
子

─
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
五
号
、
平
成
一
九
年

〈
二
〇
〇
七
〉
三
月
）
の
「
示
寂
と
後
事
」
の
項
を
参
照
。
自
得
慧

暉
の
示
寂
に
つ
い
て
は
佐
藤
秀
孝
「
自
得
慧
暉
の
活
動
と
そ
の
禅
風

（
上
）
─
曹
洞
宗
宏
智
派
の
源
流
と
し
て
─
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学

部
論
集
』
第
二
五
号
、
平
成
六
年
〈
一
九
九
四
〉
一
〇
月
）
の
「
示

寂
と
後
事
」
の
項
を
参
照
。

（
35
）　

『
増
集
続
伝
燈
録
』
巻
一
「
蘇
州
万
寿
月
林
師
観
禅
師
」
の
章
（
卍

続
蔵
一
四
二
・
三
八
三
ａ
～
ｂ
）
に
は
師
観
の
修
行
遍
参
の
過
程
は

一
切
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雪
竇
山
の
智
鑑
に
参
学
し
た
記
事
は
見
ら

れ
な
い
。
一
方
、
東
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
東
福
円
爾
（
辨
円
、
聖
一

国
師
、
一
二
〇
二
─
一
二
八
〇
）
が
請
来
し
た
『
宗
派
図
』（
詳
し

く
は
『
禅
宗
伝
法
宗
派
図
』
と
も
）
に
は
「
無
際
修
禅
師
」
の
法
嗣

と
し
て
「
月
林
観
禅
師
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
五
祖
法
演

―
開
福
道
寧
―
月
庵
善
果
―
老
衲
祖
証
―
月
林
師
観
と
い
う
嗣
承
と

は
別
に
、
一
説
に
五
祖
法
演
―
圜
悟
克
勤
─
此
庵
景
元
─
或
庵
師
体

─
無
証
了
修
─
月
林
師
観
と
嗣
承
し
た
と
す
る
伝
承
も
存
し
た
も
の

ら
し
い
が
、
こ
れ
は
史
実
と
し
て
は
認
め
が
た
い
。
ち
な
み
に
「
無

際
修
禅
師
」
と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
「
無
証
修
禅
師
」
の
誤
り
で
あ

り
、『
月
林
観
禅
師
語
録
』
巻
末
「
月
林
観
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

師
観
は
無
証
了
修
の
も
と
で
首
座
を
務
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
た
め

一
に
了
修
の
法
嗣
と
も
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
36
）　

同
じ
く
瑩
山
紹
瑾
の
流
布
本
『
洞
谷
記
』
に
所
収
さ
れ
る
「
洞

谷
伝
燈
院
五
老
悟
則
并
行
業
略
記
」
の
「
高
祖
大
宋
国
裏
明
州
天

童
三
十
一
代
和
尚
」
の
項
で
は
「
十
八
歳
、
捨
二

教
学
一

参
二

祖
席
一

」

（
曹
全
宗
源
下
・
五
一
三
ａ
）
と
あ
り
、
如
浄
が
禅
門
に
帰
投
し
た

の
を
一
八
歳
の
と
き
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
え
ば
淳
煕
六
年

（
一
一
七
九
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
37
）　

『
渭
南
文
集
』
巻
四
〇
「
別
峰
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、
別
峰

宝
印
が
慧
暉
の
後
席
を
継
い
で
雪
竇
山
に
住
持
し
た
こ
と
が
窺
え
る

が
、
淳
熙
七
年
（
一
一
八
〇
）
夏
に
宝
印
は
雪
竇
山
か
ら
杭
州
径
山

に
遷
住
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
法
恭
は
范
成
大
の
請
を
受
け
て

雪
竇
山
に
住
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
法
恭
が
雪
竇
山
に

住
持
し
て
い
た
の
は
き
わ
め
て
短
期
に
限
ら
れ
て
お
り
、「
瑞
巌
石

牕
禅
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
、

　

大
参
范
公
、
請
二

師
于
雪
竇
一。
自
得
暉
公
、
帰
二

自
浄
慈
一、
乃
請

以
二

雪
竇
一

還
レ

之
、
復
居
二

瑞
巌
一。

 

と
あ
り
、
慧
暉
が
同
年
秋
に
杭
州
浄
慈
寺
か
ら
雪
竇
山
に
戻
っ
た
際
、

法
恭
は
雪
竇
山
の
住
持
を
辞
し
て
明
州
定
海
県
の
瑞
巌
開
善
寺
に
再

住
し
て
い
る
。

（
38
）　

大
澤
邦
由
・
劉
勤
「
禅
林
の
厠
掃
除
─
雪
隠
と
い
う
美
称
、
及

び
浄
頭
職
の
変
遷
─
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
』
第
二
二
号
、

二
〇
一
九
年
二
月
）
に
浄
頭
職
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
が
存
す
る
。

（
39
）　

『
感
山
雲
臥
紀
譚
』
巻
上
「
仏
心
禅
師
才
公
」
の
項
に
、

　

于
レ

時
西
禅
衆
逾
二

萬
指
一、
才
発
心
領
二

浄
頭
職
一。
一
夕
汛
掃
次
、

隆
適
夜
参
、
至
則
遇
二

結
座
一。
擲
二

拄
杖
一

云
、
了
即
毛
端
吞
二

巨
海
一、

始
知
大
地
一
微
塵
。
才
豁
然
有
レ

省
。（
卍
続
蔵
一
四
八
・
四
ａ
）



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

四
一

 

と
あ
り
、『
枯
崖
和
尚
漫
録
』
巻
上
「
愛
堂
妙
湛
禅
師
」
の
項
に
も
、

　

愛
堂
妙
湛
禅
師
、
依
二

水
庵
於
杭
之
浄
慈
一、
為
二

水
頭
・
浄
頭
一。

一
日
於
二

寺
前
一

挙
レ

扇
化
レ

銭
、
忽
然
猛
省
、
因
忘
レ

縮
レ

臂
。
旁

僧
訶
曰
、
獃
子
、
扇
上
有
レ

銭
了
。
通
身
汗
出
、
掖
帰
白
二

水
庵
一、

 

而
印
二

可
之
一。
亦
有
レ

頌
示
レ

之
云
、
一
堆
屎
上
一
尊
仏
、
放
二

出

毫
光
一

照
二

天
地
一。
鑊
湯
爐
炭
裏
生
レ

蓮
、
只
因
二

洗
面
一

摸
二

著
鼻
一。

（
卍
続
蔵
一
四
八
・
七
四
ａ
）

 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
黄
龍
派
の
仏
心
本
才
（
？
―
一
一
五
〇
）
や
楊

岐
派
の
愛
堂
妙
湛
な
ど
が
修
行
期
に
浄
頭
の
職
位
を
務
め
て
い
る
。

と
く
に
愛
堂
妙
湛
の
場
合
は
浄
慈
寺
の
水
庵
師
一
の
も
と
で
浄
頭
の

役
を
熟
し
て
印
可
を
得
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

（
40
）　

『
建
中
靖
国
続
燈
録
』
巻
一
八
「
廬
山
同
安
崇
勝
禅
院
慶
通
禅
師
」

の
章
に
、

　

問
、
師
唱
二

誰
家
曲
一、
宗
風
嗣
二

阿
誰
一。
師
云
、
燕
子
不
レ

離
二

旧
窠
一。

（
卍
続
蔵
一
三
六
・
一
三
七
ｃ
）

 

と
あ
る
。
旧
窠
と
は
旧
来
の
鳥
の
巣
の
意
で
あ
り
、
な
か
な
か
離
れ

難
い
従
来
持
ち
合
わ
せ
て
き
た
も
の
の
見
方
な
ど
を
い
う
。
育
っ
た

巣
を
飛
び
立
た
な
け
れ
ば
真
の
鳥
に
は
な
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
旧
窠

を
脱
す
る
と
は
、
修
行
僧
が
従
来
培
っ
て
き
た
見
解
を
打
破
し
て
真

に
目
覚
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
41
）　

『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
五
「
南
嶽
懐
譲
禅
師
」
の
章
に
「
乃
直
詣
二

 

曹
谿
一

参
二

六
祖
一。
祖
問
、
什
麼
処
来
。
曰
、
嵩
山
来
。
祖
曰
、
什
麼

物
恁
麼
来
。
曰
、
説
二

似
一
物
一

即
不
レ

中
。
祖
曰
、
還
可
二

修
証
一

否
。

曰
、
修
証
即
不
レ

無
、
汚
染
即
不
レ

得
。
祖
曰
、
只
此
不
汚
染
、
諸
仏

之
所
二

護
念
一、汝
既
如
レ

是
、吾
亦
如
レ

是
」（
大
正
蔵
五
一
・
二
四
〇
ｃ
）

と
あ
る
。

（
42
）　

無
学
祖
元
と
浄
頭
の
職
位
に
つ
い
て
は
松
源
派
（
法
海
派
祖
）

の
無
象
静
照
（
法
海
禅
師
、一
二
三
四
―
一
三
〇
六
）
が
撰
し
た
「
仏

光
禅
師
行
状
」
に
、

 

次
年
東
旋
二

大
慈
一、于
レ

時
物
初
観
主
レ

席
。
師
為
レ

衆
持
浄
者
二
載
。

因
看
二

妙
癡
禅
普
説
一、
次
日
躡
二

井
楼
一

打
レ

水
、
牽
二

動
轆
轤
一、
大

発
二

無
礙
機
用
一。
而
無
準
向
所
レ

示
香
厳
撃
竹
頌
及
狗
子
無
仏
性

話
、
於
レ

斯
頓
絶
二

消
息
一。
是
年
三
十
六
矣
。
当
年
物
初
請
帰
二

後

版
一。（
大
正
蔵
八
〇
・
二
四
〇
ｃ
）

 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
祖
元
自
身
も
『
仏
光
国
師
語
録
』
巻

九
「
拾
遺
襍
録
」
に
載
る
守
塔
比
丘
光
一
編
「
告
香
普
説
」
に
て
「
穐

後
帰
二

天
童
一、
次
年
帰
二

大
慈
一。
第
三
年
作
二

浄
頭
一。
因
看
二

妙
癡
禅

普
説
一、
出
到
二

井
楼
一

打
レ

水
、
牽
二

動
轆
轤
一。
不
レ

覚
、
百
千
三
昧
皆

在
二

手
頭
一

」（
大
正
蔵
八
〇
・
二
二
八
ｂ
～
ｃ
）
と
述
べ
て
い
る
。
祖

元
は
無
準
師
範
ら
に
参
学
し
た
後
、
明
州
鄞
県
の
大
慈
山
教
忠
報
国

寺
に
赴
き
、
大
慧
派
の
物
初
大
観
の
も
と
で
浄
頭
（
持
浄
）
の
職
位

を
務
め
て
い
る
。
詳
し
く
は
佐
藤
秀
孝
「
無
学
祖
元
の
伝
記
史
料
─

無
象
静
照
撰
『
仏
光
禅
師
行
状
』
の
訓
註
─
」（『
駒
澤
大
学
禅
研
究

所
年
報
』
第
二
四
号
、平
成
二
四
年
〈
二
〇
一
二
〉
一
二
月
）
の
「
明

州
大
慈
寺
の
物
初
大
観
の
も
と
で
の
研
鑚
」
の
項
を
参
照
。

（
43
）　

『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
一
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
の
章
に
、

　

復
告
二

迦
葉
一、
吾
将
二

金
縷
僧
伽
梨
衣
一

伝
二

付
於
汝
一、
転
授
補

処
、
至
二

慈
氏
仏
出
世
一、
勿
レ

令
二

朽
壊
一。
迦
葉
聞
レ

偈
、
頭
面
礼

足
曰
、
善
哉
善
哉
、
我
当
レ

依
レ

勅
、
恭
二

順
仏
一

故
。（
大
正
蔵

五
一
・
二
〇
五
ｃ
）



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

四
二

 

と
あ
り
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
摩
訶
迦
葉
に
金
襴
の
僧
伽
梨
衣
を
伝
授
し

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
宗
門
聯
燈
会
要
』
巻
一
「
二
祖

阿
難
尊
者
」
の
章
に
「
祖
問
二

迦
葉
一

云
、
師
兄
、
世
尊
伝
二

金
襴
袈

 

裟
一

外
、
別
伝
二

箇
甚
麼
一。
迦
葉
召
二

阿
難
一。
祖
応
諾
。
迦
葉
云
、
倒
二

 

却
門
前
刹
竿
一

著
」（
卍
続
蔵
一
三
六
・
二
二
五
ｂ
）
と
あ
る
。

（
44
）　

『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
「
郡
主
」
の
「
国
朝
」
に
「
林
枅
。
朝

請
大
夫
直
煥
章
閣
兼
主
管
沿
海
制
置
司
公
事
。
紹
煕
二
年
正
月
六
日

到
任
、
十
月
内
除
二

直
徽
猷
閣
一、
知
二

福
州
一

」
と
あ
る
か
ら
、
林
枅

の
在
任
期
間
は
紹
煕
二
年
（
一
一
九
一
）
の
一
月
か
ら
一
〇
月
ま
で

に
限
定
さ
れ
、「
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
」
の
記
載
内
容
と
合
致
し
て

い
る
。

（
45
）　

『
橘
洲
文
集
』
一
〇
巻
は
『
禅
門
逸
書
〈
初
編
第
五
冊
〉』（
臺

北
・
漢
聲
出
版
社
、
一
九
八
七
年
一
月
）
に
所
収
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

巻
七
「
雑
文
」
と
第
八
「
榜
疏
」
と
第
九
「
榜
疏
」
と
第
一
〇
「
記
」

の
み
の
欠
本
（
抄
本
）
で
あ
る
。

（
46
）　

雪
林
僧
彦
に
関
し
て
は
『
続
伝
燈
録
』
巻
三
四
の
目
録
に
「
慈

航
朴
禅
師
法
嗣
二
人
。
雪
竇
僧
彦
禅
師
・
大
平
詔
和
尚
〈
已
上
二

人
無
レ

録
〉」（
大
正
蔵
五
一
・
七
〇
一
ｂ
）
と
あ
り
、『
増
集
続
伝
燈

録
』
巻
一
の
目
録
に
お
い
て
も
「
天
童
慈
航
朴
禅
師
法
嗣
〈
嗣
二

育

王
諶
一

〉。
雪
竇
僧
彦
禅
師
〈
此
後
無
レ

伝
〉・
大
平
詔
和
尚
」（
卍
続

蔵
一
四
二
・
三
六
五
ａ
～
ｂ
）
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
禅
宗
燈
史
で

は
何
も
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
同
門
の
大
平
□
詔
に
つ
い
て

も
何
処
の
大
平
寺
に
住
持
し
た
の
か
定
か
で
な
い
。
ま
た
僧
彦
の
師

匠
で
あ
る
慈
航
了
朴
に
関
し
て
は
、
桐
野
好
覚
「
慈
航
了
朴
の
逸
文

―
『
永
平
広
録
』
と
『
先
徳
語
録
』
の
記
載
を
端
緒
と
し
て
―
」（『
宗

学
研
究
紀
要
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
の
論
考
が
存
す
る
。

（
47
）　

日
本
初
期
曹
洞
宗
の
喪
記
集
（
葬
儀
の
記
録
）
に
『
總
持
二
代

御
喪
記
』
が
存
し
て
お
り
、そ
の
中
の
「
当
山
二
祖
大
和
尚
御
遺
附
記
」

（
続
曹
全
清
規
・
二
三
ｂ
～
二
四
ａ
）
に
は
、
峨
山
韶
碩
（
紹
碩
と
も
、

一
二
七
六
―
一
三
六
六
）
の
示
寂
直
後
に
、
韶
碩
所
持
の
袈
裟
な
ど

が
法
嗣
ら
に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
總
持
第
五
世
通
幻
大
和
尚

喪
記
』
の
「
面
付
遺
付
嗣
法
小
師
物
件
」（
同
・
二
九
ａ
～
ｂ
）
に
も
、

峨
山
下
の
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
―
一
三
九
一
）
の
示
寂
直
後
に
、

嗣
法
の
弟
子
一
一
人
に
寂
霊
所
持
の
法
衣
並
び
に
禅
籍
が
分
配
さ
れ

て
い
る
。
智
鑑
の
場
合
は
示
寂
に
臨
ん
で
自
ら
法
嗣
ら
に
付
与
す
る

品
々
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
48
）　

大
覚
派
の
約
翁
徳
倹
の
伝
記
史
料
で
あ
る
「
大
日
本
国
特
賜
仏

燈
国
師
約
翁
和
尚
無
相
之
塔
銘
并
序
」
に
、

　

五
月
十
七
日
、
疾
加
レ

革
。
浴
髪
更
衣
、
集
レ

衆
訣
別
、
垂
語
曰
、

末
後
一
句
、
始
到
二

牢
関
一、
汝
等
諸
人
、
各
下
二

転
語
一。
首
座
以

下
皆
進
レ

話
。
師
無
レ

所
二

可
否
一。
明
日
親
書
二

遺
表
一

畢
、
復
召
二

諸
弟
子
一、
区
二

分
後
事
一、
且
曰
、
喪
礼
毋
レ

加
レ

厚
。
維
那
投
レ

炬

十
声
念
誦
、
又
何
假
二

餘
仏
事
一

耶
。
昔
於
二

霊
隠
一

親
見
二

退
畊
入

滅
一、大
約
類
レ

是
。
訓
餝
諄
々
移
レ

時
、聞
者
感
慨
。（
続
群
類
九
上
・

三
九
三
ｂ
）

 
と
あ
り
、
徳
倹
が
在
宋
中
に
杭
州
霊
隠
寺
で
親
し
く
破
庵
派
の
退
耕

徳
寧
（
？
―
一
二
六
九
）
の
入
滅
に
出
会
し
た
因
縁
を
踏
ま
え
て
自

身
の
葬
儀
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
智
鑑
と
同
じ
よ
う
に

質
素
な
葬
送
を
門
下
に
告
げ
て
い
る
。

（
49
）　

『
宗
統
編
年
』
巻
二
四
「
孝
宗
」
の
「
戊
子
四
年
」
項
に
「
戊



足
庵
智
鑑
と
『
雪
竇
足
菴
禅
師
塔
銘
』
（
中
）
（
佐
藤
）

四
三

子
四
年
、
曹
洞
第
十
一
世
、
明
州
天
童
珏
祖
示
寂
」（
卍
続
蔵

一
四
七
・
一
八
一
ｂ
）
と
あ
り
、
天
童
山
の
宗
珏
の
示
寂
を
乾
道
四

年
（
一
一
六
八
）
と
伝
え
て
い
る
。
同
じ
く
「
辛
卯
七
年
」
の
項
で

は
雪
竇
山
の
智
鑑
の
示
寂
を
「
曹
洞
第
十
二
世
、
雪
竇
祖
示
寂
」（
卍

続
蔵
一
四
七
・
一
八
二
ｃ
）
と
記
し
、
乾
道
七
年
（
一
一
七
一
）
で

あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
天
童
山
の
如
浄
の
示
寂
を
「
癸
巳

九
年
、
曹
洞
第
十
三
世
天
童
浄
祖
示
寂
」（
卍
続
蔵
一
四
七
・
一
八
二

ｃ
）
と
記
し
て
お
り
、乾
道
九
年
（
一
一
七
三
）
に
示
寂
し
た
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
れ
ば
僅
か
数
年
間
に
宗
珏
・
智
鑑
・
如
浄
の
師

資
三
代
が
相
継
い
で
示
寂
し
、
如
浄
も
道
元
が
生
ま
れ
る
二
五
年
以

上
も
前
に
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
に
な
る
。『
宗
統
編
年
』の
記
事
は
、

芙
蓉
道
楷
（
定
照
禅
師
、
一
〇
四
三
─
一
一
一
八
）
の
法
嗣
で
あ
る

べ
き
は
ず
の
鹿
門
自
覚
（
？
─
一
一
一
七
）
を
天
童
如
浄
の
法
嗣
と

す
る
祖
燈
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
史
実
と
は
無
関
係

に
宗
珏
・
智
鑑
・
如
浄
の
示
寂
年
時
を
設
定
し
て
実
際
の
示
寂
年
時

と
は
全
く
相
容
れ
な
い
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
到
底
、
信
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
説
で
あ
る
。

（
50
）　

『
四
明
山
志
』
巻
二
「
伽
藍
」
の
「
雪
竇
資
聖
寺
」
の
項
に
も
、

　

僧
彦
、
泉
南
程
氏
。
嗣
二

慈
航
樸
法
一。
門
庭
高
峻
、
門
人
不
レ

親
。

彦
曰
、
我
豈
以
二

仏
祖
一

為
二

奇
貨
一

而
求
レ

售
二

於
人
一。
紹
熙
三
年

八
月
示
滅
、
墖
二

於
東
山
一。
釈
宝
曇
銘
レ

之
。

 

と
し
て
雪
林
僧
彦
の
こ
と
が
簡
略
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

僧
彦
が
門
庭
高
峻
な
禅
風
を
振
る
っ
た
た
め
、
参
学
す
る
弟
子
が
親

し
く
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
51
）　

如
浄
が
杭
州
径
山
に
て
拙
庵
徳
光
（
仏
照
禅
師
）
に
参
学
し
た

様
子
は
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
下
」
の
巻
に
、

　

某
甲
そ
の
か
み
径
山
に
掛
錫
す
る
に
、
光
仏
照
そ
の
と
き
の
粥
飯

頭
な
り
き
。
上
堂
し
て
い
は
く
、
仏
法
禅
道
か
な
ら
ず
し
も
他
人

の
言
句
を
も
と
む
べ
か
ら
ず
、
た
だ
各
自
理
会
。
か
く
の
ご
と
く

い
ひ
て
、
僧
堂
裏
都
不
管
な
り
き
。
雲
来
兄
弟
也
都
不
管
な
り
、

祇
管
与
官
客
相
見
追
尋
す
る
の
み
な
り
。
仏
照
こ
と
に
仏
法
の
機

関
を
し
ら
ず
、
ひ
と
へ
に
貪
名
愛
利
の
み
な
り
。
仏
法
も
し
各
自

理
会
な
ら
ば
、
い
か
で
か
尋
師
訪
道
の
老
古
錐
あ
ら
ん
。
真
个
是

光
仏
照
不
曾
参
禅
也
。
い
ま
諸
方
長
老
無
道
心
な
る
、
た
だ
光
仏

照
箇
児
子
也
。
仏
法
那
得
他
手
裏
有
、
可
惜
可
惜
。
か
く
の
ご
と

く
い
ふ
に
、
仏
照
児
孫
お
ほ
く
き
く
も
の
あ
れ
ど
う
ら
み
ず
。（
大

久
保
・
道
元
全
集
上
・
一
五
八
頁
）

 

と
如
浄
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
か
た
ち
で
取
り
上
げ
て
お
り
、
如
浄

が
径
山
の
徳
光
に
参
学
し
た
あ
り
よ
う
と
徳
光
の
学
人
接
化
に
対
す

る
批
判
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
徳
光
が
径
山
に
住
持
し
た
の
は
紹

熙
四
年
（
一
一
九
三
）
一
月
の
こ
と
で
あ
り
、
智
鑑
が
雪
竇
山
で
示

寂
し
て
数
ヶ
月
後
に
当
た
っ
て
い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉 

聞
庵
嗣
宗　

雪
竇
山
資
聖
寺　

牧
庵
行
持　

大
慧
宗
杲　

宏
智
正
覚　

棲
真
院　

定
水
寺　

清
涼
広
慧
寺　

香
山
智
度
寺

 

明
州
天
寧
報
恩
光
孝
禅
寺　

如
浄
の
参
随　

雪
林
僧
彦


